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成果報告が学術誌で公表されたので、それを
もって代える。なお、ペーパー掲載の著者は、
目次に掲載した調査研究担当者・協力者のう
ち、エフォート等に照らし、一部に絞っている。
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［要 約］

 本稿では、産業保健関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して
実施される産業保健法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の効果測定の成果
について報告した。効果測定調査の結果より、次の３点の結論が得られた。結論①：
産業保健法学研修について、当該研修受講者（本研究の調査参加者）における研修
効果（問題解決能力の向上）は有意に認められた。結論②：研修受講者（調査参加
者）における研修に対する満足度も概ね高いものであった。結論③：研修修了後あ
る程度経過した時点でも研修による効果は概ね維持されており、受講者（調査参加
者）は各自の業務を通してそれらの学びをより深めている可能性も示唆された。

［キーワード］産業保健法学研修，問題解決能力，効果測定

[Abstract]

 This paper presents the results of an effectiveness assessment conducted for the 
Occupational Health Law Training (MHLW Grants and the Japan Association of 
Occupational Health Law), which aims to enhance the problem-solving abilities 
(prevention and post-incident resolution) of occupational health professionals. 
The results of the effectiveness assessment survey yielded the following three 
conclusions. Conclusion 1: The effectiveness of the training in improving problem-
solving skills was significantly observed among the trainees (participants in this 
study) of the Occupational Health Law Training. Conclusion 2: The trainees’ 
(participants in this study) satisfaction with the training was generally high. 
Conclusion 3: The effects of the training were generally maintained even after some 
time had passed since the completion of the training, and it was suggested that 
the trainees (study participants) might have deepened their learning through their 
respective work.

[Keywords]  Occupational Health Law Training, problem-solving abilities, effectiveness 
assessment
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1．はじめに
 本稿では、産業保健関係者の問題解決能力（予防
＋事後解決）の向上を目指して実施される産業保健
法学研修（厚労科研〔厚生労働科学研究による研究
プロジェクト〕・日本産業保健法学会）の効果測定の
成果について報告する。

2．調査方法
2.1．調査参加者
 産業保健法学研修の効果測定調査は、産業保健法
学に関する動画による研修講座（日本産業保健法学
会が付与するメンタルヘルス／産業保健法務主任者
の資格取得・更新に必要な単位が取得できる研修講
座）の受講者で、厚労科研の一環として行われ、座
学と事例演習から成る実践的な産業保健法学研修の
開発プロジェクトへの受講者としての参加を了承し
た産業保健関係者を対象に調査を行った。
 当初30名の調査参加者を得たが、2023年４月
から９月の研修期間中に９名の辞退者があり、別
の１名にデータの欠損があったため研修修了直後
（After）時点で調査参加者は20名となった。さらに
フォローアップ（Follow-up）調査まで参加したの
はそのうちの15名であった。したがって全期間通し
ての調査参加者は15名であった。

2.2．調査時期（スケジュール）
 調査参加者の研修前後の変化、特に自己評価（自
己認識／主観）について測定することをねらいとし
て、研修開始前（Before）、研修講座受講中、研修
修了直後（After）、およびフォローアップ（Follow-
up）の４期に分けて縦断的調査を行った。
 調査時期について、研修講座スケジュール（2023
年３月～９月）に合わせて計画した。研修講座は、
動画研修（日本産業保健法学会から無償譲渡を受け
た e-learning 動画を用いた自宅学習）と、対面（２
回）およびオンライン（３回、Zoomを利用）での
事例演習（産業保健の失敗学）の２つから構成され
ている。前者の動画研修は2023年３月１日より開始
し、４月22日に第１回目が予定されている事例演習
（産業保健の失敗学）に先立ち学習できるよう、３月、
４月の受講が推奨されていた。後者の事例演習（産
業保健の失敗学）は2023年４月22日に第１回（対

面）、５月27日に第２回（オンライン）、６月24日に
第３回（オンライン）、７月22日に第４回（オンラ
イン）、９月２日に第５回（対面）が実施された。
 これらのスケジュールを考慮して、まず研修開始
前（Before）調査は、動画研修が開始する2023年
３月１日に先立つ、２月中旬～２月末までの実施と
したが、調査参加者の追加に合わせ５月15日まで実
施した。研修講座受講中調査については、動画研修
開始日である2023年３月１日から、最後の事例演習
（産業保健の失敗学）の実施日である９月２日から１
週間後の同９月９日までの実施とした。研修修了直
後（After）については、最後の事例演習（産業保健
の失敗学）の終了直後である2023年９月２日18時
から９月30日までの実施とした。さらに研修後ある
程度経過した時点でのフォローアップ調査は、研修
受講による資格（メンタルヘルス／産業保健法務主
任者）申請のタイミング（2023年12月初旬）に合
わせ、12月１日から12月21日までの実施とした。

2.3．調査内容
 研修開始前（Before）調査では産業保健に関わる
ようになったきっかけ・経緯（自由記述回答）、委員
会における議論を経てオリジナルに作成された産業
保健における問題解決能力のレディネス（ベースラ
イン）を測定する調査（選択肢式回答）（以下、問題
解決能力尺度とする、表１参照）1）、研修参加動機、
研修に期待するもの（自由記述回答）について尋ね
た。研修講座受講中では各講座（e-learning による
動画研修と全５回の事例演習（対面・オンライン））
受講後のアンケートとふりかえりミニレポート（自
由記述回答）を実施した。研修修了直後（After）調
査では研修開始前（Before）調査と同じ問題解決能
力尺度を再度実施した。その他、研修への期待の達成
度、研修で（期待通り）得られたもの・得られなかっ
たもの、研修内容の活用可能性、研修全体のふりかえ
り（自由記述回答）について尋ねた。フォローアップ
（Follow-up）調査では問題解決能力尺度を一部改変
したものを実施した。さらに研修で学んだことにより
仕事のやり方やアプローチに変化があったか（選択
肢式回答）、あった場合、具体的にどのような変化が
あったか（自由記述回答）、本研修を受講してよかっ
たと思うか（選択肢式回答）について尋ねた。
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1．はじめに
 本稿では、産業保健関係者の問題解決能力（予防
＋事後解決）の向上を目指して実施される産業保健
法学研修（厚労科研〔厚生労働科学研究による研究
プロジェクト〕・日本産業保健法学会）の効果測定の
成果について報告する。

2．調査方法
2.1．調査参加者
 産業保健法学研修の効果測定調査は、産業保健法
学に関する動画による研修講座（日本産業保健法学
会が付与するメンタルヘルス／産業保健法務主任者
の資格取得・更新に必要な単位が取得できる研修講
座）の受講者で、厚労科研の一環として行われ、座
学と事例演習から成る実践的な産業保健法学研修の
開発プロジェクトへの受講者としての参加を了承し
た産業保健関係者を対象に調査を行った。
 当初30名の調査参加者を得たが、2023年４月
から９月の研修期間中に９名の辞退者があり、別
の１名にデータの欠損があったため研修修了直後
（After）時点で調査参加者は20名となった。さらに
フォローアップ（Follow-up）調査まで参加したの
はそのうちの15名であった。したがって全期間通し
ての調査参加者は15名であった。

2.2．調査時期（スケジュール）
 調査参加者の研修前後の変化、特に自己評価（自
己認識／主観）について測定することをねらいとし
て、研修開始前（Before）、研修講座受講中、研修
修了直後（After）、およびフォローアップ（Follow-
up）の４期に分けて縦断的調査を行った。
 調査時期について、研修講座スケジュール（2023
年３月～９月）に合わせて計画した。研修講座は、
動画研修（日本産業保健法学会から無償譲渡を受け
た e-learning 動画を用いた自宅学習）と、対面（２
回）およびオンライン（３回、Zoomを利用）での
事例演習（産業保健の失敗学）の２つから構成され
ている。前者の動画研修は2023年３月１日より開始
し、４月22日に第１回目が予定されている事例演習
（産業保健の失敗学）に先立ち学習できるよう、３月、
４月の受講が推奨されていた。後者の事例演習（産
業保健の失敗学）は2023年４月22日に第１回（対

面）、５月27日に第２回（オンライン）、６月24日に
第３回（オンライン）、７月22日に第４回（オンラ
イン）、９月２日に第５回（対面）が実施された。
 これらのスケジュールを考慮して、まず研修開始
前（Before）調査は、動画研修が開始する2023年
３月１日に先立つ、２月中旬～２月末までの実施と
したが、調査参加者の追加に合わせ５月15日まで実
施した。研修講座受講中調査については、動画研修
開始日である2023年３月１日から、最後の事例演習
（産業保健の失敗学）の実施日である９月２日から１
週間後の同９月９日までの実施とした。研修修了直
後（After）については、最後の事例演習（産業保健
の失敗学）の終了直後である2023年９月２日18時
から９月30日までの実施とした。さらに研修後ある
程度経過した時点でのフォローアップ調査は、研修
受講による資格（メンタルヘルス／産業保健法務主
任者）申請のタイミング（2023年12月初旬）に合
わせ、12月１日から12月21日までの実施とした。

2.3．調査内容
 研修開始前（Before）調査では産業保健に関わる
ようになったきっかけ・経緯（自由記述回答）、委員
会における議論を経てオリジナルに作成された産業
保健における問題解決能力のレディネス（ベースラ
イン）を測定する調査（選択肢式回答）（以下、問題
解決能力尺度とする、表１参照）1）、研修参加動機、
研修に期待するもの（自由記述回答）について尋ね
た。研修講座受講中では各講座（e-learning による
動画研修と全５回の事例演習（対面・オンライン））
受講後のアンケートとふりかえりミニレポート（自
由記述回答）を実施した。研修修了直後（After）調
査では研修開始前（Before）調査と同じ問題解決能
力尺度を再度実施した。その他、研修への期待の達成
度、研修で（期待通り）得られたもの・得られなかっ
たもの、研修内容の活用可能性、研修全体のふりかえ
り（自由記述回答）について尋ねた。フォローアップ
（Follow-up）調査では問題解決能力尺度を一部改変
したものを実施した。さらに研修で学んだことにより
仕事のやり方やアプローチに変化があったか（選択
肢式回答）、あった場合、具体的にどのような変化が
あったか（自由記述回答）、本研修を受講してよかっ
たと思うか（選択肢式回答）について尋ねた。
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3．調査結果
3.1．調査参加者の属性
 調査参加者20名の職種等の属性は、「産業医・医
師」が10名と全体の半数であり最も多かった。次に
多かったのは「保健師・看護師」の６名（30％）、次
いで「心理職」と「その他の職種」がそれぞれ２名

（10％）ずつであった。「その他の職種」は、「人事：
新卒採用（過去に人事労務経験あり）」が１名、「労
働衛生コンサルタント」が１名であった。
 調査参加者の年代は「40代」が７名（35％）で
最も多く、２番目に多かったのは「30代」の６名

（30％）、３番目が「50代」の３名（15％）、４番
目が「20代以下」と「60代以上」がそれぞれ２名

（10％）ずつであった。
 調査参加者の所属（勤務先）は「企業」が10名と
全体の半数であり最も多かった。２番目に多かった
のは「医療機関・福祉施設」と「経営者（独立系産

業医などの事務所を含む）」でそれぞれ４名（20％）
ずつであった。３番目に多かったのは「行政機関」
と「その他」がそれぞれ１名（５％）ずつであった。

「その他」の１名は「３月まで病院、４月より企業」
ということであった（当該質問への回答は３月中に
行われた）。
 調査参加者の所属先（経営企業・事務所）の規模
は「1000人～」が10名と全体の半数であり最も多かっ
た。２番目に多かったのは「50～499人」の５名（25％）
であった。３番目は「１～49人」の４名（20％）、４
番目は「500～999人」の１名（５％）であった。

3.2． 問題解決能力尺度の研修開始前と研修修了直後
（Before/After）の量的比較

 問題解決能力測定尺度の全17項目それぞれの回
答選択肢について、「そうである」には５、「まあそ
うである」は４、「どちらともいえない」は３、「あ

　表１　問題解決能力測定尺度の質問項目
No. 項目内容

① 不調者の就労継続や退職につき、相手の主張を誠実に傾聴し確認するとともに、合意形成に向けて丁寧な説明を行っている。

② 不調者の就労継続や退職につき、本人と適正かつ有効な約束（合意）を交わすことができる。

③ 不調者対応について、関係者間で現状や課題を共有し話し合う機会をもっている。

④ 不調者対応について、関係者と話し合い、本人と職場の状況に応じた対応策を発案することができる。

⑤ 担当組織全体を理解した上で、産業保健に関するルールや仕組みづくり（修正案も含む）を促進、発案、協議することがで
きる。

⑥ 健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分析を含む）を、法制度や判例等に
踏まえて説得し、実施することができる。

⑦ 組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その組織の文化や産業保健の方針を理解している。

⑧ 職場環境（人事制度、人間関係なども含む）にも目を向け、様々な機会を利用して多面的な情報収集に努めている。

⑨ 組織のトップ（経営層）や担当者の理解や意欲に応じて、トップや担当者に法制度や判例等を踏まえた上で分かりやすく説
明できる。

⑩ 組織の意思決定の仕組みを理解し、必要に応じて適切な根回しをすることができる。

⑪ （産業保健に関する個別的、組織的な）問題解決につながる有益な情報を得るために、適切な質問をすることができる。

⑫ トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもって取り組むことができる。

⑬ 組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげるための産業保健に関する自分の業務を見直し改善案を示すことができる。

⑭ 不調者への対応（面談や復職支援など）に関する自分の業務を見直し改善案を示すことができる。

⑮ 産業保健に関する問題についてのリスクをあらかじめ把握した上で適切に評価することができる。

⑯ 産業保健に関する問題についてのリスクについて関係者間で共有し、それらについて話し合うことができる。

⑰ 業務において疑問が生じたとき、産業保健に関するどの法令を調べればよいのか、解釈はどのようにしたらよいのか、調べ
て適切に理解することができる。

※ 「そうである」「まあそうである」「どちらともいえない」「あまりそうではない」「そうではない」の５件法で尋ねた。ただし、
回答者の職種によってはあてはまらない（業務の範囲外である）内容の項目がある可能性も考慮し、「あてはまらない」の選択
肢も用意した。

産業保健法学研修の効果測定の成果

37日本産業保健法学会誌　第 3巻第 2号　2024/10－3339－



まりそうではない」は２、「そうではない」には１と
いう数値を割り当て、各項目が示す事柄についての
自己評価のレベルを示すスコア（最高５～最低１）
として扱った。なお「あてはまらない」については、
自己評価のレベルとしては扱えないと判断し、「あて
はまらない」と回答している場合は当該ケースを欠
損値として（続いて述べる）統計分析の対象からは
除外した。
 問題解決能力測定尺度全17項目の合計スコアに
ついて、Before（研修開始前）は平均値62.9（標準
偏差9.10）、After（研修修了直後）は72.2（標準偏
差6.98）であり、Before よりも After の方が9.3高
かった。この差を対応のある t 検定により検討した
ところ、0.1％水準で有意な差がみられ（t（16）= 
-4.714, p<.001, r=.515）、Before よりも After
の方が合計スコアが有意に高い、つまりは受講によ
り産業保健分野における問題解決能力について参加
者の自己評価が概ね向上した可能性が示唆された。
また、Cohen の d が -1.143と大きな効果があると
いわれる絶対値0.8を上回っており、研修開始前より

も研修修了直後で参加者の問題解決能力に対する自
己評価が全般的にポジティブな方向に大きく変化し
たことが示唆された。
 次に、問題解決能力測定尺度全17項目それぞれ
のスコア平均値について、Before と After の差を
Wilcoxon の符号付き順位検定により検討したとこ
ろ、全17項目中10項目で Before/After の平均値に
５％水準で有意な差がみられ、いずれも Before よ
りも After の方が高かった（表２）。調査参加者によ
る自己評価（主観）の観点からではあるが、これら
の項目が表現する産業保健における問題解決能力に
ついて研修による向上効果があったと考えられる。

3.3． 産業保健法学研修の動画研修（全18講座）
　　 学習後の小テストスコア
 産業保健法学研修の動画研修（ベーシック５講
座、スタンダード６講座、アドバンスト７講座の
e-learning 全18講座）を学習した後に参加者が受け
た小テストのスコアについて、平均値等の記述統計
を表３に示す。これらの小テストは３問ずつで構成

　表２　問題解決能力測定尺度17項目のうち Before/After で有意差があったもの
No. 項目内容 平均値 p 値

④ 不調者対応について、関係者と話し合い、本人と職場の状況に応じた対応策を発案することができる。 Before
After

4.1
4.5

*

⑤ 担当組織全体を理解した上で、産業保健に関するルールや仕組みづくり（修正案も含む）を促進、発案、
協議することができる。

Before
After

3.5
4.2

*

⑥ 健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分析を含む）を、
法制度や判例等に踏まえて説得し、実施することができる。

Before
After

3.4
4.1

*

⑦ 組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その組織の文化や産業保健の方針を理解している。 Before
After

3.3
4.3

**

⑪ （産業保健に関する個別的、組織的な）問題解決につながる有益な情報を得るために、適切な質問をする
ことができる。

Before
After

3.4
4.3

***

⑫ トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもって取り組むことができる。 Before
After

3.4
4.1

**

⑬ 組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげるための産業保健に関する自分の業務を見直し改善案を示
すことができる。

Before
After

3.5
4.1

*

⑭ 不調者への対応（面談や復職支援など）に関する自分の業務を見直し改善案を示すことができる。 Before
After

3.9
4.4

*

⑮ 産業保健に関する問題についてのリスクをあらかじめ把握した上で適切に評価することができる。 Before
After

3.7
4.2

*

⑰ 業務において疑問が生じたとき、産業保健に関するどの法令を調べればよいのか、解釈はどのようにし
たらよいのか、調べて適切に理解することができる。

Before
After

3.4
4.1

*

*：p<.05、**：p<.01、***：p<.001
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まりそうではない」は２、「そうではない」には１と
いう数値を割り当て、各項目が示す事柄についての
自己評価のレベルを示すスコア（最高５～最低１）
として扱った。なお「あてはまらない」については、
自己評価のレベルとしては扱えないと判断し、「あて
はまらない」と回答している場合は当該ケースを欠
損値として（続いて述べる）統計分析の対象からは
除外した。
 問題解決能力測定尺度全17項目の合計スコアに
ついて、Before（研修開始前）は平均値62.9（標準
偏差9.10）、After（研修修了直後）は72.2（標準偏
差6.98）であり、Before よりも After の方が9.3高
かった。この差を対応のある t 検定により検討した
ところ、0.1％水準で有意な差がみられ（t（16）= 
-4.714, p<.001, r=.515）、Before よりも After
の方が合計スコアが有意に高い、つまりは受講によ
り産業保健分野における問題解決能力について参加
者の自己評価が概ね向上した可能性が示唆された。
また、Cohen の d が -1.143と大きな効果があると
いわれる絶対値0.8を上回っており、研修開始前より

も研修修了直後で参加者の問題解決能力に対する自
己評価が全般的にポジティブな方向に大きく変化し
たことが示唆された。
 次に、問題解決能力測定尺度全17項目それぞれ
のスコア平均値について、Before と After の差を
Wilcoxon の符号付き順位検定により検討したとこ
ろ、全17項目中10項目で Before/After の平均値に
５％水準で有意な差がみられ、いずれも Before よ
りも After の方が高かった（表２）。調査参加者によ
る自己評価（主観）の観点からではあるが、これら
の項目が表現する産業保健における問題解決能力に
ついて研修による向上効果があったと考えられる。

3.3． 産業保健法学研修の動画研修（全18講座）
　　 学習後の小テストスコア
 産業保健法学研修の動画研修（ベーシック５講
座、スタンダード６講座、アドバンスト７講座の
e-learning 全18講座）を学習した後に参加者が受け
た小テストのスコアについて、平均値等の記述統計
を表３に示す。これらの小テストは３問ずつで構成

　表２　問題解決能力測定尺度17項目のうち Before/After で有意差があったもの
No. 項目内容 平均値 p 値

④ 不調者対応について、関係者と話し合い、本人と職場の状況に応じた対応策を発案することができる。 Before
After

4.1
4.5

*

⑤ 担当組織全体を理解した上で、産業保健に関するルールや仕組みづくり（修正案も含む）を促進、発案、
協議することができる。

Before
After

3.5
4.2

*

⑥ 健康づくりに関する組織診断（組織的なアセスメントや分析：ストレスチェックの集団分析を含む）を、
法制度や判例等に踏まえて説得し、実施することができる。

Before
After

3.4
4.1

*

⑦ 組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その組織の文化や産業保健の方針を理解している。 Before
After

3.3
4.3

**

⑪ （産業保健に関する個別的、組織的な）問題解決につながる有益な情報を得るために、適切な質問をする
ことができる。

Before
After

3.4
4.3

***

⑫ トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもって取り組むことができる。 Before
After

3.4
4.1

**

⑬ 組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげるための産業保健に関する自分の業務を見直し改善案を示
すことができる。

Before
After

3.5
4.1

*

⑭ 不調者への対応（面談や復職支援など）に関する自分の業務を見直し改善案を示すことができる。 Before
After

3.9
4.4

*

⑮ 産業保健に関する問題についてのリスクをあらかじめ把握した上で適切に評価することができる。 Before
After

3.7
4.2

*

⑰ 業務において疑問が生じたとき、産業保健に関するどの法令を調べればよいのか、解釈はどのようにし
たらよいのか、調べて適切に理解することができる。

Before
After

3.4
4.1

*

*：p<.05、**：p<.01、***：p<.001
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され満点は120、合格点は80に設定されていた。受
講期間中は何度でも受験可能であったため、受験履
歴が複数回あったケースについては全ての受験履歴
の平均値を当該小テストのスコアとして採用した。
 全18講座のうち、参加者のスコア平均値が最も
高かったのは「S02 安全配慮義務・健康配慮」の
117.0、２番目に高かったのは「S01 労働安全衛生
法の体系」の107.5、３番目に高かったのは「B01 
リーガルマインド（法的思考とは）」と「A04 ハラ
スメントと法（法解釈編）」の107.0であった。一
方、スコア平均値が最も低かったのは「A02 職場で
の化学物質管理と法」の59.3、２番目に低かったの
は「S06 就労困難者への保障（精神疾患）」の66.5、
３番目に低かったのは「B03 日本の労働と法①解雇
と人事一般」の81.3であった。「A02 職場での化学
物質管理と法」と「S06 就労困難者への保障（精神
疾患）」について、参加者の平均点が小テスト合格点
の80に達していなかったことから、この2講座の扱
う内容について、参加者にとっては理解がやや難し
かった（苦手）のではないかと思われる。なお、全

18講座の小テストスコアの平均値の平均値を求め
たところ、94.4であった。
 産業保健法学研修の動画研修（全18講座）の小テ
ストスコアの合計（平均値1699.9、標準偏差179.53）
と、Before と After それぞれの問題解決能力測定尺
度全17項目の合計の相関係数（Pearson）を求めた。
全18講座の小テストスコア合計と Before の問題解
決能力測定尺度の合計の相関係数は -.030で、ほぼ
相関がなかった。当然のことかもしれないが、研修
開始前の産業保健分野における問題解決能力の自己
評価の高さと、各講座を学習した後の小テストの点
数は相関がないことが示された。一方、After の問
題解決能力測定尺度の合計との相関関係は .483と
中程度の正の相関がみられ、小テストで測定された
参加者それぞれの講座内容の理解度が高いと、After
における問題解決能力の自己評価が高くなる傾向が
認められた。全18講座の小テストスコアは産業保健
における問題解決能力に関する知識・スキルを測定
する客観的な尺度であると考えると、研修修了直後

（After）における問題解決能力の自己評価の向上に

表３　動画研修（全18講座）学習後の小テストスコア（満点120）の記述統計
研修講座 N 最小値 最大値 平均値 標準偏差

B01 リーガルマインド（法的思考とは） 20 80.0 120.0 107.0 18.7

B02 法的思考（リーガルマインド）とは：実務家編 20 60.0 120.0 101.0 21.0

B03 日本の労働と法①解雇と人事一般 20 40.0 120.0 81.3 20.8

B04 日本の労働と法②安全配慮義務・健康配慮義務 20 80.0 120.0 102.0 20.4

B05 日本の労働と法③非正規雇用 20 80.0 120.0 104.0 19.0

S01 労働安全衛生法の体系 20 60.0 120.0 107.5 19.2

S02 安全配慮義務・健康配慮 20 80.0 120.0 117.0 9.8

S03 日本の労働と法④温故知新 20 40.0 120.0 83.0 16.3

S04 安衛法の監督指導実務 20 60.0 120.0 102.0 22.4

S05 労災保険法（制度と実務） 20 40.0 120.0 85.7 23.6

S06 就労困難者への保障（精神疾患） 20 30.0 80.0 66.5 17.3

A01 「合理的配慮」に関する法制度 20 50.0 120.0 90.2 24.2

A02 職場での化学物質管理と法 20 26.7 80.0 59.3 16.7

A03 ハラスメントと法（実務編） 20 40.0 120.0 96.4 28.0

A04 ハラスメントと法（法解釈編） 20 40.0 120.0 107.0 22.7

A05 健康情報の取扱いと法 20 40.0 120.0 99.7 25.2

A06 復職判定と法～精神障害者の復職判定をめぐる裁判例の到達点～ 20 80.0 120.0 98.0 19.4

A07 リモート勤務とメンタルヘルス不調者の休復職対応をめぐって 20 40.0 120.0 92.3 24.2

産業保健法学研修の効果測定の成果
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は客観的な裏付けがあり、研修による問題解決能力
の向上がみられたといってよいだろう。

3.4． 問題解決能力測定尺度の研修開始前と研修修了
直後（Before/After）およびフォローアップ

（Follow-up）の量的比較
 研修修了直後（After）調査から約３か月経過した
12月に、研修後ある程度経過した時点での研修の効
果について測定することをねらいとして、フォロー
アップ（Follow-up）調査を行った。フォローアッ
プ（Follow-up）調査では、研修開始前（Before）
調査および研修修了直後（After）調査の両方で使用
した問題解決能力測定尺度による選択肢アンケート
の質問の尋ね方と、その尋ね方に合わせて各項目の
文末を一部改変したものを使用した。具体的には、
各項目の示す事柄に関して本研修で学んだ内容を研
修後に自身の業務上で活かせていると思う程度につ
いて尋ねるように改変したものを用いた。したがっ
て、Before/After と Follow-up それぞれで用いた
問題解決能力測定尺度の17項目は表現に一部異な
るところがあるため単純な量的比較はできないが、
Before と After および Follow-up の調査すべてに
参加した調査参加者について合計スコアを求めたと
ころ、平均値（標準偏差）は Before は62.5（11.3）、
After は74.6（7.4）、Follow-up は72.8（7.6） で
あった。After よりも Follow-up で若干（1.8）下
がっていたものの、研修修了直後に高まっていた産
業保健分野における問題解決能力に対する自己評価
のレベルは、研修修了後約３か月時点でも概ね同程
度に維持されているものとみえ、本研修で学んだ内
容を研修後、自身の業務上で活かせていることがう
かがえた。

3.5． フォローアップ（Follow-up）時点での研修
に対する調査参加者の認識

 フォローアップ（Follow-up）調査では、本研修
で学んだことにより、その後自身の仕事のやり方や
アプローチに変化があったと思うか、「思う」「まあ
思う」「どちらともいえない」「あまり思わない」「思
わない」の５つの選択肢で尋ねた。その結果、「まあ
思う」が約半数（46.7％）で最も多く、「思う」が
次に多く40.0％で、「思う」「まあ思う」が合わせて

86.7％と９割近くであった。「どちらともいえない」
は13.3％、「あまり思わない」「思わない」はどちら
も0％であった。
 合わせて、本研修を受講してよかったと思うか、

「思う」「まあ思う」「どちらともいえない」「あまり
思わない」「思わない」の５つの選択肢で尋ねたと
ころ、「思う」が100％で、研修後ある程度（約３か
月）経った時点においても研修全体に対する満足度
は高く維持されていたことがうかがえる結果となっ
た。

3.6．各調査時点の自由記述回答の質的分析
 受講開始前（Before）、研修修了直後（After）お
よびフォローアップ（Follow-up）それぞれの調査
には「本研修により得られると期待しているもの」
等、自由記述項目も含まれており、それらの自由記
述回答データについて KH Coder2）を用いたテキス
トマイニングによる分析を行った。

　3.6.1.  本研修により得られると期待しているも
の（受講開始前・Before）

 「本研修により得られると期待しているものにつ
いて教えてください。」という問いへの自由記述回答
データについて、共起ネットワーク図（最小出現数
３、Jaccard 係数0.2以上、最小スパニングツリーの
みを描画）を作成した（図１）。
 この共起ネットワーク図を検討した結果について
述べる前に、図中に示された各要素の見方について
簡単にふれる。まず、図中の円は「ノード」といい、
１つの円につき１つの語を示しており、円の大きさ
は文書中での出現回数を表現している。ノードをつ
なぐ線は「エッジ（edge）」といい、線でつながれた
語は文章中に共に現れる（共起）傾向が強い、すな
わち関連が強いことを示している。さらに、強く結
びついたノードどうしを自動的に分類し色分けがさ
れている。この色分けによるグループを「サブグラ
フ（Subgraph）」という。各サブグラフ（関連性の
強い語どうしのかたまり）を構成する各ノード（語）
の内容と、それぞれの語（ノード）が文中で使われ
ている文脈について KWIC コンコーダンス（ある特
定の語が使われている箇所について原文を参照でき
る）機能を利用して確認・検討することにより、当
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は客観的な裏付けがあり、研修による問題解決能力
の向上がみられたといってよいだろう。

3.4． 問題解決能力測定尺度の研修開始前と研修修了
直後（Before/After）およびフォローアップ

（Follow-up）の量的比較
 研修修了直後（After）調査から約３か月経過した
12月に、研修後ある程度経過した時点での研修の効
果について測定することをねらいとして、フォロー
アップ（Follow-up）調査を行った。フォローアッ
プ（Follow-up）調査では、研修開始前（Before）
調査および研修修了直後（After）調査の両方で使用
した問題解決能力測定尺度による選択肢アンケート
の質問の尋ね方と、その尋ね方に合わせて各項目の
文末を一部改変したものを使用した。具体的には、
各項目の示す事柄に関して本研修で学んだ内容を研
修後に自身の業務上で活かせていると思う程度につ
いて尋ねるように改変したものを用いた。したがっ
て、Before/After と Follow-up それぞれで用いた
問題解決能力測定尺度の17項目は表現に一部異な
るところがあるため単純な量的比較はできないが、
Before と After および Follow-up の調査すべてに
参加した調査参加者について合計スコアを求めたと
ころ、平均値（標準偏差）は Before は62.5（11.3）、
After は74.6（7.4）、Follow-up は72.8（7.6） で
あった。After よりも Follow-up で若干（1.8）下
がっていたものの、研修修了直後に高まっていた産
業保健分野における問題解決能力に対する自己評価
のレベルは、研修修了後約３か月時点でも概ね同程
度に維持されているものとみえ、本研修で学んだ内
容を研修後、自身の業務上で活かせていることがう
かがえた。

3.5． フォローアップ（Follow-up）時点での研修
に対する調査参加者の認識

 フォローアップ（Follow-up）調査では、本研修
で学んだことにより、その後自身の仕事のやり方や
アプローチに変化があったと思うか、「思う」「まあ
思う」「どちらともいえない」「あまり思わない」「思
わない」の５つの選択肢で尋ねた。その結果、「まあ
思う」が約半数（46.7％）で最も多く、「思う」が
次に多く40.0％で、「思う」「まあ思う」が合わせて

86.7％と９割近くであった。「どちらともいえない」
は13.3％、「あまり思わない」「思わない」はどちら
も0％であった。
 合わせて、本研修を受講してよかったと思うか、

「思う」「まあ思う」「どちらともいえない」「あまり
思わない」「思わない」の５つの選択肢で尋ねたと
ころ、「思う」が100％で、研修後ある程度（約３か
月）経った時点においても研修全体に対する満足度
は高く維持されていたことがうかがえる結果となっ
た。

3.6．各調査時点の自由記述回答の質的分析
 受講開始前（Before）、研修修了直後（After）お
よびフォローアップ（Follow-up）それぞれの調査
には「本研修により得られると期待しているもの」
等、自由記述項目も含まれており、それらの自由記
述回答データについて KH Coder2）を用いたテキス
トマイニングによる分析を行った。

　3.6.1.  本研修により得られると期待しているも
の（受講開始前・Before）

 「本研修により得られると期待しているものにつ
いて教えてください。」という問いへの自由記述回答
データについて、共起ネットワーク図（最小出現数
３、Jaccard 係数0.2以上、最小スパニングツリーの
みを描画）を作成した（図１）。
 この共起ネットワーク図を検討した結果について
述べる前に、図中に示された各要素の見方について
簡単にふれる。まず、図中の円は「ノード」といい、
１つの円につき１つの語を示しており、円の大きさ
は文書中での出現回数を表現している。ノードをつ
なぐ線は「エッジ（edge）」といい、線でつながれた
語は文章中に共に現れる（共起）傾向が強い、すな
わち関連が強いことを示している。さらに、強く結
びついたノードどうしを自動的に分類し色分けがさ
れている。この色分けによるグループを「サブグラ
フ（Subgraph）」という。各サブグラフ（関連性の
強い語どうしのかたまり）を構成する各ノード（語）
の内容と、それぞれの語（ノード）が文中で使われ
ている文脈について KWIC コンコーダンス（ある特
定の語が使われている箇所について原文を参照でき
る）機能を利用して確認・検討することにより、当
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該サブグラフ（以下 S とする）が表現していると思
われるトピックを解釈した。
 図１の S01について、ノード「向上」には「能
力」「問題」「解決」がそれぞれ直接つらなっており、 

「問題解決能力の向上」が当該 S のキーワードとな
るようにみえた。総合的に解釈すると当該 S が表現
しているトピックは「問題解決能力（説明力・提案
力）の向上」であると思われた。
 S02について、最も大きいノード「産業保健」に
は「考える」に続けて「法的」がつらなっているこ
とから考えると、表現しているトピックは「産業保
健の問題を法的に考えられるようになる」であると
思われた。
 S03について、ノード「理解」に「判例」と「対
応」がそれぞれつらなっていることから考えると、
表現しているトピックは「判例の理解を通じた対応
能力の向上」であると思われた。
 S04について、当該 S は「法令」「学べる」「期待」

の３個のノードからなるが、このうち「法令」は S05
の「知識」とつらなっており、またこの S05を構成
するノードは「知識」と「得る」の２個のみである
ことから、S04と S05は合わせて１つの S として解
釈する方が望ましいと判断し解釈を行った。これら
の S が合わせて表現しているトピックは「法令に関
する知識を学べる（得られる）ことを期待する」で
あると思われた。
 S06について、ノード「意見」に「根拠」と「業
務」がそれぞれつらなっていることから解釈すると、
表現しているトピックは「業務の中で根拠をもって
意見を出すことができる」であると思われた。
 以上をまとめると、受講前の本研修に対する参加
者の期待は産業保健に関する法令や判例の理解の向
上と、業務に直結する問題解決能力の向上という２
つに集約できるようであった。

図 �� 本研修により得られると期待しているもの�
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図１ 本研修により得られると期待しているもの
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　3.6.2.  本研修後に得られると期待していたもの
のうち、期待通り・期待以上に達成できた
と思うこと（研修修了直後・After）

 「研修修了後の現在、当初研修後に得られると期待
していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上
に達成できたと思うことについて教えてください。」
という問いへの自由記述回答データについて、共起
ネットワーク図（最小出現数４、Jaccard 係数0.2以
上、最小スパニングツリーのみを描画）を作成した
（図２）。
 図２のS01について、最も大きいノードである「判
例」には「知識」がつらなり、「知識」はさらに「期
待」と「得る」にそれぞれつらなっていることから、
当該Sが表現しているトピックは「期待した以上に判
例をもとに法解釈の知識を得ることができた」「多職
種で事例の検討ができた」の２つであると思われた。

 S02について、最も大きいノードである「産業保
健職」と「考える」は互いにつらなっており、「産業
保健職」は「役割」「人事」とそれぞれつらなってい
ることなどから総合的に解釈すると、当該 Sが表現
しているトピックは「人事、産業保健職それぞれの
役割について考え、学ぶことができた」であると思
われた。
 S03について、最も大きいノードである「問題」
には「対応」と「検討」がつらなっていることなど
から解釈すると、当該 Sが表現しているトピックは
「産業医としての立場から問題への対応を検討でき
たこと」であると思われた。
 S04について、最も大きいノードである「視点」に
は「意見」が直接つらなり、その「意見」には「思
う」と「法律」がつらなっていることから、当該 S
が表現しているトピックは「法律を踏まえた上での図 �� 当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上に達

成できたと思うこと�

�
�
�

� �

����
産業医としての立場から問題
への対応を検討できたこと�

����
人事、産業保健職
それぞれの役割
について考え、学
ぶことができた�

����
法律を踏まえ
た上での様々
な視点からの
意見を聞けた�

����
期待した以上に判例を
もとに法解釈の知識を
得ることができた�
多職種で事例の検討が
できた�

����
研修に参加し多職種で検討
することで自身の産業保健
に対する理解が深まった�

図２ 当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上に達成できたと思うこと
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　3.6.2.  本研修後に得られると期待していたもの
のうち、期待通り・期待以上に達成できた
と思うこと（研修修了直後・After）

 「研修修了後の現在、当初研修後に得られると期待
していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上
に達成できたと思うことについて教えてください。」
という問いへの自由記述回答データについて、共起
ネットワーク図（最小出現数４、Jaccard 係数0.2以
上、最小スパニングツリーのみを描画）を作成した
（図２）。
 図２のS01について、最も大きいノードである「判
例」には「知識」がつらなり、「知識」はさらに「期
待」と「得る」にそれぞれつらなっていることから、
当該Sが表現しているトピックは「期待した以上に判
例をもとに法解釈の知識を得ることができた」「多職
種で事例の検討ができた」の２つであると思われた。

 S02について、最も大きいノードである「産業保
健職」と「考える」は互いにつらなっており、「産業
保健職」は「役割」「人事」とそれぞれつらなってい
ることなどから総合的に解釈すると、当該 Sが表現
しているトピックは「人事、産業保健職それぞれの
役割について考え、学ぶことができた」であると思
われた。
 S03について、最も大きいノードである「問題」
には「対応」と「検討」がつらなっていることなど
から解釈すると、当該 Sが表現しているトピックは
「産業医としての立場から問題への対応を検討でき
たこと」であると思われた。
 S04について、最も大きいノードである「視点」に
は「意見」が直接つらなり、その「意見」には「思
う」と「法律」がつらなっていることから、当該 S
が表現しているトピックは「法律を踏まえた上での図 �� 当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上に達
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図２ 当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるいは期待以上に達成できたと思うこと
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様々な視点からの意見を聞けた」であると思われた。
 S05について、最も大きいノードである「理解」は
「研修」につらなり、さらに「産業保健」と「自身」
に順につらなっていることと、これらの語が使われ
ている文脈から総合的に解釈すると当該Sが表現し
ているトピックは「研修に参加し多職種で検討する
ことで自身の産業保健に対する理解が深まった」で
あると思われた。
 以上をまとめると、受講前の「期待」は達成でき
たかの問いに対しては、判例を踏まえた法解釈の知
識を得られたこと、人事、産業医、産業保健職それ
ぞれの視点からの見方やそれぞれの役割について考
え学ぶことができたこと、そして自身の産業保健に
ついての理解が全体的に深まったこと、の３つの方
向の回答が得られ、本研修は受講前の「期待」に十
分に応えるものであったといえる。

　3.6.3.  本研修で学んだことにより、その後自身の
仕事のやり方やアプローチに変化があっ
たと思うか（フォローアップ・Follow-up）

 フォローアップ（Follow-up）調査では、本研修
で学んだことにより、その後自身の仕事のやり方や
アプローチに変化があったと思うか、「思う」「まあ思
う」「どちらともいえない」「あまり思わない」「思わ
ない」という５つの選択肢で尋ね、「思う」「まあ思
う」と答えた場合、具体的にどのような変化があっ
たか自由記述回答形式で尋ねた。得られた自由記述
回答データについて、共起ネットワーク図（最小出
現数３、Jaccard 係数0.2以上、最小スパニングツ
リーのみを描画）を作成したものが図３である。
 図３には５個の Sが描かれているが、それぞれ他
の Sと互いにつらなりあっていることから、いくつ
かの Sは複数まとめて１つのものとして解釈を試

図 �� 本研修で学んだことによりその後自身の仕事のやり方やアプローチに変化があった
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図３  本研修で学んだことによりその後自身の仕事のやり方やアプローチに変化があったと思う場合、具体的にどのような
変化があったか
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みた。まず S01について、最も大きいノードである
「対応」には「リスク」と「人事」がそれぞれつらな
り、さらにこの「人事」ノードは他に「担当者」「考
える」「連携」ともつらなり、この「連携」は比較的
大きいノードである「産業医」を介して S03とつら
なっていることから、S01と S03はひとまとまりの
ものとして扱うことが望ましいと考えた。S03の「産
業医」はさらに「取る」「産業保健職」「判例」とつ
らなっている。以上を総合的に解釈したところ、こ
れら２つの S が表現しているトピックは「研修で学
んだ判例をもとに産業医、産業保健職、心理職、人
事担当者で連携を取りながらリスクに対応するよう
になった」であると思われた。
 次に S02について、最も大きなノードである「不
調者」は「進める」を介して「支援」とつらなって
おり、さらにこの「支援」はもう１つの最大のノー
ド「法的」につらなっており、この「法的」はさら
に「判断」につらなっている。一方、この S02は
ノード「進める」を介して S05の「トラブル」につ
らなっており、またこの S05のノード個数は３と比
較的少ないことから、S02と S05を合わせて１つの
ものとして解釈したところ、表現しているトピック
は「トラブル関係者への説明や不調者支援を進める
際に法的な判断も考えるようになった」であると思
われた。
 S04は、「思う」「研修」「理解」「以前」「組織」の
順に数珠つなぎになっていること、および原文での
語の使われ方の確認結果などを総合的に解釈したと
ころ、当該 S が表現しているトピックは「研修後は
以前よりも組織について法的な観点から理解しよう
とするようになった」と思われた。
 以上をまとめると、研修で学んだ判例をもとに産
業医、産業保健職、心理職、人事担当者で連携を取
りながらリスクに対応するようになった、トラブル
関係者への説明や不調者支援を進める際に法的な判
断も考えるようになった、以前よりも組織について
法的な観点から理解しようとするようになった、と
いう３つの方向の回答が得られ、本研修の学びは、
カークパトリックの４段階評価モデルでいう「レベ
ル３：Behavior」すなわち個人の行動の変容レベル
での変化3, 4）をもたらした可能性が示唆された。

4．まとめ
 本調査で得られた結果から、次の３点を結論とし
て挙げることができると考える。結論①：産業保健関
係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目
指して実施された産業保健法学研修（厚労科研・日
本産業保健法学会）について、当該研修受講者（本
研究の調査参加者）における研修効果（問題解決能
力の向上）は有意に認められた。結論②：研修受講
者（調査参加者）における研修に対する満足度も概
ね高いものであった。結論③：研修修了後ある程度
経過した時点でも研修による効果は概ね維持されて
おり、受講者（調査参加者）は各自の業務を通してそ
れらの学びをより深めている可能性も示唆された。
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みた。まず S01について、最も大きいノードである
「対応」には「リスク」と「人事」がそれぞれつらな
り、さらにこの「人事」ノードは他に「担当者」「考
える」「連携」ともつらなり、この「連携」は比較的
大きいノードである「産業医」を介して S03とつら
なっていることから、S01と S03はひとまとまりの
ものとして扱うことが望ましいと考えた。S03の「産
業医」はさらに「取る」「産業保健職」「判例」とつ
らなっている。以上を総合的に解釈したところ、こ
れら２つの S が表現しているトピックは「研修で学
んだ判例をもとに産業医、産業保健職、心理職、人
事担当者で連携を取りながらリスクに対応するよう
になった」であると思われた。
 次に S02について、最も大きなノードである「不
調者」は「進める」を介して「支援」とつらなって
おり、さらにこの「支援」はもう１つの最大のノー
ド「法的」につらなっており、この「法的」はさら
に「判断」につらなっている。一方、この S02は
ノード「進める」を介して S05の「トラブル」につ
らなっており、またこの S05のノード個数は３と比
較的少ないことから、S02と S05を合わせて１つの
ものとして解釈したところ、表現しているトピック
は「トラブル関係者への説明や不調者支援を進める
際に法的な判断も考えるようになった」であると思
われた。
 S04は、「思う」「研修」「理解」「以前」「組織」の
順に数珠つなぎになっていること、および原文での
語の使われ方の確認結果などを総合的に解釈したと
ころ、当該 S が表現しているトピックは「研修後は
以前よりも組織について法的な観点から理解しよう
とするようになった」と思われた。
 以上をまとめると、研修で学んだ判例をもとに産
業医、産業保健職、心理職、人事担当者で連携を取
りながらリスクに対応するようになった、トラブル
関係者への説明や不調者支援を進める際に法的な判
断も考えるようになった、以前よりも組織について
法的な観点から理解しようとするようになった、と
いう３つの方向の回答が得られ、本研修の学びは、
カークパトリックの４段階評価モデルでいう「レベ
ル３：Behavior」すなわち個人の行動の変容レベル
での変化3, 4）をもたらした可能性が示唆された。

4．まとめ
 本調査で得られた結果から、次の３点を結論とし
て挙げることができると考える。結論①：産業保健関
係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目
指して実施された産業保健法学研修（厚労科研・日
本産業保健法学会）について、当該研修受講者（本
研究の調査参加者）における研修効果（問題解決能
力の向上）は有意に認められた。結論②：研修受講
者（調査参加者）における研修に対する満足度も概
ね高いものであった。結論③：研修修了後ある程度
経過した時点でも研修による効果は概ね維持されて
おり、受講者（調査参加者）は各自の業務を通してそ
れらの学びをより深めている可能性も示唆された。
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

研究要旨 
 本研究では、労働安全衛生関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して
実施される安全衛生法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の効果測定とその評価を
行い、労働安全衛生関係者に対する有効な法教育手法の開発につながる知見を得ることを
目的として縦断的な調査を行った。 
 調査参加者は安全衛生法学研修（日本産業保健法学会）の受講者で、本研究への参加を
了承した労働安全衛生関係者 53 名を対象に、研修開始前（Before）、研修講座受講中、研
修修了直後（After）、およびフォローアップ（Follow-up）の 4 期に分けて縦断的調査を行
った。最終的にデータ分析の対象となった調査参加者は、次の 3 つの条件をすべて満たし
た 38 名であった。①受講前・受講後のアンケート調査に両方とも回答した、②全 5 回の
研修（フォローアップ受講を含む）に参加し、ミニレポートとアンケートを提出した、③
全 9本の e-learning教材を受講し、小テストとアンケートを提出した。 
 まず研修開始前（Before）調査では安全衛生に関わるようになったきっかけ・経緯（自
由記述回答）、安全衛生における問題解決能力のレディネス（ベースライン）を測定する
調査（選択肢式回答）（以下、問題解決能力尺度とする）、研修参加動機、研修に期待する
もの（自由記述回答）について尋ねた。研修講座受講中では e-learning 受講後の小テスト
とアンケートおよび、全 5 回の研修（対面 2 回・オンライン 3 回））受講後のアンケート
とふりかえりミニレポート（自由記述回答）を実施した。研修修了直後（After）調査では
研修開始前（Before）調査と同じ問題解決能力尺度を再度実施した。その他、研修への期
待の達成度、研修で（期待通り）得られたもの・得られなかったもの、研修内容の活用可
能性、研修全体のふりかえり（自由記述回答）について尋ねた。フォローアップ（Follow-
up）調査では問題解決能力尺度を一部改変したものを実施した。さらに研修で学んだこと
により仕事のやり方やアプローチに変化があったか（選択肢式回答）、あった場合、具体
的にどのような変化があったか（自由記述回答）、本研修を受講してよかったと思うか
（選択肢式回答）について尋ねた。 
 以上の 4 期にわたる縦断的調査で得られたデータについて量的・質的両面からの統計的
分析を行い、研修による効果について検討した結果、本研究の結論は次の 3 点にまとめら
れた。結論①：労働安全衛生関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して
実施された安全衛生法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）について、当該研修受講
者（本研究の調査参加者）における研修効果（問題解決能力の向上）は、主に経営者や職
員への説得および関係者間で意見が相違した場合の調整力、安全衛生の向上につながる組
織づくりといった面において有意な向上がみられた。結論②：研修受講者（調査参加者）
における研修に対する満足度も概ね高いものであった。結論③：研修修了後ある程度経過
した時点での研修による効果は内容によりばらつきはあるものの、受講者（調査参加者）
は各自の業務を通して研修での学びをより深めている可能性が示唆された。 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

研究要旨 
 本研究では、労働安全衛生関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して
実施される安全衛生法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の効果測定とその評価を
行い、労働安全衛生関係者に対する有効な法教育手法の開発につながる知見を得ることを
目的として縦断的な調査を行った。 
 調査参加者は安全衛生法学研修（日本産業保健法学会）の受講者で、本研究への参加を
了承した労働安全衛生関係者 53 名を対象に、研修開始前（Before）、研修講座受講中、研
修修了直後（After）、およびフォローアップ（Follow-up）の 4 期に分けて縦断的調査を行
った。最終的にデータ分析の対象となった調査参加者は、次の 3 つの条件をすべて満たし
た 38 名であった。①受講前・受講後のアンケート調査に両方とも回答した、②全 5 回の
研修（フォローアップ受講を含む）に参加し、ミニレポートとアンケートを提出した、③
全 9本の e-learning教材を受講し、小テストとアンケートを提出した。 
 まず研修開始前（Before）調査では安全衛生に関わるようになったきっかけ・経緯（自
由記述回答）、安全衛生における問題解決能力のレディネス（ベースライン）を測定する
調査（選択肢式回答）（以下、問題解決能力尺度とする）、研修参加動機、研修に期待する
もの（自由記述回答）について尋ねた。研修講座受講中では e-learning 受講後の小テスト
とアンケートおよび、全 5 回の研修（対面 2 回・オンライン 3 回））受講後のアンケート
とふりかえりミニレポート（自由記述回答）を実施した。研修修了直後（After）調査では
研修開始前（Before）調査と同じ問題解決能力尺度を再度実施した。その他、研修への期
待の達成度、研修で（期待通り）得られたもの・得られなかったもの、研修内容の活用可
能性、研修全体のふりかえり（自由記述回答）について尋ねた。フォローアップ（Follow-
up）調査では問題解決能力尺度を一部改変したものを実施した。さらに研修で学んだこと
により仕事のやり方やアプローチに変化があったか（選択肢式回答）、あった場合、具体
的にどのような変化があったか（自由記述回答）、本研修を受講してよかったと思うか
（選択肢式回答）について尋ねた。 
 以上の 4 期にわたる縦断的調査で得られたデータについて量的・質的両面からの統計的
分析を行い、研修による効果について検討した結果、本研究の結論は次の 3 点にまとめら
れた。結論①：労働安全衛生関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して
実施された安全衛生法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）について、当該研修受講
者（本研究の調査参加者）における研修効果（問題解決能力の向上）は、主に経営者や職
員への説得および関係者間で意見が相違した場合の調整力、安全衛生の向上につながる組
織づくりといった面において有意な向上がみられた。結論②：研修受講者（調査参加者）
における研修に対する満足度も概ね高いものであった。結論③：研修修了後ある程度経過
した時点での研修による効果は内容によりばらつきはあるものの、受講者（調査参加者）
は各自の業務を通して研修での学びをより深めている可能性が示唆された。 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

Ａ．研究目的 

 本研究は、労働安全衛生関係者の問題解
決能力（予防＋事後解決）の向上を目指し
て実施される安全衛生法学研修（厚労科
研・日本産業保健法学会）の効果測定とそ
の評価を行い、労働安全衛生関係者に対す
る有効な法教育手法の開発につながる知見
を得ることを目的として行われた。 
 

Ｂ．研究方法 

1. 調査デザイン 

 2023（R5）年度第 1 回～第 3 回および
2024（R6）年度第 4 回～第 7 回厚生労働
行政推進調査事業費補助金（政策科学総合
研究事業）安全衛生法学研修効果測定委員
会（以下、委員会とする）会合での議論お
よび、第 2 回委員会会合にて了承された安
全衛生法学研修の枠組みに基づいて作成し
た、研修効果測定調査のデザイン（調査参
加者、調査の流れ）について述べる。 
 

1.1. 調査参加者 

 安全衛生法学研修（日本産業保健法学会
が付与するメンタルヘルス／産業保健法務
主任者の資格取得・更新に必要な単位が取
得できる研修講座）の受講者で、本厚労科
研の一環として行われる実践的な安全衛生
法学研修の開発プロジェクトへの受講者と
しての参加を了承した労働安全衛生関係者
を対象に調査を行った。 
 調査参加者の募集方法について、メーリ
ングリスト等による日本産業保健法学会会

員への呼びかけの他、労働安全衛生関連学
会・団体（日本安全工学会、日本労働安全
衛生コンサルタント会、日本化学工業協会、
中央労働災害防止協会）を通じての呼びか
け、日本産業保健法学会の SNS アカウン
トによる広報、以前より研修に興味がある
旨連絡を受けていた個人への案内等により
行われた。 
なお、調査参加者を選定する際には次の

①～④について留意した。①一定の企業に
偏らぬよう、1 社 2 名以内とする、②安全
衛生担当者を極力優先する、③多職種連携
の観点から、産業保健職、社労士・人事労
務担当者が各 1 名ずつ研修時のグループに
入れるようにする、④ダイバーシティの観
点から、年齢、性別、経験値等に偏りが出
ないようにする。 
当初の定員は 35 名であったが、予想外

に多くの申込があったため、50 名まで定
員枠を広げることとした。2023（R5）年
度の産業保健法学研修の効果測定調査時の
経験より研修途中の離脱者を考慮して、結
果的には調査参加者を 55 名とした。しか
し第 1 回研修開始前に 2 名辞退の申し出が
あり、調査参加者 53 名で研修を開始した。
最終的にデータ分析の対象となった調査参
加者はこの 53 名のうち以下①～③全ての
条件を満たした 38 名であった。 
① 受講前・受講後のアンケート調査に両

方とも参加した 
② 全 5 回の研修に参加（フォローアップ

受講も含む）し、ミニレポートとアン
ケートを提出した 

③ 全 9 本全ての e-learning 教材を受講し、
小テストとアンケートを提出した 
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1.2. 調査時期（スケジュール） 

 調査参加者の研修前後の変化、特に自己
評価（自己認識／主観）について測定する
ことをねらいとして、まず研修開始前
（Before）、研修講座受講中（2024 年 5 月
～9 月）、研修修了直後（After）の 3 期に
分けて調査を実施した。さらに研修終了後
ある程度（約 3 ヵ月）経過した時点で研修
内容がどのように維持あるいは活かされて
いるか調べるためにフォローアップ調査を
実施した。表 1 に調査時期、調査内容の概
略および調査方法について示す。 
 調査時期について、2023（R5）年度第 2
回委員会会合にて了承された安全衛生法学
研修の枠組みに基づき計画した。研修講座
は、e-learning 講座（日本産業保健法学会
から無償譲渡を受けた e-learning 教材を用
いた自宅学習）と、対面（2回）およびオ
ンライン（3回、Zoomを利用）講座の 2
つから構成されている。前者の動画研修は
2024年 4 月より開始した。後者の全 5回
の研修については、第 1 回は対面で行われ、
第 2回はオンラインで行われた。第 1回、
第 2回ともに講義形式であった。第 3回と
第 4回はともにオンライン形式であり、事
例検討研修であった。最後の第 5回は対面
で行われ、事例検討研修であった。 
 これらのスケジュールを考慮して、まず
研修開始前（Before）調査は 2024 年 4 月
中の実施とした。研修講座受講中調査につ
いては、動画研修が開始する 4 月から、最
後の第 5 回研修の実施日である 9 月 28 日
から基本的に 1 週間以内の実施とした。研
修修了直後（After）については、最後の
第 5 回研修の終了直後である 2024 年 9 月

28 日 18 時から基本的に 1 週間以内の実施
とした。さらに研修後ある程度経過した時
点でのフォローアップ調査は、研修受講に
よる資格（メンタルヘルス/産業保健法務
主任者）申請のタイミング（2024 年 12 月
初旬）に合わせ、12 月 2 日から 12 月 17
日までの実施とした。 
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1.2. 調査時期（スケジュール） 

 調査参加者の研修前後の変化、特に自己
評価（自己認識／主観）について測定する
ことをねらいとして、まず研修開始前
（Before）、研修講座受講中（2024 年 5 月
～9 月）、研修修了直後（After）の 3 期に
分けて調査を実施した。さらに研修終了後
ある程度（約 3 ヵ月）経過した時点で研修
内容がどのように維持あるいは活かされて
いるか調べるためにフォローアップ調査を
実施した。表 1 に調査時期、調査内容の概
略および調査方法について示す。 
 調査時期について、2023（R5）年度第 2
回委員会会合にて了承された安全衛生法学
研修の枠組みに基づき計画した。研修講座
は、e-learning 講座（日本産業保健法学会
から無償譲渡を受けた e-learning 教材を用
いた自宅学習）と、対面（2回）およびオ
ンライン（3回、Zoomを利用）講座の 2
つから構成されている。前者の動画研修は
2024年 4 月より開始した。後者の全 5回
の研修については、第 1 回は対面で行われ、
第 2回はオンラインで行われた。第 1回、
第 2回ともに講義形式であった。第 3回と
第 4回はともにオンライン形式であり、事
例検討研修であった。最後の第 5回は対面
で行われ、事例検討研修であった。 
 これらのスケジュールを考慮して、まず
研修開始前（Before）調査は 2024 年 4 月
中の実施とした。研修講座受講中調査につ
いては、動画研修が開始する 4 月から、最
後の第 5 回研修の実施日である 9 月 28 日
から基本的に 1 週間以内の実施とした。研
修修了直後（After）については、最後の
第 5 回研修の終了直後である 2024 年 9 月

28 日 18 時から基本的に 1 週間以内の実施
とした。さらに研修後ある程度経過した時
点でのフォローアップ調査は、研修受講に
よる資格（メンタルヘルス/産業保健法務
主任者）申請のタイミング（2024 年 12 月
初旬）に合わせ、12 月 2 日から 12 月 17
日までの実施とした。 
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表 1 調査時期、調査内容の概略および調査方法 
調査時期 調査内容の概略 調査方法 

研修開始前
（Before） 

属性調査（職種等） 
産業保健に関わるようになったきっかけ・経緯
（自由記述式アンケート） 
問題解決能力のレディネス（ベースライン）を
測定する調査（選択肢式アンケート） 
研修参加動機、研修に期待するもの（自由記述
式アンケート） 

e-learning サイト
のアンケート機能
を利用 

研修講座受講中 

e-learning 講座と第 1 回～第 5 回研修共通：受
講後アンケート（mhlw受講後アンケート） 
e-learning講座のみ：受講後の小テスト 
第 1 回～第 5 回研修のみ：受講後のふりかえり
ミニレポート 

研修修了直後
（After） 

研修開始前（Before）調査で使用した問題解決
能力のレディネス（ベースライン）を測定する
調査（選択肢式アンケート）を再度実施 
研修への期待の達成度（数値で評定してもら
う） 
研修で（期待通り）得られたもの・得られなか
ったもの、研修内容の活用可能性、研修全体の
ふりかえり（自由記述式アンケート） 

フォローアップ 
（Follow-up） 

研修開始前（Before）調査および研修修了直後
（After）調査の両方で使用した問題解決能力の
レディネス（ベースライン）を測定する調査
（選択肢式アンケート）の質問の仕方を一部改
変したものを実施 
研修で学んだことにより仕事のやり方やアプロ
ーチに変化があったと思うか（選択肢式アンケ
ート）、（研修で学んだことにより仕事のやり方
やアプローチに変化があった場合）具体的にど
のような変化があったか（自由記述式アンケー
ト）、本研修を受講してよかったと思うか（選
択肢式アンケート） 
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1.3. 問題解決能力のレディネス（ベ

ースライン）を測定する調査項

目の作成 

 本研究の研修開始前（Before）調査およ
び研修修了直後（After）で利用した、問
題解決能力のレディネス（ベースライン）
を測定する調査（以下、問題解決能力測定
尺度とする）項目は、2022（R4）年度の
厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測
定検討委員会での議論および、高橋委員に
より作成された「R・ガニェによる学習成
果の 5 分類」による研修における９つの効
果測定指標についての整理を基に作成され
た、産業保健分野における問題解決能力測
定尺度（全 17 項目）[1]をベースとして、
全 24 項目の尺度として作成された。この
尺度作成に際しては 2023（R5）年度の第
4 回安全衛生法学研修効果測定委員会にお
ける議論を経て、安全衛生課題に即したア
レンジを適宜行った。 
全 24 項目の問題解決能力測定尺度（表

2 参照）について「そうである」「まあそ
うである」「どちらともいえない」「あまり
そうではない」「そうではない」の 5 件法
で尋ねることとした。ただし、回答者の職
種によってはあてはまらない（業務の範囲
外である）内容の項目がある可能性も考慮
し、「あてはまらない」の選択肢も用意し
た。 
 

表 2 問題解決能力測定尺度の質問項目 
No. 項目内容 

① 
所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災
等に関する情報を得ている。 

② 
所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、
組織内でルール化されている。 

③ 

労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

④ 
労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

⑤ 
下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

⑥ 
下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
を提供している。 

⑦ 

組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづく
り（修正も含む）を促進、発案、
協議できる。 

⑧ 

組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場
を問わず労災防止等に影響する
者）を効果的に説得し、対策の実
施を働きかけられる。 

⑨ 
組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛
生の方針を理解している。 

⑩ 

組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）につ
いても、多面的な情報収集に努め
ている。 
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1.3. 問題解決能力のレディネス（ベ

ースライン）を測定する調査項

目の作成 

 本研究の研修開始前（Before）調査およ
び研修修了直後（After）で利用した、問
題解決能力のレディネス（ベースライン）
を測定する調査（以下、問題解決能力測定
尺度とする）項目は、2022（R4）年度の
厚労科研・日本産業保健法学会研修効果測
定検討委員会での議論および、高橋委員に
より作成された「R・ガニェによる学習成
果の 5 分類」による研修における９つの効
果測定指標についての整理を基に作成され
た、産業保健分野における問題解決能力測
定尺度（全 17 項目）[1]をベースとして、
全 24 項目の尺度として作成された。この
尺度作成に際しては 2023（R5）年度の第
4 回安全衛生法学研修効果測定委員会にお
ける議論を経て、安全衛生課題に即したア
レンジを適宜行った。 
全 24 項目の問題解決能力測定尺度（表

2 参照）について「そうである」「まあそ
うである」「どちらともいえない」「あまり
そうではない」「そうではない」の 5 件法
で尋ねることとした。ただし、回答者の職
種によってはあてはまらない（業務の範囲
外である）内容の項目がある可能性も考慮
し、「あてはまらない」の選択肢も用意し
た。 
 

表 2 問題解決能力測定尺度の質問項目 
No. 項目内容 

① 
所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災
等に関する情報を得ている。 

② 
所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、
組織内でルール化されている。 

③ 

労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

④ 
労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

⑤ 
下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

⑥ 
下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
を提供している。 

⑦ 

組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづく
り（修正も含む）を促進、発案、
協議できる。 

⑧ 

組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場
を問わず労災防止等に影響する
者）を効果的に説得し、対策の実
施を働きかけられる。 

⑨ 
組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛
生の方針を理解している。 

⑩ 

組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）につ
いても、多面的な情報収集に努め
ている。 
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⑪ 

所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上
で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

⑫ 

所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり
易く説得的に対策を働きかけられ
る。 

⑬ 
労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

⑭ 
組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整
に自信をもって取り組める。 

⑮ 
労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができ
る。 

⑯ 
組織の働きやすさ（心身の健康）
の向上に関する自分の業務の改善
案を示せる。 

⑰ 

組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠
心などを満足させられるか）の向
上に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

⑱ 
安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

⑲ 
巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じら
れる。 

⑳ 
安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことがで
きる。 

㉑ 
業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考に
することができる。 

㉒ 
業務上疑問が生じたとき、本音で
相談できる先を知っている。 

㉓ 

労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行う
か、適切な教育担当者を選任でき
る。 

㉔ 
以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくり
に貢献できる。 

 

1.4. 調査内容 

本研究のそれぞれの調査時点の調査内容
について述べる。 
研修開始前（Before）では、調査参加者

の属性（職種、職階、年代、所属先、所属
先の規模、（嘱託産業医や社会保険労務士
の場合）主な顧問先の規模）について選択
肢式項目で、安全衛生に関わるようになっ
たきっかけについて自由記述式項目で尋ね、
続いて前節で説明した問題解決能力測定尺
度による選択肢式アンケート、最後に研修
参加動機および研修に期待するものについ
て自由記述式項目で尋ねた。 
研修講座受講中では、全 9 講座からなる

e-learning 講座および 5 回の研修（対面／
オンライン）それぞれについて、属性や講
義の理解度などについて尋ねる受講後アン
ケート（「mhlw 受講後アンケート」として、
本研究の調査参加者だけでなく、日本産業
保健法学会の研修講座受講者全てに尋ねて
いるものを使用）に回答を求めた。 e-
learning 講座受講後には小テストの受験・
提出を求めた。 
 研修修了直後（After）では、研修開始
前（Before）調査で利用した問題解決能力
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測定尺度による選択肢式アンケートを再度
実施し、Before-After の比較を行うことと
した。さらに、研修全体の印象について尋
ねた。まず（当初の）期待の達成度を数値
（100 点満点）で評定してもらった上で、
研修で（期待通り）得られたもの・得られ
なかったものについて、それぞれ自由記述
式項目で尋ね、続いて研修内容の（自分の）
業務における活用可能性および、業務に活
用できるかわからないが印象に残ったこと、
勉強になったと思うことについて、それぞ
れ自由記述式項目で尋ねた。 
 フォローアップ（Follow-up）では、研
修開始前（Before）調査および研修修了直
後（After）調査の両方で使用した問題解
決能力測定尺度による選択肢式アンケート
の質問の尋ね方を一部改変したものを使用
した。具体的には、各項目の示す事柄につ
いて自分ができているという程度（自己評
価）を求めていたものを、各項目の示す事
柄に関して本研修で学んだ内容を研修後業
務上で活かせていると思う程度について尋
ねるように改変した。この改変については、
カークパトリックの 4 段階モデルの「3．
行動変容レベル」の考え方[2][3]を参考に
した。研修で学んだ内容を研修後の現在活
かせていると思うか、「活かせている」「ま
あ活かせている」「どちらでもない」「あま
り活かせていない」「活かせていない」「あ
てはまらない」の 6 つの選択肢から 1 つ選
んで回答してもらった。その他、研修で学
んだことにより仕事のやり方やアプローチ
に変化があったと思うか、「思う」「まあ思
う」「どちらともいえない」「あまり思わな
い」「思わない」の 5 件法で尋ねた上で、
この問いに「思う」「まあ思う」と回答し

た場合、具体的にどのような変化があった
か自由記述式項目で尋ねた。最後に、本研
修を受講してよかったと思うか、「思う」
「まあ思う」「どちらともいえない」「あま
り思わない」「思わない」の 5 件法で尋ね
た。 

1.5. 調査方法 

 調査方法について、研修開始前
（Before）、研修講座受講中、研修修了直
後（After）、フォローアップ（Follow-up）
の 4 つの時期全ての調査について、動画研
修の学習で利用している e-learning サイト
のアンケート機能を利用した。 
 

Ｃ．研究結果 

1. 調査参加者の属性 

調査参加者 38 名の職種等の属性につい
て、表 3～表 7 に示す。 
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測定尺度による選択肢式アンケートを再度
実施し、Before-After の比較を行うことと
した。さらに、研修全体の印象について尋
ねた。まず（当初の）期待の達成度を数値
（100 点満点）で評定してもらった上で、
研修で（期待通り）得られたもの・得られ
なかったものについて、それぞれ自由記述
式項目で尋ね、続いて研修内容の（自分の）
業務における活用可能性および、業務に活
用できるかわからないが印象に残ったこと、
勉強になったと思うことについて、それぞ
れ自由記述式項目で尋ねた。 
 フォローアップ（Follow-up）では、研
修開始前（Before）調査および研修修了直
後（After）調査の両方で使用した問題解
決能力測定尺度による選択肢式アンケート
の質問の尋ね方を一部改変したものを使用
した。具体的には、各項目の示す事柄につ
いて自分ができているという程度（自己評
価）を求めていたものを、各項目の示す事
柄に関して本研修で学んだ内容を研修後業
務上で活かせていると思う程度について尋
ねるように改変した。この改変については、
カークパトリックの 4 段階モデルの「3．
行動変容レベル」の考え方[2][3]を参考に
した。研修で学んだ内容を研修後の現在活
かせていると思うか、「活かせている」「ま
あ活かせている」「どちらでもない」「あま
り活かせていない」「活かせていない」「あ
てはまらない」の 6 つの選択肢から 1 つ選
んで回答してもらった。その他、研修で学
んだことにより仕事のやり方やアプローチ
に変化があったと思うか、「思う」「まあ思
う」「どちらともいえない」「あまり思わな
い」「思わない」の 5 件法で尋ねた上で、
この問いに「思う」「まあ思う」と回答し

た場合、具体的にどのような変化があった
か自由記述式項目で尋ねた。最後に、本研
修を受講してよかったと思うか、「思う」
「まあ思う」「どちらともいえない」「あま
り思わない」「思わない」の 5 件法で尋ね
た。 

1.5. 調査方法 

 調査方法について、研修開始前
（Before）、研修講座受講中、研修修了直
後（After）、フォローアップ（Follow-up）
の 4 つの時期全ての調査について、動画研
修の学習で利用している e-learning サイト
のアンケート機能を利用した。 
 

Ｃ．研究結果 

1. 調査参加者の属性 

調査参加者 38 名の職種等の属性につい
て、表 3～表 7 に示す。 
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表 3 職種  
N % 

産業医・医師 2 5.3% 
保健師・看護師 1 2.6% 
心理職 2 5.3% 
安全管理者 4 10.5% 
衛生管理者 2 5.3% 
人事労務 3 7.9% 
安全コンサルタント 4 10.5% 
衛生コンサルタント 2 5.3% 
社労士 10 26.3% 
その他の職種 8 21.1% 
 
 調査参加者の職種（表 3）について「社
労士」が最も多く（26.3％）、2 番目が「そ
の他の職種」（21.1％）、3 番目が「安全管
理者」、「安全コンサルタント」（各 10.5％）
であった。「その他」（21.1％）の具体的内
容は、「安全衛生推進担当者  全社の労働
安全衛生を統括管理している部署に所属し
ています。」「化学メーカー工場の安全担当
部門で安全管理の業務をしております。」
「技術者（安全管理）」「技術職（安全管理
担当）」「国内外グループ企業全体の EHS
（環境・労働安全衛生）の管理を行う部門
のメンバー」「作業環境測定士」「製造業」
であった。 
 

表 4 職階  
N % 

マネージャークラス 17 44.7% 
担当者クラス 14 36.8% 
個人事業者 7 18.4% 
 
 調査参加者の職階（表 4）について、
「マネージャークラス」が半数近く

（44.7％）で最も多かった。2 番目は「担
当者クラス」で 36.8％、3 番目は「個人事
業者」で 18.4％であった。 
 

表 5 年代  
N % 

20 代以下 0 0.0% 
30 代 1 2.6% 
40 代 11 28.9% 
50 代 18 47.4% 
60 代以上 8 21.1% 
 
 調査参加者の年代（表 5）について、
「50 代」が約半数（47.4％）で最も多かっ
た。2 番目は「40 代」（29.9％）、3 番目は
「60 代以上」（21.1％）であった。なお
「20 代以下」はいなかった。 
 

表 6 所属（勤務先）  
N % 

企業 26 68.4% 
行政機関 0 0.0% 
医療機関・福祉施設 1 2.6% 
経営者（独立系産業医
などの事務所を含む） 

8 21.1% 

その他 3 7.9% 
 
 調査参加者の所属（勤務先）（表 6）に
ついて、「企業」が全体の約 7 割（68.4％）
で最も多かった。2 番目は「経営者（独立
系産業医などの事務所を含む）」（21.1％）
であった。3 番目は「その他」（7.9％）で
あった。 
「その他」の具体的内容は、「建設企業に
同意を得て、個人事業主として労働基準協
会連合会にて安全衛生法資格取得講師、建
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設企業の安全衛生審査業務、災害防止のコ
ンサルタント業務との兼務」（1 名）、「社
会保険労務士法人」（2 名）であった。な
お「行政機関」はいなかった。 
 
表 7 所属先（経営企業・事務所）の規模  

N % 
1～49 人 13 34.2% 
50～499人 5 13.2% 
500～999人 5 13.2% 
1000 人～ 15 39.5% 
 
 調査参加者の所属先（経営企業・事務所）
の規模（表 7）について、「1000 人～」が
全体の約 4 割（39.5％）で最も多かった。
2 番目は「1～49 人」（34.2％）であった。
3 番目は「50～499 人」と「500～999 人」
（各 13.2％）であった。 
 

2. 問題解決能力測定尺度 24 項目の

Before-After の量的比較 

 安全衛生分野における問題解決能力測定
尺度 24 項目について、研修開始前に調査
を実施したもの（以下 Before とする）と、
研修修了直後に調査を実施したもの（以下
After とする）との縦断的比較を行った。 
 

2.1. 問題解決能力測定尺度 24 項目

の Before-After の回答分布比較 

 問題解決能力測定尺度の全 24 項目につ
いて、「そうである」「まあそうである」
「どちらともいえない」「あまりそうでは

ない」「そうではない」「あてはまらない」
の 6 つの選択肢それぞれの Before-After の
回答分布を図 1 から図 24 に示す。全体的
な傾向としては、Before と After で目立っ
た変化はみられない項目が多かった。変化
がみられた項目については、①After で
「そうである」が減った一方で「まあそう
である」が増えた、②After で「そうでは
ない」や「あまりそうではない」が減り、
反対に「まあそうである」「そうである」
が増えた、③After で「あてはまらない」
がやや増えた、といった 3 つの傾向がみら
れるようであった。 
 
図 1 所属／支援先の組織で、業務を行う
上で必要な範囲で、生じた労災等に関する

情報を得ている。 

 

 「所属／支援先の組織で、業務を行う上
で必要な範囲で、生じた労災等に関する情
報を得ている。」について、Before と After
ともに「そうである」と「まあそうである」
が合わせて全体の 90％台の回答であり、
参加者の多くが本項目の示すような行動を
とっている（とるように努めている）よう
にみえる。Before-After の比較としては、
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設企業の安全衛生審査業務、災害防止のコ
ンサルタント業務との兼務」（1 名）、「社
会保険労務士法人」（2 名）であった。な
お「行政機関」はいなかった。 
 
表 7 所属先（経営企業・事務所）の規模  

N % 
1～49 人 13 34.2% 
50～499人 5 13.2% 
500～999人 5 13.2% 
1000 人～ 15 39.5% 
 
 調査参加者の所属先（経営企業・事務所）
の規模（表 7）について、「1000 人～」が
全体の約 4 割（39.5％）で最も多かった。
2 番目は「1～49 人」（34.2％）であった。
3 番目は「50～499 人」と「500～999 人」
（各 13.2％）であった。 
 

2. 問題解決能力測定尺度 24 項目の

Before-After の量的比較 

 安全衛生分野における問題解決能力測定
尺度 24 項目について、研修開始前に調査
を実施したもの（以下 Before とする）と、
研修修了直後に調査を実施したもの（以下
After とする）との縦断的比較を行った。 
 

2.1. 問題解決能力測定尺度 24 項目

の Before-After の回答分布比較 

 問題解決能力測定尺度の全 24 項目につ
いて、「そうである」「まあそうである」
「どちらともいえない」「あまりそうでは

ない」「そうではない」「あてはまらない」
の 6 つの選択肢それぞれの Before-After の
回答分布を図 1 から図 24 に示す。全体的
な傾向としては、Before と After で目立っ
た変化はみられない項目が多かった。変化
がみられた項目については、①After で
「そうである」が減った一方で「まあそう
である」が増えた、②After で「そうでは
ない」や「あまりそうではない」が減り、
反対に「まあそうである」「そうである」
が増えた、③After で「あてはまらない」
がやや増えた、といった 3 つの傾向がみら
れるようであった。 
 
図 1 所属／支援先の組織で、業務を行う
上で必要な範囲で、生じた労災等に関する

情報を得ている。 

 

 「所属／支援先の組織で、業務を行う上
で必要な範囲で、生じた労災等に関する情
報を得ている。」について、Before と After
ともに「そうである」と「まあそうである」
が合わせて全体の 90％台の回答であり、
参加者の多くが本項目の示すような行動を
とっている（とるように努めている）よう
にみえる。Before-After の比較としては、
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「まあそうである」が After で 3 名増えた
（8 名→11 名）一方で「そうである」が 1
名減った（25 名→24 名）。「どちらともい
えない」は After で 2 名減った（3 名→1
名）。 
 
図 2 所属組織で生じた労災等に関する情
報を（回答者が）得る権限が、組織内でル

ール化されている。 

 

「所属組織で生じた労災等に関する情
報を（回答者が）得る権限が、組織内で
ルール化されている。」について、
Before では 6 割あまり（23 名）であっ
た「そうである」が、After では 4 名減
り 19 名（半数）となった一方、「まあそ
うである」（6 名→8 名）と「あまりそう
ではない」（4 名→6 名）ともに 2 名ずつ
増えた。 

 

図 3 労災等の現状と再発防止策について、
適切な関係者間で実質的な話し合いができ

る機会を（回答者が）もっている。 

 

 「労災等の現状と再発防止策について、
適切な関係者間で実質的な話し合いができ
る機会を（回答者が）もっている。」につ
いて、Before では「そうである」が 16 名
（42.1％）と最も多かったが、After では 4
名減り 12 名（31.6％）となった一方、「ま
あそうである」が 10 名（26.3％）から 6
名増え 16 名（42.1％）と最も多かった。 
 
図 4 労災等に関する物や人に対する調査

が可能な立場にある。 
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 「労災等に関する物や人に対する調査が
可能な立場にある。」について、Before と
After ともに「そうである」と「まあそう
である」が合わせて全体の 7 割あまりの回
答であった。Before-After の比較としては、
「まあそうである」が 1 名減った（13 名
→12 名）一方、「そうである」は 2 名増え
た（14 人→16 名）。 
 
図 5 下請や社外工等に対しても安全衛生
上必要な指示や指導を行っている。 

 

 「下請や社外工等に対しても安全衛生上
必要な指示や指導を行っている。」につい
て、Before と After ともに「そうである」
と「まあそうである」が合わせて全体の半
数あまり（Before20 名、After21 名）の回
答であった一方、「あてはまらない」が
Before と After ともに 2 割あまり（8 名）
と比較的多かった。 
 

図 6 下請や社外工等が安全衛生を履行で
きるような条件（納期や費用）を提供して

いる。 

 

「下請や社外工等が安全衛生を履行でき
るような条件（納期や費用）を提供してい
る。」について、Before では「そうである」
と「あてはまらない」がそれぞれ 9 名
（23.7%）で最も多かったが、After では
「そうである」が 11 名（28.9％）に対し
「あてはまらない」が 12 名（31.6％）と
最も回答が多かった。 
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 「労災等に関する物や人に対する調査が
可能な立場にある。」について、Before と
After ともに「そうである」と「まあそう
である」が合わせて全体の 7 割あまりの回
答であった。Before-After の比較としては、
「まあそうである」が 1 名減った（13 名
→12 名）一方、「そうである」は 2 名増え
た（14 人→16 名）。 
 
図 5 下請や社外工等に対しても安全衛生
上必要な指示や指導を行っている。 

 

 「下請や社外工等に対しても安全衛生上
必要な指示や指導を行っている。」につい
て、Before と After ともに「そうである」
と「まあそうである」が合わせて全体の半
数あまり（Before20 名、After21 名）の回
答であった一方、「あてはまらない」が
Before と After ともに 2 割あまり（8 名）
と比較的多かった。 
 

図 6 下請や社外工等が安全衛生を履行で
きるような条件（納期や費用）を提供して

いる。 

 

「下請や社外工等が安全衛生を履行でき
るような条件（納期や費用）を提供してい
る。」について、Before では「そうである」
と「あてはまらない」がそれぞれ 9 名
（23.7%）で最も多かったが、After では
「そうである」が 11 名（28.9％）に対し
「あてはまらない」が 12 名（31.6％）と
最も回答が多かった。 
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図 7 組織の構造を理解した上で、安全衛
生に関するルールや仕組みづくり（修正も

含む）を促進、発案、協議できる。 

 

 「組織の構造を理解した上で、安全衛生
に関するルールや仕組みづくり（修正も含
む）を促進、発案、協議できる。」につい
て、Before では「そうである」が 21 名
（55.3％）と最も多く、After では 2 名減
り 19 名（50.0％）となったが最も多かっ
た。 
 

図 8 組織の労災事情を踏まえ、法制度や
判例等を踏まえて関係者（立場を問わず労
災防止等に影響する者）を効果的に説得し、

対策の実施を働きかけられる。 

 

 「組織の労災事情を踏まえ、法制度や判
例等を踏まえて関係者（立場を問わず労災
防止等に影響する者）を効果的に説得し、
対策の実施を働きかけられる。」について、
Before、After ともに「まあそうである」
が 15 名（39.5％）と最も多かった。「そう
ではない」と「あまりそうではない」を合
わせた回答は Before の 6 名から After で 3
名と半減した。 
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図 9 組織のトップ（経営層）の考え方を
知り、その組織の文化や安全衛生の方針を

理解している。 

 

 「組織のトップ（経営層）の考え方を知
り、その組織の文化や安全衛生の方針を理
解している。」について、Before、After と
もに「まあそうである」が最も多く、
Before で 18 名（47.4％）から After で 21
名と 3 名増え半数を超えた（55.3％）。一
方 2 番目に多かった「そうである」は
Before の 14 名（36.8％）から After で 2
名減り 12 名（31.6％）であった。 
 

図 10 組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）についても、

多面的な情報収集に努めている。 

 

 「組織のソフト面（人事制度・就業規定、
人間関係なども含む）についても、多面的
な情報収集に努めている。」について、
Before と After ともに「まあそうである」
が最も多かった（Before は 16 名で 42.1％、
After は 15 名で 39.5％）。2 番目に多かっ
た「そうである」は Before の 12 名
（31.6％）から 2 名増え 14 名（36.8％）
であった。 
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図 9 組織のトップ（経営層）の考え方を
知り、その組織の文化や安全衛生の方針を

理解している。 

 

 「組織のトップ（経営層）の考え方を知
り、その組織の文化や安全衛生の方針を理
解している。」について、Before、After と
もに「まあそうである」が最も多く、
Before で 18 名（47.4％）から After で 21
名と 3 名増え半数を超えた（55.3％）。一
方 2 番目に多かった「そうである」は
Before の 14 名（36.8％）から After で 2
名減り 12 名（31.6％）であった。 
 

図 10 組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）についても、

多面的な情報収集に努めている。 

 

 「組織のソフト面（人事制度・就業規定、
人間関係なども含む）についても、多面的
な情報収集に努めている。」について、
Before と After ともに「まあそうである」
が最も多かった（Before は 16 名で 42.1％、
After は 15 名で 39.5％）。2 番目に多かっ
た「そうである」は Before の 12 名
（31.6％）から 2 名増え 14 名（36.8％）
であった。 
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図 11 所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得

的に対策を働きかけられる。 

 

 「所属先／支援先のトップ（経営層）・
実権者の理解や意欲に応じて、法制度や判
例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対
策を働きかけられる。」について、Before
と After ともに「まあそうである」が最も
多かった（Before は 16 名で 42.1％、After
は 17 名で 44.7％）。一方、2 番目に多かっ
た「そうである」は Before で 7 名
（18.4％）が After では 14 名（36.8％）と
倍増した。 
 

図 12 所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制度や判例
等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策

を働きかけられる。 

 

「所属先／支援先に雇用された一般職員
の理解や意欲に応じて、法制度や判例等を
踏まえた上で分かり易く説得的に対策を働
きかけられる。」について、Before で「ま
あそうである」が 17 名（44.7％）から
After で 23 名（60.5％）に増え、「そうで
ある」も Before の 9 名（23.7％）から 12
名（31.6％）に増え、「まあそうである」
と「そうである」の回答を合わせると 9 割
を超えた。 
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図 13 労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

 

 「労災防止等のため、適切な人物に適切
な質問をすることができる。」について、
Before と After ともに「そうである」が最
も多く（Before は 16 名で 42.1％、After
は 18 名で 47.4％）、次いで多かった「まあ
そうである」（Before は 15 名で 39.5％、
After は 14 名で 36.8％）と合わせて 8 割
を超えていた。一方、「あまりそうではな
い」は Before の 5 名（13.2％）から After
では 4 名減り 1名（2.6％）であった。 
 

図 14 組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整に自信を

もって取り組める。 

 

 「組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」について、Before では
「そうではない」と「あまりそうではない」
が合わせて 9 名（23.7%）であったが
After では 4 名（10.5%）と半減した。他
方「どちらともいえない」は Before の 7
名（18.4％）から After では 4 名増え 11
名（28.9％）となったほか、「そうである」
は Before の 6 名（15.8%）から After では
12 名（31.6%）と倍増し最も多くなった。 
 

  

0

5

10

15

20

人
数

BeforeN AfterN

0

5

10

15

人
数

BeforeN AfterN

－3364－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

図 13 労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

 

 「労災防止等のため、適切な人物に適切
な質問をすることができる。」について、
Before と After ともに「そうである」が最
も多く（Before は 16 名で 42.1％、After
は 18 名で 47.4％）、次いで多かった「まあ
そうである」（Before は 15 名で 39.5％、
After は 14 名で 36.8％）と合わせて 8 割
を超えていた。一方、「あまりそうではな
い」は Before の 5 名（13.2％）から After
では 4 名減り 1名（2.6％）であった。 
 

図 14 組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整に自信を

もって取り組める。 

 

 「組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」について、Before では
「そうではない」と「あまりそうではない」
が合わせて 9 名（23.7%）であったが
After では 4 名（10.5%）と半減した。他
方「どちらともいえない」は Before の 7
名（18.4％）から After では 4 名増え 11
名（28.9％）となったほか、「そうである」
は Before の 6 名（15.8%）から After では
12 名（31.6%）と倍増し最も多くなった。 
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図 15 労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができる。 

 

 「労災防止等に関する自分の業務につい
て改善案を示すことができる。」について、 
Before では「そうではない」と「あまりそ
うではない」が合わせて 5 名（13.2％）か
ら After では 4 名減り 1名（2.6％）であっ
たのに対し、「そうである」は Before の
11 名（28.9％）から After では 15 名
（39.5％）と 4 名増えた一方で、「あては
まらない」も Before の 1 名（2.6％）から
4 名増え 5 名（13.2％）となっていた。 
 

図 16 組織の働きやすさ（心身の健康）
の向上に関する自分の業務の改善案を示せ

る。 

 

 「組織の働きやすさ（心身の健康）の向
上に関する自分の業務の改善案を示せる。」
について、Before では「どちらともいえな
い」が 9 名（23.7％）から After では 4 名
（10.5％）と半減したのに対し、「そうで
ある」は Before の 6 名（15.8％）から 16
名（42.1％）と 2.7 倍に増えていた。 
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図 17 組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠心などを
満足させられるか）の向上に関する自分の
業務を見直し改善案を示すことができる。 

 

 「組織の職務満足感（健康状態にとらわ
れず、使命感、達成感、忠誠心などを満足
させられるか）の向上に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことができる。」に
ついて、「どちらともいえない」が Before
の 10 名（26.3％）から After で 5 名
（13.2％）に半減した一方、「そうである」
は Before の 8 名（21.1％）から After で 4
名増え 12 名（31.6％）となり、「まあそう
である」（13 名、34.2％）に次いで 2 番目
に多かった。 
 

図 18 安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

 

 「安全衛生上のリスクをあらかじめ把握
した上で適切に評価できる。」について、
「どちらともいえない」が Before の 9 名
（23.7％）から After で 8 名減り 1 名
（2.6％）になった一方、「そうである」が
Before の 6 名（15.8％）から After では 11
名（28.9％）とほぼ倍増した。 
 
図 19 巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じられる。 

 

 「巡視等でリスクを発見した際に関係者
に直ちに必要な措置を講じられる。」につ
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図 17 組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠心などを
満足させられるか）の向上に関する自分の
業務を見直し改善案を示すことができる。 

 

 「組織の職務満足感（健康状態にとらわ
れず、使命感、達成感、忠誠心などを満足
させられるか）の向上に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことができる。」に
ついて、「どちらともいえない」が Before
の 10 名（26.3％）から After で 5 名
（13.2％）に半減した一方、「そうである」
は Before の 8 名（21.1％）から After で 4
名増え 12 名（31.6％）となり、「まあそう
である」（13 名、34.2％）に次いで 2 番目
に多かった。 
 

図 18 安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

 

 「安全衛生上のリスクをあらかじめ把握
した上で適切に評価できる。」について、
「どちらともいえない」が Before の 9 名
（23.7％）から After で 8 名減り 1 名
（2.6％）になった一方、「そうである」が
Before の 6 名（15.8％）から After では 11
名（28.9％）とほぼ倍増した。 
 
図 19 巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じられる。 

 

 「巡視等でリスクを発見した際に関係者
に直ちに必要な措置を講じられる。」につ
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いて、Before では「そうではない」「あま
りそうではない」「どちらともいえない」
の 3 つ合わせて 11 名（28.9％）が、After
で 4 名（10.5％）と約 3 分の 1 に減ったの
に対し、「そうである」と「まあそうであ
る」は Before で合わせて 24 名（63.1％）
から After では 5 名増え 29 名（76.3％）
であった。 
 
図 20 安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことができる。 

 

 「安全衛生上のリスクについて関係者間
で共有し、話し合うことができる。」につ
いて、Before と After ともに「まあそうで
ある」が 18 名（47.4％）で最も多かった
一方、「そうである」は Before の 12 名
（31.6％）から 3 名増え 15 名（39.5％）
であった。 
 

図 21 業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考にすること

ができる。 

 

 「業務上疑問が生じたとき、安全衛生に
関する法令等を調べ、参考にすることがで
きる。」について、Before では「そうでは
ない」と「あまりそうではない」が合わせ
て 4 名（10.6％）から After では 1 名
（2.6％）に減った一方、「まあそうである」
が Before の 10 名（26.3％）から After で
5 名増え 15 名（39.5%）となっていた。 
 
図 22 業務上疑問が生じたとき、本音で

相談できる先を知っている。 
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 「業務上疑問が生じたとき、本音で相談
できる先を知っている。」について、
Before、After ともに「まあそうである」
が最も多かった（Before が 17 名で 44.7％、
After が 18 名で 47.4％）。「そうである」
は Before の 7 名（18.4%）から After で 4
名増え 11 名（28.9%）であった。 
 
図 23 労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行うか、適切な

教育担当者を選任できる。 

 

 「労災防止等に役立つ、法情報を踏まえ
た安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。」について、Before
では「まあそうである」が 15 名（39.5%）
で最も多かったが、After では「そうであ
る」が 14 名（36.8%）と最も多かった。
他方、「あてはまらない」が Before の 1 名
（2.6％）から After では 4 名増え 5 名
（13.2%）となっていた。 
 

図 24 以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくりに貢献で

きる。 

 

 「以上の取り組みを通じ、労使双方が安
全衛生を重視する組織づくりに貢献でき
る。」について、Before、After ともに「ま
あそうである」が最も多かった（Before は
19 名で 50.0%、After は 16 名で 42.1%）。
「そうである」は Before の 11 名（28.9%）
から After で 2 名増え 13名（34.2%）であ
った。 
 

2.2. 問題解決能力測定尺度回答の

Before-After の量的比較 

 問題解決能力測定尺度の全 24 項目それ
ぞれの回答選択肢について、「そうである」
には 5、「まあそうである」は 4、「どちら
ともいえない」は 3、「あまりそうではな
い」は 2、「そうではない」には 1 という
数値を割り当て、各項目が示す事柄につい
ての自己評価のレベルを示すスコア（最高
5～最低 1）として扱った。さらに、上記
の手順で求めた全 24 項目の自己評価レベ
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 「業務上疑問が生じたとき、本音で相談
できる先を知っている。」について、
Before、After ともに「まあそうである」
が最も多かった（Before が 17 名で 44.7％、
After が 18 名で 47.4％）。「そうである」
は Before の 7 名（18.4%）から After で 4
名増え 11 名（28.9%）であった。 
 
図 23 労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行うか、適切な

教育担当者を選任できる。 

 

 「労災防止等に役立つ、法情報を踏まえ
た安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。」について、Before
では「まあそうである」が 15 名（39.5%）
で最も多かったが、After では「そうであ
る」が 14 名（36.8%）と最も多かった。
他方、「あてはまらない」が Before の 1 名
（2.6％）から After では 4 名増え 5 名
（13.2%）となっていた。 
 

図 24 以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくりに貢献で

きる。 

 

 「以上の取り組みを通じ、労使双方が安
全衛生を重視する組織づくりに貢献でき
る。」について、Before、After ともに「ま
あそうである」が最も多かった（Before は
19 名で 50.0%、After は 16 名で 42.1%）。
「そうである」は Before の 11 名（28.9%）
から After で 2 名増え 13名（34.2%）であ
った。 
 

2.2. 問題解決能力測定尺度回答の

Before-After の量的比較 

 問題解決能力測定尺度の全 24 項目それ
ぞれの回答選択肢について、「そうである」
には 5、「まあそうである」は 4、「どちら
ともいえない」は 3、「あまりそうではな
い」は 2、「そうではない」には 1 という
数値を割り当て、各項目が示す事柄につい
ての自己評価のレベルを示すスコア（最高
5～最低 1）として扱った。さらに、上記
の手順で求めた全 24 項目の自己評価レベ
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ルスコアの合計も求めた。なお「あてはま
らない」については、自己評価のレベルと
しては扱えないと判断し、「あてはまらな
い」と回答している場合は当該ケースを欠
損値として（続いて述べる）統計分析の対
象からは除外した。 
 問題解決能力測定尺度全 24 項目の合計
および全 24 項目それぞれについて、
Before-After の平均値等の記述統計と、平
均値の比較（対応のある t 検定および
Wilcoxon の符号付き順位検定）を行った
結果を、合計については表 8 に、全 24 項
目それぞれについては表 9 に示す。 
 問題解決能力測定尺度全 24 項目の合計
について、Before は平均値 97.8（標準偏
差 17.1）、After は 101.3（標準偏差 15.1）
であった。Before よりも After の方が 3.5
高かった。この平均値の差を対応のある t
検定により検討したところ、5％水準で有
意な差はみられず（t(20)=-1.532, p=.141, 
r=.799, d=-0.334）、労働安全衛生分野にお
ける問題解決能力の参加者の自己評価につ
いて研修による向上効果は特に認められな
かった。 
 次に、問題解決能力測定尺度全 24 項目
それぞれのスコア平均値について、Before
と After の差を Wilcoxon の符号付き順位
検定を用いて検討した。全 24 項目中 7 項

目で Before-After の平均値に 5％水準で有
意な差がみられた（表 9 参照）。有意な差
が認められた 7 項目について述べる。⑪
「所属先／支援先のトップ（経営層）・実
権者の理解や意欲に応じて、法制度や判例
等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策
を働きかけられる。」について、Before は
平均値 3.5（標準偏差 1.2）、After は 4.1
（標準偏差 1.0）で、After の方が 0.6 高く、
1％水準で有意な差がみられた（Z=-2.846, 
p=.004）。⑫「所属先／支援先に雇用され
た一般職員の理解や意欲に応じて、法制度
や判例等を踏まえた上で分かり易く説得的
に対策を働きかけられる。」について、
Before は平均値 3.7（標準偏差 1.1）、After
は 4.2（標準偏差 0.6）で、After の方が
0.5 高く、5％水準で有意な差がみられた
（Z=-2.358, p=.018）。⑭「組織内で安全
衛生対策に関する関係者の意見が分かれた
場合の調整に自信をもって取り組める。」
について、Before は平均値 3.4（標準偏差
1.2）、After は 3.8（標準偏差 1.1）で、
After の方が 0.4 高く、1％水準で有意な差
がみられた（Z=-2.738, p=.006）。⑮「労
災防止等に関する自分の業務について改善
案を示すことができる。」について、
Before は平均値 3.8（標準偏差 1.1）、After
は 4.4（標準偏差 0.7）で、Afterの方が 

 
表 8 問題解決能力測定尺度全 24 項目の合計の Before-After 比較 

 

    相関係数 対応のある t 検定 
 平均値 N 標準偏差 r p 値 t 値 df p 値 Cohen の d 

Before 97.8 21 17.1 .799 <.001 -1.532 20 .141 -0.334 
After 101.3 21 15.1       
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0.6 高く、5％水準で有意な差がみられた
（Z=-2.423, p=.015）。⑯「組織の働きや
すさ（心身の健康）の向上に関する自分の
業務の改善案を示せる。」について、
Before は平均値 3.7（標準偏差 0.9）、After
は 4.2（標準偏差 1.0）で、After の方が
0.5 高く、5％水準で有意な差がみられた
（Z=-2.581, p=.010）。⑱「安全衛生上の
リスクをあらかじめ把握した上で適切に評
価できる。」について、Before は平均値
3.7（標準偏差 0.9）、After は 4.0（標準偏
差 1.0）で、After の方が 0.3 高く、5％水
準で有意な差がみられた（ Z=-2.129, 
p=.033）。⑲「巡視等でリスクを発見した
際に関係者に直ちに必要な措置を講じられ
る。」について、Before は平均値 3.9（標
準偏差 1.1）、After は 4.2（標準偏差 0.8）
で、After の方が 0.4 高く、5％水準で有意
な差がみられた（Z=-2.295, p=.022）。 
 以上の Before-After の平均値の差と
Wilcoxon の符号付き順位検定の結果から
は、有意な差のあった 7 項目全てで After
の方がスコア平均値が高く、これら⑪、⑫、
⑭、⑮、⑯、⑱、⑲の項目が示す事柄につ
いては研修により参加者の自己評価が上が
る傾向が認められたといえる。 
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0.6 高く、5％水準で有意な差がみられた
（Z=-2.423, p=.015）。⑯「組織の働きや
すさ（心身の健康）の向上に関する自分の
業務の改善案を示せる。」について、
Before は平均値 3.7（標準偏差 0.9）、After
は 4.2（標準偏差 1.0）で、After の方が
0.5 高く、5％水準で有意な差がみられた
（Z=-2.581, p=.010）。⑱「安全衛生上の
リスクをあらかじめ把握した上で適切に評
価できる。」について、Before は平均値
3.7（標準偏差 0.9）、After は 4.0（標準偏
差 1.0）で、After の方が 0.3 高く、5％水
準で有意な差がみられた（ Z=-2.129, 
p=.033）。⑲「巡視等でリスクを発見した
際に関係者に直ちに必要な措置を講じられ
る。」について、Before は平均値 3.9（標
準偏差 1.1）、After は 4.2（標準偏差 0.8）
で、After の方が 0.4 高く、5％水準で有意
な差がみられた（Z=-2.295, p=.022）。 
 以上の Before-After の平均値の差と
Wilcoxon の符号付き順位検定の結果から
は、有意な差のあった 7 項目全てで After
の方がスコア平均値が高く、これら⑪、⑫、
⑭、⑮、⑯、⑱、⑲の項目が示す事柄につ
いては研修により参加者の自己評価が上が
る傾向が認められたといえる。 
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表 9 問題解決能力測定尺度 24 項目の Before-After 比較  
Before After 

p 値 
 

N 
平均
値 

標準 
偏差 

N 
平均
値 

標準 
偏差 

所属／支援先の組織で、業務を行う上で
必要な範囲で、生じた労災等に関する情
報を得ている。 

37 4.5  0.8 37 4.6  0.7 .755  

所属組織で生じた労災等に関する情報を
（回答者が）得る権限が、組織内でルー
ル化されている。 

37 4.2  1.3 36 4.1  1.1 .423  

労災等の現状と再発防止策について、適
切な関係者間で実質的な話し合いができ
る機会を（回答者が）もっている。 

36 4.0  1.1 36 4.0  1.0 .572  

労災等に関する物や人に対する調査が可
能な立場にある。 36 3.9  1.3 35 4.1  1.1 .368  

下請や社外工等に対しても安全衛生上必
要な指示や指導を行っている。 30 3.8  1.4 30 3.9  1.3 .589  

下請や社外工等が安全衛生を履行できる
ような条件（納期や費用）を提供してい
る。 

29 3.5  1.4 26 3.9  1.3 .564  

組織の構造を理解した上で、安全衛生に
関するルールや仕組みづくり（修正も含
む）を促進、発案、協議できる。 

35 4.3  1.1 35 4.3  0.9 .588  

組織の労災事情を踏まえ、法制度や判例
等を踏まえて関係者（立場を問わず労災
防止等に影響する者）を効果的に説得
し、対策の実施を働きかけられる。 

35 3.8  1.2 36 3.9  1.0 .125  

組織のトップ（経営層）の考え方を知
り、その組織の文化や安全衛生の方針を
理解している。 

37 4.2  0.9 37 4.2  0.8 1.000  

組織のソフト面（人事制度・就業規定、
人間関係なども含む）についても、多面
的な情報収集に努めている。 

37 4.0  1.0 37 4.0  1.0 .804  

所属先／支援先のトップ（経営層）・実
権者の理解や意欲に応じて、法制度や判
例等を踏まえた上で分かり易く説得的に
対策を働きかけられる。** 

37 3.5  1.2 37 4.1  1.0 .004  
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所属先／支援先に雇用された一般職員の
理解や意欲に応じて、法制度や判例等を
踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。* 

37 3.7  1.1 37 4.2  0.6 .018  

労災防止等のため、適切な人物に適切な
質問をすることができる。 37 4.1  1.0 38 4.2  0.9 .486  

組織内で安全衛生対策に関する関係者の
意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。** 

36 3.4  1.2 37 3.8  1.1 .006  

労災防止等に関する自分の業務について
改善案を示すことができる。* 37 3.8  1.1 33 4.4  0.7 .015  

組織の働きやすさ（心身の健康）の向上
に関する自分の業務の改善案を示せる。* 35 3.7  0.9 34 4.2  1.0 .010  

組織の職務満足感（健康状態にとらわれ
ず、使命感、達成感、忠誠心などを満足
させられるか）の向上に関する自分の業
務を見直し改善案を示すことができる。 

36 3.6  1.1 34 4.0  1.0 .112  

安全衛生上のリスクをあらかじめ把握し
た上で適切に評価できる。* 37 3.7  0.9 35 4.0  1.0 .033  

巡視等でリスクを発見した際に関係者に
直ちに必要な措置を講じられる。* 35 3.9  1.1 33 4.2  0.8 .022  

安全衛生上のリスクについて関係者間で
共有し、話し合うことができる。 37 4.0  0.9 38 4.2  0.9 .220  

業務上疑問が生じたとき、安全衛生に関
する法令等を調べ、参考にすることがで
きる。 

37 4.2  1.1 38 4.4  0.7 .357  

業務上疑問が生じたとき、本音で相談で
きる先を知っている。 37 3.6  1.1 38 3.8  1.1 .111  

労災防止等に役立つ、法情報を踏まえた
安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。 

37 3.7  1.1 33 4.1  0.9 .124  

以上の取り組みを通じ、労使双方が安全
衛生を重視する組織づくりに貢献でき
る。 

37 4.0  0.9 35 4.2  0.8 .544  

*: p<.05 **: p<.01 
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所属先／支援先に雇用された一般職員の
理解や意欲に応じて、法制度や判例等を
踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。* 

37 3.7  1.1 37 4.2  0.6 .018  

労災防止等のため、適切な人物に適切な
質問をすることができる。 37 4.1  1.0 38 4.2  0.9 .486  

組織内で安全衛生対策に関する関係者の
意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。** 

36 3.4  1.2 37 3.8  1.1 .006  

労災防止等に関する自分の業務について
改善案を示すことができる。* 37 3.8  1.1 33 4.4  0.7 .015  

組織の働きやすさ（心身の健康）の向上
に関する自分の業務の改善案を示せる。* 35 3.7  0.9 34 4.2  1.0 .010  

組織の職務満足感（健康状態にとらわれ
ず、使命感、達成感、忠誠心などを満足
させられるか）の向上に関する自分の業
務を見直し改善案を示すことができる。 

36 3.6  1.1 34 4.0  1.0 .112  

安全衛生上のリスクをあらかじめ把握し
た上で適切に評価できる。* 37 3.7  0.9 35 4.0  1.0 .033  

巡視等でリスクを発見した際に関係者に
直ちに必要な措置を講じられる。* 35 3.9  1.1 33 4.2  0.8 .022  

安全衛生上のリスクについて関係者間で
共有し、話し合うことができる。 37 4.0  0.9 38 4.2  0.9 .220  

業務上疑問が生じたとき、安全衛生に関
する法令等を調べ、参考にすることがで
きる。 

37 4.2  1.1 38 4.4  0.7 .357  

業務上疑問が生じたとき、本音で相談で
きる先を知っている。 37 3.6  1.1 38 3.8  1.1 .111  

労災防止等に役立つ、法情報を踏まえた
安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。 

37 3.7  1.1 33 4.1  0.9 .124  

以上の取り組みを通じ、労使双方が安全
衛生を重視する組織づくりに貢献でき
る。 

37 4.0  0.9 35 4.2  0.8 .544  

*: p<.05 **: p<.01 
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2.3. 問題解決能力測定尺度 24 項目

の因子分析 

 問題解決能力尺度 24 項目について、こ
れまでの分析の結果、Before と After であ
まり変化のない項目と、変化のある項目が
混在しているのではないかと思われたため、
因子分析（主因子法、Kaiser の正規化を伴
うオブリミン回転）により全 24 項目につ
いて相関の高い項目どうしをまとめて次元
圧縮を試みた結果、3 つの因子が抽出され
た。因子分析の結果について表 10 に示す。
因子数の決定にはスクリープロットの形状
および因子の解釈可能性を考慮した。抽出
された 3 つの因子について、各因子に属す
る項目内容を踏まえて因子の命名を行った。
因子 1 は「安全衛生のリスク管理と組織内
連携」、因子 2 は「職場環境改善と関係者
調整力」、因子 3 は「組織内・外における
法令遵守と労働安全衛生活動」と命名した。
因子負荷量は 1 項目を除き全て.40 以上で
あった。 
 3 つの因子それぞれについて、各因子に
属する項目の合計点を計算し、各因子の因
子得点とした。3 つの因子得点の平均値と
標準偏差について表 11 に示す。これら 3
つの因子得点について対応のある t 検定を
行ったところ、因子 2（職場環境改善と関
係者調整力）について 5％水準で有意な差
がみられ、Before よりも After の方が平均
点が 3.0 高かった（Before は 39.3、After
は 42.3、t（28）=-2.685, p=.012, r=.668, 
d=-0.499）。この結果より、因子 2 を構成
する項目が示す事柄、つまり職場環境改善
と関係者調整力に関する事柄について、研

修による自己評価の向上効果が示唆された。 
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表 10 問題解決能力尺度 24 項目の因子分析結果（パターン行列）  
因子 1 因子 2 因子 3 共通性 

労災等の現状と再発防止策について、適切な関係者間で実質的
な話し合いができる機会を（回答者が）もっている。 

.848  -.040 -.069 .640 

労災等に関する物や人に対する調査が可能な立場にある。 .822  .143 .076 .867 
組織の構造を理解した上で、安全衛生に関するルールや仕組み
づくり（修正も含む）を促進、発案、協議できる。 

.772  .117 .078 .757 

組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その組織の文化や安
全衛生の方針を理解している。 

.548  .141 .151 .511 

巡視等でリスクを発見した際に関係者に直ちに必要な措置を講
じられる。 

.538  .082 .173 .471 

安全衛生上のリスクをあらかじめ把握した上で適切に評価でき
る。 

.468  .280 .120 .503 

組織の働きやすさ（心身の健康）の向上に関する自分の業務の
改善案を示せる。 

-.015 .930  -.235 .705 

組織の職務満足感（健康状態にとらわれず、使命感、達成感、
忠誠心などを満足させられるか）の向上に関する自分の業務を
見直し改善案を示すことができる。 

-.034 .784  .039 .625 

労災防止等に関する自分の業務について改善案を示すことがで
きる。 

.416 .654  -.075 .736 

所属先／支援先のトップ（経営層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。 

.190 .587  .172 .626 

所属先／支援先に雇用された一般職員の理解や意欲に応じて、
法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

.227 .567  .139 .599 

組織内で安全衛生対策に関する関係者の意見が分かれた場合の
調整に自信をもって取り組める。 

.223 .545  .276 .725 

業務上疑問が生じたとき、本音で相談できる先を知っている。 -.300 .508  .477 .538 
組織のソフト面（人事制度・就業規定、人間関係なども含む）
についても、多面的な情報収集に努めている。 

.041 .474  .027 .256 

以上の取り組みを通じ、労使双方が安全衛生を重視する組織づ
くりに貢献できる。 

.317 .420  .347 .754 

労災防止等のため、適切な人物に適切な質問をすることができ
る。 

.223 .356  .224 .417 

下請や社外工等が安全衛生を履行できるような条件（納期や費
用）を提供している。 

-.036 .050 .745  .565 

所属組織で生じた労災等に関する情報を（回答者が）得る権限
が、組織内でルール化されている。 

.106 -.035 .715  .577 

下請や社外工等に対しても安全衛生上必要な指示や指導を行っ
ている。 

.204 -.015 .644  .583 

業務上疑問が生じたとき、安全衛生に関する法令等を調べ、参 .004 -.012 .566  .317 
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表 10 問題解決能力尺度 24 項目の因子分析結果（パターン行列）  
因子 1 因子 2 因子 3 共通性 

労災等の現状と再発防止策について、適切な関係者間で実質的
な話し合いができる機会を（回答者が）もっている。 

.848  -.040 -.069 .640 

労災等に関する物や人に対する調査が可能な立場にある。 .822  .143 .076 .867 
組織の構造を理解した上で、安全衛生に関するルールや仕組み
づくり（修正も含む）を促進、発案、協議できる。 

.772  .117 .078 .757 

組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その組織の文化や安
全衛生の方針を理解している。 

.548  .141 .151 .511 

巡視等でリスクを発見した際に関係者に直ちに必要な措置を講
じられる。 

.538  .082 .173 .471 

安全衛生上のリスクをあらかじめ把握した上で適切に評価でき
る。 

.468  .280 .120 .503 

組織の働きやすさ（心身の健康）の向上に関する自分の業務の
改善案を示せる。 

-.015 .930  -.235 .705 

組織の職務満足感（健康状態にとらわれず、使命感、達成感、
忠誠心などを満足させられるか）の向上に関する自分の業務を
見直し改善案を示すことができる。 

-.034 .784  .039 .625 

労災防止等に関する自分の業務について改善案を示すことがで
きる。 

.416 .654  -.075 .736 

所属先／支援先のトップ（経営層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。 

.190 .587  .172 .626 

所属先／支援先に雇用された一般職員の理解や意欲に応じて、
法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

.227 .567  .139 .599 

組織内で安全衛生対策に関する関係者の意見が分かれた場合の
調整に自信をもって取り組める。 

.223 .545  .276 .725 

業務上疑問が生じたとき、本音で相談できる先を知っている。 -.300 .508  .477 .538 
組織のソフト面（人事制度・就業規定、人間関係なども含む）
についても、多面的な情報収集に努めている。 

.041 .474  .027 .256 

以上の取り組みを通じ、労使双方が安全衛生を重視する組織づ
くりに貢献できる。 

.317 .420  .347 .754 

労災防止等のため、適切な人物に適切な質問をすることができ
る。 

.223 .356  .224 .417 

下請や社外工等が安全衛生を履行できるような条件（納期や費
用）を提供している。 

-.036 .050 .745  .565 

所属組織で生じた労災等に関する情報を（回答者が）得る権限
が、組織内でルール化されている。 

.106 -.035 .715  .577 

下請や社外工等に対しても安全衛生上必要な指示や指導を行っ
ている。 

.204 -.015 .644  .583 

業務上疑問が生じたとき、安全衛生に関する法令等を調べ、参 .004 -.012 .566  .317 
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考にすることができる。 

安全衛生上のリスクについて関係者間で共有し、話し合うこと
ができる。 

.312 -.019 .542  .555 

労災防止等に役立つ、法情報を踏まえた安全衛生教育を自ら行
うか、適切な教育担当者を選任できる。 

-.023 .459 .509  .672 

組織の労災事情を踏まえ、法制度や判例等を踏まえて関係者
（立場を問わず労災防止等に影響する者）を効果的に説得し、
対策の実施を働きかけられる。 

.307 .235 .453  .659 

所属／支援先の組織で、業務を行う上で必要な範囲で、生じた
労災等に関する情報を得ている。 

.443 -.150 .451  .518 

 因子間相関 

  因子 1 因子 2 因子 3 

 因子 1 - .383 .529 

 因子 2  - .477 
 因子 3   - 

 
表 11 労働安全衛生分野における問題解決能力尺度（3 因子）因子得点・受講前後の比較 

     相関係数 対応のある t 検定 

  平均
値 

N 
標準 
偏差 

r p 値 t 値 df p 値 
Cohen
の d 

安全衛生のリスク
管理と組織内連携 

Before 24.6 31 4.5 .788 <.001 0.506 30 .246 -0.213 
After 25.2 31 4.4 

      

職場環境改善と関
係者調整力 

Before 39.3 29 8.1 .668 <.001 -2.685 28 .012 -0.499 
After 42.3 29 6.0 

      

組織内・外におけ
る法令遵守と労働
安全衛生活動 

Before 33.4 23 6.3 .711 <.001 -0.589 22 .562 -0.123 
After 34.0 23 5.7 
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3. 安全衛生法学研修の動画研修（全

9 講座）学習後の小テストスコア 

 安全衛生法学研修の動画研修（ベーシッ
ク 3 講座、スタンダード 3 講座、アドバン
スト 3 講座の e-learning 全 9 講座）を学習
した後に参加者が受けた小テストのスコア
について、平均値等の記述統計を表 12 に
示す。これらの小テストはそれぞれ 3 問ず
つで構成され満点は 120、合格点は 80 に
設定されていた。受講期間中は何度でも受
験可能であったため、表 12 に示した各種
記述統計を求める際には、小テストの受験
履歴が複数回であったケースについては全
ての受験履歴の平均値を当該小テストのス
コアとして採用した。 
 全 9 講座のうち、参加者のスコア平均値
が最も高かったのは「S01 労働安全衛生法
の体系」の 113.9、2 番目に高かったのは
「B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健
康配慮義務・労働者のプライバシー」の
107.2、3 番目に高かったのは「B01 法的
思考（リーガルマインド）とは：実務家編」
の 105.0 であった。一方、スコア平均値が
最も低かったのは「A01 職場での化学物質
管理と法」の 65.8、2 番目に低かったのは
「A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任）」の 84.7、3 番
目に低かったのは「B02 日本の労働と法①
解雇と人事一般」の 86.5 であった。「A01
職場での化学物質管理と法」について、参
加者の平均点が 65.8 と小テスト合格点の
80 に達していなかったことから、この講
座の扱う内容について、参加者にとっては
理解がやや難しかった（苦手）のではない

かと思われる。 
 なお、全 9 講座の小テストスコアの平均
値の平均値を求めたところ、93.4 であった。 
 最後に、厚労科研効果測定研修の動画研
修（全 9 講座）の小テストスコアの合計
（平均値 840.2、標準偏差 108.6）と、
Before と After それぞれの問題解決能力測
定尺度全 24 項目の合計の相関係数
（Pearson）を求めた結果を表 13 に示す。
全 18 講座の小テストスコア合計と研修開
始前（Before）の問題解決能力測定尺度の
合計の相関係数は.188 で、ほぼ相関がなか
った。当然かもしれないが、研修開始前に
参加者がもっていた労働安全衛生分野にお
ける問題解決能力の自己評価の高さと、各
講座を学習した後の小テストの点数は相関
がないことが示された。一方、After の問
題解決能力測定尺度の合計との相関関係
も.196 と、こちらもほぼ相関がなく、研修
修了時点の参加者の問題解決能力に対する
自己評価のレベルと、各講座を学習した後
の小テストの点数、つまり動画研修による
知識修得レベルとも相関がないことが示さ
れた。なお、問題解決能力測定尺度の合計
について Before における値と After の値の
相関係数は.799 と、やや強い正の相関が認
められた。研修開始前に労働安全衛生分野
における問題解決能力の自己評価の高さと、
研修修了時点の自己評価の高さは正の相関
がある、つまり（研修以前から）もともと
自己評価が高かった人は研修修了後も高い
レベルであり、反対にもともとあまり高く
なかった人は研修後もあまり高くないレベ
ルであるとみられる。 
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3. 安全衛生法学研修の動画研修（全

9 講座）学習後の小テストスコア 

 安全衛生法学研修の動画研修（ベーシッ
ク 3 講座、スタンダード 3 講座、アドバン
スト 3 講座の e-learning 全 9 講座）を学習
した後に参加者が受けた小テストのスコア
について、平均値等の記述統計を表 12 に
示す。これらの小テストはそれぞれ 3 問ず
つで構成され満点は 120、合格点は 80 に
設定されていた。受講期間中は何度でも受
験可能であったため、表 12 に示した各種
記述統計を求める際には、小テストの受験
履歴が複数回であったケースについては全
ての受験履歴の平均値を当該小テストのス
コアとして採用した。 
 全 9 講座のうち、参加者のスコア平均値
が最も高かったのは「S01 労働安全衛生法
の体系」の 113.9、2 番目に高かったのは
「B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健
康配慮義務・労働者のプライバシー」の
107.2、3 番目に高かったのは「B01 法的
思考（リーガルマインド）とは：実務家編」
の 105.0 であった。一方、スコア平均値が
最も低かったのは「A01 職場での化学物質
管理と法」の 65.8、2 番目に低かったのは
「A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任）」の 84.7、3 番
目に低かったのは「B02 日本の労働と法①
解雇と人事一般」の 86.5 であった。「A01
職場での化学物質管理と法」について、参
加者の平均点が 65.8 と小テスト合格点の
80 に達していなかったことから、この講
座の扱う内容について、参加者にとっては
理解がやや難しかった（苦手）のではない

かと思われる。 
 なお、全 9 講座の小テストスコアの平均
値の平均値を求めたところ、93.4 であった。 
 最後に、厚労科研効果測定研修の動画研
修（全 9 講座）の小テストスコアの合計
（平均値 840.2、標準偏差 108.6）と、
Before と After それぞれの問題解決能力測
定尺度全 24 項目の合計の相関係数
（Pearson）を求めた結果を表 13 に示す。
全 18 講座の小テストスコア合計と研修開
始前（Before）の問題解決能力測定尺度の
合計の相関係数は.188 で、ほぼ相関がなか
った。当然かもしれないが、研修開始前に
参加者がもっていた労働安全衛生分野にお
ける問題解決能力の自己評価の高さと、各
講座を学習した後の小テストの点数は相関
がないことが示された。一方、After の問
題解決能力測定尺度の合計との相関関係
も.196 と、こちらもほぼ相関がなく、研修
修了時点の参加者の問題解決能力に対する
自己評価のレベルと、各講座を学習した後
の小テストの点数、つまり動画研修による
知識修得レベルとも相関がないことが示さ
れた。なお、問題解決能力測定尺度の合計
について Before における値と After の値の
相関係数は.799 と、やや強い正の相関が認
められた。研修開始前に労働安全衛生分野
における問題解決能力の自己評価の高さと、
研修修了時点の自己評価の高さは正の相関
がある、つまり（研修以前から）もともと
自己評価が高かった人は研修修了後も高い
レベルであり、反対にもともとあまり高く
なかった人は研修後もあまり高くないレベ
ルであるとみられる。 
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表 12 動画研修（全 9講座）学習後の小テストスコア（満点 120）の記述統計 

動画研修講座名 N 最小値 最大値 平均値 
標準 
偏差 

B01 法的思考（リーガルマインド）とは：
実務家編 

38 60.0 120.0 105.0 20.8 

B02 日本の労働と法①解雇と人事一般 38 40.0 120.0 86.5 25.8 
B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健康
配慮義務・労働者のプライバシー 

38 53.3 120.0 107.2 20.6 

S01 労働安全衛生法の体系 38 80.0 120.0 113.9 13.9 
S02 安衛法の監督指導実務 38 40.0 120.0 98.1 26.2 
S03 労災保険法（制度と実務） 38 32.0 120.0 90.0 23.8 
A01 職場での化学物質管理と法 38 20.0 120.0 65.8 31.4 
A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任） 

38 40.0 120.0 84.7 22.5 

A03 職域の化学物質管理と法～来し方行く
末～（前編）（後編） 

38 17.1 120.0 89.1 27.6 

 
表 13 動画研修（全 9講座）の小テストスコア合計と問題解決能力尺度（全 24 項目）合

計（Before-After）の相関係数  
研修講座（全 9
講座）小テスト

合計 

問題解決能力測
定尺度合計

Before 

問題解決能力測
定尺度合計

After 
動画研修（全 9講座）小テスト合

計 
- .188 .196 

問題解決能力測定尺度合計 Before  - .799** 
問題解決能力測定尺度合計 After   - 

**: p<.01 
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4. 安全衛生法学研修の各講座（e-

learning 講座および全 5 回の研修）

の mhlw受講後アンケート 

 安全衛生法学研修の e-learning 講座（ベ
ーシック 3 講座、スタンダード 3 講座、ア
ドバンスト 3 講座の全 9 講座）および全 5
回の研修（対面 2 回、オンライン（Zoom）
3 回）それぞれにおいて、講義の理解度、
満足度、講義の時間について尋ねる受講後
アンケート（mhlw 受講後アンケート）を
実施した。 
 まず、それぞれの講義の理解度について、
「よくわかった」「ややわかった」「どちら
ともいえない」「ややわからない」「わから
ない」の５つの選択肢を用いて尋ねた結果
について、e-learning 講座（e-learning 全
9 講座）については表 14 に、研修につい
ては表 15 に示す。e-learning 講座の理解
度について、9 講座中 2 講座（「B03 日本
の労働と法②安全配慮義務・健康配慮義
務・労働者のプライバシー」「S01 労働安
全衛生法の体系」）で「よくわかった」と
の回答が 8 割あまりであり、また「よくわ
かった」と「ややわかった」を合わせると
9 講座中 8 講座で 9 割以上の回答率であっ
た。概ね e-learning 講座の受講者の（主観
的な）理解度は十分なレベルであったとい
えるだろう。「A01 職場での化学物質管理
と法」のみ「よくわかった」と「ややわか
った」が合わせて 68.4％と他の講座に比べ
て理解度がやや低い傾向であった。研修
（対面 2 回、オンライン 3 回）については、
5 講座のうち 4 講座で「よくわかった」と

の回答が 7 割を超えており、「よくわかっ
た」と「ややわかった」を合わせると 5 講
座全てで 9 割を超えていた。研修の受講者
の（主観的な）理解度も比較的高いレベル
であったといえるだろう。 
 次に、講義の全体の満足度について、
「とても満足した」「やや満足した」「どち
らともいえない」「やや不満がある」「とて
も不満がある」の５つの選択肢を用いて尋
ねた結果について、e-learning 講座につい
ては表 16 に、研修については表 17 に示す。
e-learning 講座の満足度について、「とても
満足した」との回答が 6 割以上の講座は 9
講座中 3 講座（「B02 日本の労働と法①解
雇と人事一般」「B03 日本の労働と法②安
全配慮義務・健康配慮義務・労働者のプラ
イバシー」「A03 職域の化学物質管理と法
～来し方行く末～（前編）（後編）」であっ
たが、「とても満足した」と「やや満足し
た」を合わせると 9 講座中 8 講座で約 9 割
から 9 割超の回答率であった。ほとんどの
e-learning 講座について全体的な満足度は
十分なレベルであったと思われる。ただし
「A01 職場での化学物質管理と法」につい
ては「とても満足した」と「やや満足した」
の回答率が 71.1％と他の講座に比べて低く、
他の講座に比べて全体的な満足度が低い傾
向がみられた。研修については、「とても
満足した」が対面の第 1 回が 86.5％、第 5
回が 71.1%の回答率であったのに対し、オ
ンラインの第 3 回は 63.2％、第 3 回は
57.9%、第 4 回は 68.4％の回答率であり、
どちらかといえばオンラインよりも対面研
修の方が全体的な満足度が高い傾向がみら
れた。しかし、「とても満足した」と「や
や満足した」を合わせると、対面・オンラ
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4. 安全衛生法学研修の各講座（e-

learning 講座および全 5 回の研修）

の mhlw受講後アンケート 

 安全衛生法学研修の e-learning 講座（ベ
ーシック 3 講座、スタンダード 3 講座、ア
ドバンスト 3 講座の全 9 講座）および全 5
回の研修（対面 2 回、オンライン（Zoom）
3 回）それぞれにおいて、講義の理解度、
満足度、講義の時間について尋ねる受講後
アンケート（mhlw 受講後アンケート）を
実施した。 
 まず、それぞれの講義の理解度について、
「よくわかった」「ややわかった」「どちら
ともいえない」「ややわからない」「わから
ない」の５つの選択肢を用いて尋ねた結果
について、e-learning 講座（e-learning 全
9 講座）については表 14 に、研修につい
ては表 15 に示す。e-learning 講座の理解
度について、9 講座中 2 講座（「B03 日本
の労働と法②安全配慮義務・健康配慮義
務・労働者のプライバシー」「S01 労働安
全衛生法の体系」）で「よくわかった」と
の回答が 8 割あまりであり、また「よくわ
かった」と「ややわかった」を合わせると
9 講座中 8 講座で 9 割以上の回答率であっ
た。概ね e-learning 講座の受講者の（主観
的な）理解度は十分なレベルであったとい
えるだろう。「A01 職場での化学物質管理
と法」のみ「よくわかった」と「ややわか
った」が合わせて 68.4％と他の講座に比べ
て理解度がやや低い傾向であった。研修
（対面 2 回、オンライン 3 回）については、
5 講座のうち 4 講座で「よくわかった」と

の回答が 7 割を超えており、「よくわかっ
た」と「ややわかった」を合わせると 5 講
座全てで 9 割を超えていた。研修の受講者
の（主観的な）理解度も比較的高いレベル
であったといえるだろう。 
 次に、講義の全体の満足度について、
「とても満足した」「やや満足した」「どち
らともいえない」「やや不満がある」「とて
も不満がある」の５つの選択肢を用いて尋
ねた結果について、e-learning 講座につい
ては表 16 に、研修については表 17 に示す。
e-learning 講座の満足度について、「とても
満足した」との回答が 6 割以上の講座は 9
講座中 3 講座（「B02 日本の労働と法①解
雇と人事一般」「B03 日本の労働と法②安
全配慮義務・健康配慮義務・労働者のプラ
イバシー」「A03 職域の化学物質管理と法
～来し方行く末～（前編）（後編）」であっ
たが、「とても満足した」と「やや満足し
た」を合わせると 9 講座中 8 講座で約 9 割
から 9 割超の回答率であった。ほとんどの
e-learning 講座について全体的な満足度は
十分なレベルであったと思われる。ただし
「A01 職場での化学物質管理と法」につい
ては「とても満足した」と「やや満足した」
の回答率が 71.1％と他の講座に比べて低く、
他の講座に比べて全体的な満足度が低い傾
向がみられた。研修については、「とても
満足した」が対面の第 1 回が 86.5％、第 5
回が 71.1%の回答率であったのに対し、オ
ンラインの第 3 回は 63.2％、第 3 回は
57.9%、第 4 回は 68.4％の回答率であり、
どちらかといえばオンラインよりも対面研
修の方が全体的な満足度が高い傾向がみら
れた。しかし、「とても満足した」と「や
や満足した」を合わせると、対面・オンラ

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

インともに 5 回全て 9 割を超える回答率で
あり、研修についても全体的な満足度は概
ね高いレベルであったといえるだろう。 
 最後に、講義の時間について、「長い」
「やや長い」「適切」「やや短い」「とても
短い」の５つの選択肢を用いて尋ねた結果
について、e-learning 講座については表 18
に、研修については表 19 に示す。  e-
learning 講座の時間について、「適切」と
の回答が約 8 割～8 割超の講座は全 9 講座
中 8 講座であったことから、e-learning 講
座の時間は受講者にとって概ね適切な設定
であったと思われる。なお「A03 職域の化
学物質管理と法～来し方行く末～（前編）
（後編）」のみ「適切」が 60.5％と他の講
座に比べて回答率が低かったが、講義 e-
learning が（前編）と（後編）の 2 本に分
かれていたためではないかと考えられる。
研修の時間については、対面の第 1 回と第
5 回は「適切」との回答が 7 割～8 割台
（第 1 回 71.1％、第 5 回 84.2％）であっ
たが、オンラインの第 2 回～第 4 回につい
ては全て回答率が 6 割台であった一方、
「長い」と「やや長い」が合わせて 3 割前
後の回答率であり、研修についてはどちら
かというとオンラインの方がやや “長い” 
と感じられる傾向がみられた。 
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表 14 e-learning講座（全 9講座）の理解度（数値は人数） 

e-learning講座 
よくわ
かった 

ややわ
かった 

どちら
ともい
えない 

ややわ
からな
い 

わから
ない 

B01 法的思考（リーガルマインド）と
は：実務家編 

20 15 1 1 1 

B02 日本の労働と法①解雇と人事一般 21 14 1 2 0 
B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健
康配慮義務・労働者のプライバシー 

31 6 0 1 0 

S01 労働安全衛生法の体系 31 5 2 0 0 
S02 安衛法の監督指導実務 23 14 1 0 0 
S03 労災保険法（制度と実務） 24 13 0 1 0 
A01 職場での化学物質管理と法 10 16 7 4 1 
A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任） 

23 13 2 0 0 

A03 職域の化学物質管理と法～来し方行
く末～（前編）（後編） 

24 12 1 1 0 

 
表 15 研修（全 5回）の理解度（数値は人数） 

事例演習 
よくわ
かった 

ややわ
かった 

どちら
ともい
えない 

ややわ
からな
い 

わから
ない 

第 1 回（対面） 28 9 0 1 0 
第 2 回（オンライン） 23 13 2 0 0 
第 3 回（オンライン） 28 9 1 0 0 
第 4 回（オンライン） 27 11 0 0 0 
第 5 回（対面） 29 8 1 0 0 
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表 14 e-learning講座（全 9講座）の理解度（数値は人数） 
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表 15 研修（全 5回）の理解度（数値は人数） 

事例演習 
よくわ
かった 

ややわ
かった 

どちら
ともい
えない 

ややわ
からな
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わから
ない 

第 1 回（対面） 28 9 0 1 0 
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表 16 e-learning講座（全 9講座）の満足度（数値は人数） 

e-learning講座 
とても
満足し
た 

やや満
足した 

どちら
ともい
えない 

やや不
満があ
る 

とても
不満が
ある 

B01 法的思考（リーガルマインド）と
は：実務家編 

22 14 1 1 0 

B02 日本の労働と法①解雇と人事一般 24 9 5 0 0 
B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健
康配慮義務・労働者のプライバシー 

28 9 0 1 0 

S01 労働安全衛生法の体系 21 15 1 1 0 
S02 安衛法の監督指導実務 16 19 3 0 0 
S03 労災保険法（制度と実務） 20 17 0 1 0 
A01 職場での化学物質管理と法 11 16 7 3 1 
A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任） 

18 17 3 0 0 

A03 職域の化学物質管理と法～来し方行
く末～（前編）（後編） 

24 14 0 0 0 

 
表 17 研修（全 5回）の満足度（数値は人数） 

事例演習 
とても
満足し
た 

やや満
足した 

どちら
ともい
えない 

やや不
満があ
る 

とても
不満が
ある 

第 1 回（対面） 32 4 1 0 0 
第 2 回（オンライン） 24 11 3 0 0 
第 3 回（オンライン） 22 14 1 1 0 
第 4 回（オンライン） 26 10 2 0 0 
第 5 回（対面） 27 9 2 0 0 
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表 18 e-learning講座（全 9講座）の時間（数値は人数） 

e-learning講座 ⻑い 
やや 
⻑い 

適切 
やや 
短い 

短い 

B01 法的思考（リーガルマインド）と
は：実務家編 

0 7 29 1 0 

B02 日本の労働と法①解雇と人事一般 0 8 29 1 0 
B03 日本の労働と法②安全配慮義務・健
康配慮義務・労働者のプライバシー 

0 8 29 1 0 

S01 労働安全衛生法の体系 1 3 32 2 0 
S02 安衛法の監督指導実務 0 5 33 0 0 
S03 労災保険法（制度と実務） 1 5 30 2 0 
A01 職場での化学物質管理と法 1 4 32 0 1 
A02 下請・副業兼業・フリーランスと法
（発注者・委託者の責任） 

1 4 31 2 0 

A03 職域の化学物質管理と法～来し方行
く末～（前編）（後編） 

3 10 23 2 0 

 
表 19 研修（全 5回）の時間（数値は人数） 

事例演習 ⻑い 
やや 
⻑い 

適切 
やや 
短い 

短い 

第 1 回（対面） 0 11 27 0 0 
第 2 回（オンライン） 0 12 26 0 0 
第 3 回（オンライン） 2 9 24 2 1 
第 4 回（オンライン） 2 11 23 2 0 
第 5 回（対面） 1 5 32 0 0 
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表 19 研修（全 5回）の時間（数値は人数） 
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適切 
やや 
短い 

短い 
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5. 研修修了直後時点での当初の期待

達成度 

 研修修了直後（After）の調査では、研
修全体の満足度を簡便に測ることをねらい
として、次のような質問を設定し数値での
回答を求めた。 
 
本研修の開始前に「本研修の修了後に
得られると期待しているもの」につい
てお尋ねしました。研修修了後の現
在、その期待は達成されたでしょう
か。100 点満点で点数をつけてみてく
ださい。 

 
 その結果得られた研修修了直後における
当初の期待達成度の平均は 84.3 点、標準
偏差は 12.5 であった。50 点が最低で、最
高は 100 点であった。なお 100 点をつけ
たのは 38 名中 7 名（18.4%）であり 2 番
目に多く、最も多かったのは 80 点（38 名
中 13 名、34.2%）であった（図 25 参照）。
平均が 84.3 点、80 点～100 点の範囲が全
体の 84.2％であることを考えると、研修に
ついての当初の期待達成度は十分に高かっ
たといえるのではないだろうか。他方で、
50 点から 100 点の間に点数の回答がばら
ついた背景としては、研修そのものに対す
る評価に加え、研修内容に対する自己の達
成度（理解度等）も含まれた評価である可
能性も考えられる。 
 

図 25 研修修了直後における当初の期待
達成度の点数分布 

 
 

6. フォローアップ（Follow-up）調

査の量的分析 

本研究では、研修修了直後（After）調
査から約 3 か月経過した 12 月に、研修後
ある程度経過した時点での研修の効果につ
いて測定することをねらいとして、フォロ
ーアップ（Follow-up）調査を行った。ま
ず研修開始前（Before）調査および研修修
了直後（After）調査の両方で使用した問
題解決能力測定尺度をもとにした選択肢式
アンケートの結果について示し、次に、研
修で学んだことにより仕事のやり方やアプ
ローチに変化があったと思うかについての
回答結果、最後に研修を受講してよかった
と思うかについての回答結果について、そ
れぞれ示す。 
 

6.1. 問題解決能力測定尺度 24 項目

に基づく Before-After および

Follow-up の回答分布比較 
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 フォローアップ（Follow-up）調査では、
研修開始前（Before）調査および研修修了
直後（After）調査の両方で使用した問題
解決能力測定尺度による選択肢アンケート
の質問の尋ね方を一部改変したものを使用
した。具体的には、各項目の示す事柄に関
して本研修で学んだ内容を研修後に自身の
業務上で活かせていると思う程度について
尋ねるように改変した。したがって、
Before-After と Follow-up それぞれで用い
た問題解決能力測定尺度の 24 項目は尋ね
方に異なるところがあるため単純な量的比
較はできないと考えられる。しかし、24
の各項目が表現している問題解決能力の内
容自体は同一のものを指していると考えら
れるため、平均値の差の検定は行わないが、
調査時点（Before-After と Follow-up）に
よる比率（％）の差を集計し、検討対象と
することにした。Before-After については
「そうである」「まあそうである」「どちら
ともいえない」「あまりそうではない」「そ
うではない」「あてはまらない」の 6 つの
選択肢の回答分布を、Follow-up について
は「活かせている」「まあ活かせている」
「どちらともいえない」「あまり活かせて
いない」「活かせていない」「あてはまらな
い」の 6 つの選択肢の回答分布を図 26 か
ら図 49 に示す。全体的な傾向としては、
研修修了直後（After）のレベルを研修修
了後ある程度経過した時点（Follow-up）
で保っている、つまり参加者は研修で学ん
だことを各自の業務で活かせていることが
うかがえる項目があった一方、①After よ
りも Follow-up で「そうである・活かせて
いる」がやや減り、他方「まあそうであ
る・まあ活かせている」あるいは「どちら

ともいえない」が増えるなど、Follow-up
時点では各自の業務において研修で学んだ
ことを活かせているとの確信があまり得ら
れていないとみられる項目もあった。その
他、②Follow-up 時点で「あてはまらない」
が増えた項目もあり、参加者の職種（職位）
により、研修で学んだことを全てそのまま
活かせるとは限らないケースもあるように
思われる。 
 
図 26 所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災等に関す

る情報を得ている。  

 
 「所属／支援先の組織で、業務を行う上
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で必要な範囲で、生じた労災等に関する情
報を得ている。」について、Before と After
ともに 60％を超えていた「そうである・
活かせている」が Follow-up では 40％あ
まりと減少している一方、「まあそうであ
る・まあ活かせている」は After と
Follow-up ではともに 30％前後であった。
研修内容を直接的に自身の業務上に活かせ
ているかというと必ずしもそうとは言い切
れないものの、部分的・間接的には活かせ
ているのかもしれない。 
 

図 27 所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、組織内で

ルール化されている。 

 
「所属組織で生じた労災等に関する情報

を（回答者が）得る権限が、組織内でルー
ル化されている。」について、Before では
60.5％、After でも 50.0％であった「そう
である・活かせている」が Follow-up では
24.3％にほぼ半減した一方、「まあそうで
ある・まあ活かせている」は After の
20.1％から Follow-up では 32.4％に増えて
いた。また、「あてはまらない」が Before
の 2.6％、After の 5.3％から Follow-up で
は 16.2％に増えていた。 
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図 28 労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話し合いが
できる機会を（回答者が）もっている。 

 
 「労災等の現状と再発防止策について、
適切な関係者間で実質的な話し合いができ
る機会を（回答者が）もっている。」につ
いて、Before では「そうである・活かせて
いる」が 42.1%で最も多く、After では
「まあそうである・まあ活かせている」が
同じく 42.1%で最も多かったのに対し、
Follow-up では「そうである・活かせてい
る」と「まあそうである・まあ活かせてい
る」ともに 29.7%で減少し、反対に「あて
はまらない」が増加し 16.2%であった。 

図 29 労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

 
 「労災等に関する物や人に対する調査が
可能な立場にある。」について、Before と
After ともに「そうである・活かせている」
が最も多く（Before は 36.8%、After は
42.1%）、Follow-up でも 35.1％で最も多か
った。一方、Follow-up では「あてはまら
ない」が Before の 5.3％、After の 7.9％よ
り増加して 18.9％であった。 
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図 28 労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話し合いが
できる機会を（回答者が）もっている。 

 
 「労災等の現状と再発防止策について、
適切な関係者間で実質的な話し合いができ
る機会を（回答者が）もっている。」につ
いて、Before では「そうである・活かせて
いる」が 42.1%で最も多く、After では
「まあそうである・まあ活かせている」が
同じく 42.1%で最も多かったのに対し、
Follow-up では「そうである・活かせてい
る」と「まあそうである・まあ活かせてい
る」ともに 29.7%で減少し、反対に「あて
はまらない」が増加し 16.2%であった。 

図 29 労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

 
 「労災等に関する物や人に対する調査が
可能な立場にある。」について、Before と
After ともに「そうである・活かせている」
が最も多く（Before は 36.8%、After は
42.1%）、Follow-up でも 35.1％で最も多か
った。一方、Follow-up では「あてはまら
ない」が Before の 5.3％、After の 7.9％よ
り増加して 18.9％であった。 
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図 30 下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行っている。 

 
 「下請や社外工等に対しても安全衛生上
必要な指示や指導を行っている。」につい
て、Before と After ともに「そうである・
活かせている」が 35％前後で最も多かっ
たが、Follow-up では「そうである・活か
せている」と「あてはまらない」がともに
27.0%で最も多かった。 
 

図 31 下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）を提供し

ている。 

 
 「下請や社外工等が安全衛生を履行でき
るような条件（納期や費用）を提供してい
る。」について、After では 31.6%で最も多
かった「あてままらない」が、Follow-up
では 40.5%に増加し最も多かった。参加者
の中にはこの項目が示すような業務を必ず
しも自身のものとして担当していないケー
スが比較的あったものと思われる。 
 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

そ
う
で
は
な
い
・
活
か
せ
て
い
な
い

あ
ま
り
そ
う
で
や
な
い
・
あ
ま
り
活
か
せ
て
い
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ま
あ
そ
う
で
あ
る
・
ま
あ
活
か
せ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
・
活
か
せ
て
い
る

あ
て
は
ま
ら
な
い

Before%

After%

Follow-up%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

そ
う
で
は
な
い
・
活
か
せ
て
い
な
い

あ
ま
り
そ
う
で
や
な
い
・
あ
ま
り
活
か
せ
て
い
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

ま
あ
そ
う
で
あ
る
・
ま
あ
活
か
せ
て
い
る

そ
う
で
あ
る
・
活
か
せ
て
い
る

あ
て
は
ま
ら
な
い

Before%

After%

Follow-up%

－3387－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

図 32 組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづくり（修正
も含む）を促進、発案、協議できる。 

 
 「組織の構造を理解した上で、安全衛生
に関するルールや仕組みづくり（修正も含
む）を促進、発案、協議できる。」につい
て、Before と After ともに「そうである・
活かせている」が 50％で最も多かったが、
Follow-up では 35.1%に減少し、「まあそ
うである・まあ活かせている」が 37.8%と
最も多くなっていた。「できている」と思
うことと実際に「活かせている」と実感す
ることの間にはギャップがあるのかもしれ
ない。 

図 33 組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場を問わず
労災防止等に影響する者）を効果的に説得

し、対策の実施を働きかけられる。 

 
 「組織の労災事情を踏まえ、法制度や判
例等を踏まえて関係者（立場を問わず労災
防止等に影響する者）を効果的に説得し、
対策の実施を働きかけられる。」について、 
Before、After、Follow-up 全ての時点で
「まあそうである・まあ活かせている」が
約 40％で最も多かった。「そうである・活
かせている」についても全ての時点で約
30％で 2 番目に多く、Follow-up 時点でも
29.7%と After（28.9%）と同等の回答率で
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図 32 組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづくり（修正
も含む）を促進、発案、協議できる。 

 
 「組織の構造を理解した上で、安全衛生
に関するルールや仕組みづくり（修正も含
む）を促進、発案、協議できる。」につい
て、Before と After ともに「そうである・
活かせている」が 50％で最も多かったが、
Follow-up では 35.1%に減少し、「まあそ
うである・まあ活かせている」が 37.8%と
最も多くなっていた。「できている」と思
うことと実際に「活かせている」と実感す
ることの間にはギャップがあるのかもしれ
ない。 

図 33 組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場を問わず
労災防止等に影響する者）を効果的に説得

し、対策の実施を働きかけられる。 

 
 「組織の労災事情を踏まえ、法制度や判
例等を踏まえて関係者（立場を問わず労災
防止等に影響する者）を効果的に説得し、
対策の実施を働きかけられる。」について、 
Before、After、Follow-up 全ての時点で
「まあそうである・まあ活かせている」が
約 40％で最も多かった。「そうである・活
かせている」についても全ての時点で約
30％で 2 番目に多く、Follow-up 時点でも
29.7%と After（28.9%）と同等の回答率で
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あり、この項目が示す事柄について、それ
ぞれの職場において研修内容を活かせてい
ると考える参加者が比較的多かったようで
ある。 
 
図 34 組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛生の方針

を理解している。 

 
 「組織のトップ（経営層）の考え方を知
り、その組織の文化や安全衛生の方針を理
解している。」について、Before と After
ともに「まあそうである・活かせている」
が 50％前後で最も多かったが、Follow-up
では「そうである・活かせている」が

After の 31.6%から 43.2％に増え最も多く
なっていた。この項目が示す事柄について、
研修で学んだことをそれぞれの職場で活か
せていると参加者は感じているように思わ
れる。 
 
図 35 組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）についても、

多面的な情報収集に努めている。 

 
 「組織のソフト面（人事制度・就業規定、
人間関係なども含む）についても、多面的
な情報収集に努めている。」について、
Before と After ともに「まあそうである・
活かせている」が 40％前後で最も多かっ
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たが、Follow-up では「そうである・活か
せている」も 37.8%と 40％近くの回答率
となり、同率 1 位となった。この項目が示
す事柄についても、参加者はそれぞれの職
場で研修で学んだことを活かせていると感
じているように思われる。 
 
図 36 所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得

的に対策を働きかけられる。 

 
 「所属先／支援先のトップ（経営層）・
実権者の理解や意欲に応じて、法制度や判
例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対

策を働きかけられる。」について、「そうで
ある・活かせている」は Before の 18.4％
から After でほぼ倍増し 36.8%となった後、
Follow-up で 4 名減り 27.0%となったもの
の Before よりは高い回答率であった。こ
の項目が示す事柄について、それぞれの職
場の状況により差はあるものの、参加者は
研修で学んだことをそれなりに活かせてい
るものと思われる。 
 
図 37 所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制度や判例
等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策

を働きかけられる。 
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たが、Follow-up では「そうである・活か
せている」も 37.8%と 40％近くの回答率
となり、同率 1 位となった。この項目が示
す事柄についても、参加者はそれぞれの職
場で研修で学んだことを活かせていると感
じているように思われる。 
 
図 36 所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり易く説得

的に対策を働きかけられる。 

 
 「所属先／支援先のトップ（経営層）・
実権者の理解や意欲に応じて、法制度や判
例等を踏まえた上で分かり易く説得的に対

策を働きかけられる。」について、「そうで
ある・活かせている」は Before の 18.4％
から After でほぼ倍増し 36.8%となった後、
Follow-up で 4 名減り 27.0%となったもの
の Before よりは高い回答率であった。こ
の項目が示す事柄について、それぞれの職
場の状況により差はあるものの、参加者は
研修で学んだことをそれなりに活かせてい
るものと思われる。 
 
図 37 所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制度や判例
等を踏まえた上で分かり易く説得的に対策

を働きかけられる。 
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 「所属先／支援先に雇用された一般職員
の理解や意欲に応じて、法制度や判例等を
踏まえた上で分かり易く説得的に対策を働
きかけられる。」について、「まあそうであ
る・まあ活かせている」と「そうである・
活かせている」が合わせて After で 90％を
超えていたが、Follow-up では 75.7%に減
った一方、「どちらともいえない」が
16.2%と After より 10％あまり増えていた。
この項目が示す事柄について、参加者はそ
れぞれの職場の状況により必ずしも研修で
学んだことを直接的には活かせないのでは
ないかと感じているケースもあるように思
われる。 
 

図 38 労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

 
 「労災防止等のため、適切な人物に適切
な質問をすることができる。」について、
全ての調査時点で「そうである・活かせて
いる」と「まあそうである・まあ活かせて
いる」が合わせて 80％あまりの回答率で
あった。 
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図 39 組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整に自信を

もって取り組める。 

 
 「組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」について、「どちらともい
えない」が After では 28.9%と 2 番目に多
かったが、Follow-up では 16.2%に減った
一方、「まあそうである・まあ活かせてい
る」と「そうである・活かせている」がと
もに 32.4%で同率 1 位であった。この項目
が示す事柄について、研修修了直後
（After）時点では研修で学んだことを職
場で活かせるかやや懐疑的であったものの、

その後自分なりに活かせると感じるように
なった可能性も考えられる。 
 
図 40 労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができる。 

 
 「労災防止等に関する自分の業務につい
て改善案を示すことができる。」について、 
「そうである・活かせている」は After で
39.5%、Follow-up では 40.5%であり、研
修修了直後の研修効果レベルは比較的維持
されているものと推察される。 
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図 39 組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整に自信を

もって取り組める。 

 
 「組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」について、「どちらともい
えない」が After では 28.9%と 2 番目に多
かったが、Follow-up では 16.2%に減った
一方、「まあそうである・まあ活かせてい
る」と「そうである・活かせている」がと
もに 32.4%で同率 1 位であった。この項目
が示す事柄について、研修修了直後
（After）時点では研修で学んだことを職
場で活かせるかやや懐疑的であったものの、

その後自分なりに活かせると感じるように
なった可能性も考えられる。 
 
図 40 労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができる。 

 
 「労災防止等に関する自分の業務につい
て改善案を示すことができる。」について、 
「そうである・活かせている」は After で
39.5%、Follow-up では 40.5%であり、研
修修了直後の研修効果レベルは比較的維持
されているものと推察される。 
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図 41 組織の働きやすさ（心身の健康）
の向上に関する自分の業務の改善案を示せ

る。 

 
 「組織の働きやすさ（心身の健康）の向
上に関する自分の業務の改善案を示せる。」
について、「そうである・活かせている」
が After で 42.1%と最も多くなっていたが、
Follow-up では 16.2%に減少した一方、
「まあそうである・まあ活かせている」が
54.1%と最も多くなっていた。また、After
では 10％台となっていた「どちらともい
えない」が Follow-up で Before と同レベ
ルの 20％台となっており、この項目が示
す事柄については研修後一旦上昇した自己

評価レベルが研修後ある程度経過した時点
ではやや低くなっているようにみえる。 
 
図 42 組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠心などを
満足させられるか）の向上に関する自分の
業務を見直し改善案を示すことができる。 

 
 「組織の職務満足感（健康状態にとらわ
れず、使命感、達成感、忠誠心などを満足
させられるか）の向上に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことができる。」に
ついて、「そうである・活かせている」と
「まあそうである・まあ活かせている」が
合わせて Before では 50％あまりであった
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が、After と Follow-up ともに 60％台後半
であった。この項目が示す事柄について、
研修で学んだことをそれぞれの職場におい
ても比較的高いレベルで活かせているので
はないかと思われる。 
 
図 43 安全衛生上のリスクをあらかじめ

把握した上で適切に評価できる。 

 
「安全衛生上のリスクをあらかじめ把握

した上で適切に評価できる。」について、
「そうである・活かせている」と「まあそ
うである・まあ活かせている」が合わせて
Before では 60％あまりであったが、After
と Follow-up ともに 80％前後の回答率で

あった。この項目が示す事柄について、研
修で学んだことをそれぞれの職場において
も高いレベルで活かせているのではないか
と思われる。 
 
図 44 巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じられる。 

 
「巡視等でリスクを発見した際に関係者

に直ちに必要な措置を講じられる。」につ
いて、「そうである・活かせている」と
「まあそうである・まあ活かせている」が
合わせて Before では 60％あまりであった
が、After と Follow-up ともに 75％前後の
回答率であった。一方、「あてはまらない」
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が、After と Follow-up ともに 60％台後半
であった。この項目が示す事柄について、
研修で学んだことをそれぞれの職場におい
ても比較的高いレベルで活かせているので
はないかと思われる。 
 
図 43 安全衛生上のリスクをあらかじめ

把握した上で適切に評価できる。 

 
「安全衛生上のリスクをあらかじめ把握

した上で適切に評価できる。」について、
「そうである・活かせている」と「まあそ
うである・まあ活かせている」が合わせて
Before では 60％あまりであったが、After
と Follow-up ともに 80％前後の回答率で

あった。この項目が示す事柄について、研
修で学んだことをそれぞれの職場において
も高いレベルで活かせているのではないか
と思われる。 
 
図 44 巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じられる。 

 
「巡視等でリスクを発見した際に関係者

に直ちに必要な措置を講じられる。」につ
いて、「そうである・活かせている」と
「まあそうである・まあ活かせている」が
合わせて Before では 60％あまりであった
が、After と Follow-up ともに 75％前後の
回答率であった。一方、「あてはまらない」
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が Before では 7.9%であったが After では
13.2%、Follow-up では 18.9%と時間経過
とともに増加しており、研修で学んだこと
を必ずしも自身の職場では活かせる機会が
ないケースもあるように思われた。 
 
図 45 安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことができる。 

 
「安全衛生上のリスクについて関係者間

で共有し、話し合うことができる。」につ
いて、全ての調査時点で「そうである・活
かせている」と「まあそうである・まあ活
かせている」が合わせて 80％前後の高い
回答率であったことから、この項目が示す

事柄については、参加者は研修前より比較
的高い自己評価レベルであり、また研修後
も研修で学んだことを業務で活かせている
と考えているように思われた。 
 
図 46 業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考にすること

ができる。 

 
「業務上疑問が生じたとき、安全衛生に

関する法令等を調べ、参考にすることがで
きる。」について、Before と After ともに
「そうである・活かせている」が最も多く
50％台であり、Follow-up ではさらに増え
64.9%と最も多かった。この項目が示す事
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柄について、研修で学んだことを研修後も
各自の業務で積極的に活用できているので
はないかと思われる。 
 
図 47 業務上疑問が生じたとき、本音で

相談できる先を知っている。 

 
「業務上疑問が生じたとき、本音で相談

できる先を知っている。」について、「そう
である・活かせている」が Before の
18.4%から After で 28.9%に増え、Follow-
up でも 29.7%とほぼ同じ回答率である一
方、「どちらともいえない」が After の
7.9%から Follow-up で 24.3%と約 3 倍の
増加率であった。この項目が示す事柄につ

いて、研修で学んだことを各自の職場でも
活かせていると感じる参加者と、必ずしも
そうとはいえない参加者がいるなどばらつ
きがあるようにみえる。 
 
図 48 労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行うか、適切な

教育担当者を選任できる。 

 
「労災防止等に役立つ、法情報を踏まえ

た安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。」について、Before
では 21.1%であった「そうである・活かせ
ている」が After では 36.8%、Follow-up
でも 32.4%の回答率であった。この項目が
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柄について、研修で学んだことを研修後も
各自の業務で積極的に活用できているので
はないかと思われる。 
 
図 47 業務上疑問が生じたとき、本音で

相談できる先を知っている。 

 
「業務上疑問が生じたとき、本音で相談

できる先を知っている。」について、「そう
である・活かせている」が Before の
18.4%から After で 28.9%に増え、Follow-
up でも 29.7%とほぼ同じ回答率である一
方、「どちらともいえない」が After の
7.9%から Follow-up で 24.3%と約 3 倍の
増加率であった。この項目が示す事柄につ

いて、研修で学んだことを各自の職場でも
活かせていると感じる参加者と、必ずしも
そうとはいえない参加者がいるなどばらつ
きがあるようにみえる。 
 
図 48 労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行うか、適切な

教育担当者を選任できる。 

 
「労災防止等に役立つ、法情報を踏まえ

た安全衛生教育を自ら行うか、適切な教育
担当者を選任できる。」について、Before
では 21.1%であった「そうである・活かせ
ている」が After では 36.8%、Follow-up
でも 32.4%の回答率であった。この項目が
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示す事柄について研修で学んだことを活か
せていると感じる参加者が一定程度みられ
る一方、「あてはまらない」は Before の
2.6%が After では 13.2%、Follow-up でも
13.5%であり、参加者の一部には自身の業
務では必ずしも活かせない内容であると感
じる場合もあるように思われる。 
 
図 49 以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくりに貢献で

きる。 

 
「以上の取り組みを通じ、労使双方が安

全衛生を重視する組織づくりに貢献でき
る。」について、全ての調査時点で「どち

らともいえない」が 13％あまりの回答率
で変りがない、「あてはまらない」が
Follow-up で 10.8%であるといったことか
ら、この項目が示す事柄について自身の業
務との関連性にやや懐疑的な層が 2 割程度
みられるようである。しかし、その他の参
加者については「そうである・活かせてい
る」が Before では 28.9%、After は 34.2%、
Follow-up では 40.5%と時間経過とともに
徐々に増加しており、研修で学んだことを
研修後ある程度経過した時点でも業務で活
かしていることがうかがえる。 
 

6.2. 本研修で学んだことにより仕事

のやり方やアプローチに変化が

あったか 

 フォローアップ（Follow-up）調査では、 
本研修で学んだことにより、その後自身の
仕事のやり方やアプローチに変化があった
と思うか、「思う」「まあ思う」「どちらと
もいえない」「あまり思わない」「思わない」
の 5 つの選択肢で尋ねた。その結果、「思
う」が半数あまり（51.4%）で最も多く、
「まあ思う」が 2 番目に多く 35.1%、3 番
目は「どちらともいえない」の 8.1%であ
った。「あまり思わない」は 5.4%、「思わ
ない」は 0％であった（図 50）。 
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図 50 本研修で学んだことにより仕事の
やり方やアプローチに変化があったか 

 
 

6.3. 本研修を受講してよかったと思

うか 

 フォローアップ（Follow-up）調査では
最後に、本研修を受講してよかったと思う
か、「思う」「まあ思う」「どちらともいえ
ない」「あまり思わない」「思わない」の 5
つの選択肢で尋ねたところ、「思う」が
91.9％、「まあ思う」が 8.1%という結果で
あった（図 51）。 
 

図 51 本研修を受講してよかったと思う
か 

 
 

7. 各調査時点の自由記述回答の質的

分析 

 本研究では、研修開始前（Before）、研
修講座受講中、研修修了直後（After）、フ
ォローアップ（Follow-up）の 4 期それぞ
れで実施した調査において自由記述回答形
式の質問（例：本研修に参加しようと思わ
れた動機・きっかけについて教えてくださ
い。）も行った。これらの各調査で得られ
た自由記述回答（文章）データの質的（内
容）分析には、計量テキスト分析・テキス
トマイニング用のフリーソフト「KH 
Coder 3」[4]を使用したテキストマイニン
グの手法を用いた。具体的には、「共起ネ
ットワーク図」の作成および「KWIC コン
コーダンス」機能を用いて主なトピックを
抽出し、それらの内容の検討を行った。 
 まず研修開始前（Before）調査の自由記
述回答データの分析結果について示し、続
いて調査実施の時間的順番にしたがい研修
講座受講中（5 回の研修直後にそれぞれ実
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図 50 本研修で学んだことにより仕事の
やり方やアプローチに変化があったか 

 
 

6.3. 本研修を受講してよかったと思

うか 

 フォローアップ（Follow-up）調査では
最後に、本研修を受講してよかったと思う
か、「思う」「まあ思う」「どちらともいえ
ない」「あまり思わない」「思わない」の 5
つの選択肢で尋ねたところ、「思う」が
91.9％、「まあ思う」が 8.1%という結果で
あった（図 51）。 
 

図 51 本研修を受講してよかったと思う
か 
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い。）も行った。これらの各調査で得られ
た自由記述回答（文章）データの質的（内
容）分析には、計量テキスト分析・テキス
トマイニング用のフリーソフト「KH 
Coder 3」[4]を使用したテキストマイニン
グの手法を用いた。具体的には、「共起ネ
ットワーク図」の作成および「KWIC コン
コーダンス」機能を用いて主なトピックを
抽出し、それらの内容の検討を行った。 
 まず研修開始前（Before）調査の自由記
述回答データの分析結果について示し、続
いて調査実施の時間的順番にしたがい研修
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施した調査、研修修了直後（After）の調
査、フォローアップ（Follow-up）の調査
の順で、それぞれの自由記述回答データの
分析結果について示す。 
 

7.1. 研修開始前（Before）調査の自

由記述回答の質的分析 

 研修開始前（Before）調査では、選択肢
式の質問（問題解決能力測定尺度 24 項目）
に続き、「安全衛生（とそれに関連する分
野）に関わるようになったきっかけ（経緯）
について、（プライバシーに問題ない範囲
で）簡単にお書きください。」「本研修に参
加しようと思われた動機・きっかけについ
て教えてください。」「本研修により得られ
ると期待しているものについて教えてくだ
さい。」といった 3 つの自由記述回答形式
の質問を行った。 
まず、「安全衛生（とそれに関連する分

野）に関わるようになったきっかけ（経緯）
について、（プライバシーに問題ない範囲
で）簡単にお書きください。」という問い
への自由記述回答データ（異なり語数（n）
335、出現回数の平均 2.3、出現回数の標準
偏差 4.1）について、共起ネットワーク図
（集計単位は H5、最小出現数 4、Jaccard
係数 0.2 以上、最小スパニングツリーのみ
を描画）を作成した（図 52）。この共起ネ
ットワーク図を検討した結果について述べ
る前に、図中に示された各要素の見方につ
いて簡単にふれる。まず、図中の円は「ノ
ード」といい、1 つの円につき 1 つの語を
示しており、円の大きさは文書中での出現
回数を表現している。ノードをつなぐ線は

「エッジ（edge）」といい、線でつながれ
た語は文章中に共に現れる（共起）傾向が
強い、すなわち関連が強いことを示してい
る。さらに、強く結びついたノードどうし
を自動的に分類し色分けがされている。こ
の色分けによるグループを「サブグラフ
（Subgraph）」という。各サブグラフ（関
連性の強い語どうしのかたまり）を構成す
る各ノード（語）の内容と、それぞれの語
（ノード）が文中で使われている文脈につ
いて KWIC コンコーダンス（ある特定の
語が使われている箇所について原文を参照
できる）機能を利用して確認・検討するこ
とにより、当該サブグラフ（以下 S とする）
が表現していると思われるトピックを解釈
してゆく。 
図 52 の S01 について、当該サブグラフ

に含まれる語のうち比較的大きいノード、
すなわち出現回数が多いのは「メンタルヘ
ルス」であり、「メンタルヘルス」に直接
つらなる「顧問」と「社労士」を合わせた
内容が当該サブグラフで重要な語であるこ
とがうかがえた。また、「コンサルタント」
も比較的大きいノードであり、それに直接
つらなる「労働」と合わせると「労働安全
コンサルタント／労働安全衛生コンサルタ
ント」も当該サブグラフでは重要な語であ
るようにみえる。その他のノードも合わせ
て総合的に解釈すると当該 S が表現してい
るトピックは下記 2 つと思われた。 
 労労働働安全ココンンササルルタタンントト／労労働働安全衛

生ココンンササルルタタンントトの資資格格を取取得得した 
 社社労労士士として顧顧問問先企企業業のメメンンタタルルヘヘ

ルルスス問題に関関係係して 
S02 について、最も大きいノードである

「安全衛生」に「業務」と「環境」が直接
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つらなる形になっているため、「環境や安
全衛生に関わる業務」が当該 S の中心的な
キーワードになりそうであった。また比較
的大きいノードである「産業医」に「専属」
と「勤務」といった語がつらなっているこ
となど、S02 を構成するノードの内容を総
合的に解釈したところ、表現されているト
ピックは下記２つと思われた。 
 会会社社で環環境境や安安全全衛衛生生に関関わわるる業業務務を

担当するようになった 
 専専属属産産業業医医として勤勤務務するようになっ

た 
 S03 について、比較的大きいノードであ
る「部門」に「異動」と「工場」がつらな
り、「工場」には「現在」から「所属」「事
業」と順番につらなっていることなどを総
合的に解釈すると、当該 S で表現されるト
ピックは下記のように思われた。 
 現現在在の所所属属事事業業所の工工場場部部門門に異異動動し

た 
S04 について、最も大きなノードである

「安全」に「配属」と「管理」や「担当」
がつらなることや、その他のノードも合わ
せて総合的に解釈すると当該 S が表現して
いるトピックは、下記のように思われた。 
 社社内内の安安全全管管理理部門に配配属属され担担当当と

なった 
 S05 について、「工事」に「仕事」「現場」
「経験」がつらなり、「経験」にはさらに
「労災」がつらなることから、当該 S が表
現しているトピックは、下記のように思わ
れた。 
 労労災災を経経験験した 
 工工事事現現場場に関わる仕仕事事をするようにな

った 
 最後に S06 について、「教育」に「社員」

「活動」「メーカー」といったノードがつ
らなっていることからみて、当該 S が表現
しているトピックは、下記のように思われ
た。 
 メメーーカカーーの社社員員として安全衛生教教育育活活

動動をするようになった 
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つらなる形になっているため、「環境や安
全衛生に関わる業務」が当該 S の中心的な
キーワードになりそうであった。また比較
的大きいノードである「産業医」に「専属」
と「勤務」といった語がつらなっているこ
となど、S02 を構成するノードの内容を総
合的に解釈したところ、表現されているト
ピックは下記２つと思われた。 
 会会社社で環環境境や安安全全衛衛生生に関関わわるる業業務務を

担当するようになった 
 専専属属産産業業医医として勤勤務務するようになっ

た 
 S03 について、比較的大きいノードであ
る「部門」に「異動」と「工場」がつらな
り、「工場」には「現在」から「所属」「事
業」と順番につらなっていることなどを総
合的に解釈すると、当該 S で表現されるト
ピックは下記のように思われた。 
 現現在在の所所属属事事業業所の工工場場部部門門に異異動動し

た 
S04 について、最も大きなノードである

「安全」に「配属」と「管理」や「担当」
がつらなることや、その他のノードも合わ
せて総合的に解釈すると当該 S が表現して
いるトピックは、下記のように思われた。 
 社社内内の安安全全管管理理部門に配配属属され担担当当と

なった 
 S05 について、「工事」に「仕事」「現場」
「経験」がつらなり、「経験」にはさらに
「労災」がつらなることから、当該 S が表
現しているトピックは、下記のように思わ
れた。 
 労労災災を経経験験した 
 工工事事現現場場に関わる仕仕事事をするようにな

った 
 最後に S06 について、「教育」に「社員」

「活動」「メーカー」といったノードがつ
らなっていることからみて、当該 S が表現
しているトピックは、下記のように思われ
た。 
 メメーーカカーーの社社員員として安全衛生教教育育活活

動動をするようになった 
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次に、「本研修に参加しようと思われた
動機・きっかけについて教えてください。」
という問いへの自由記述回答データ（異な
り語数（n）353、出現回数の平均 2.1、出
現回数の標準偏差 3.6）について、共起ネ
ットワーク図（集計単位は H5、最小出現
数 3、Jaccard 係数 0.2以上、最小スパニン
グツリーのみを描画）を作成した（図 53）。 
 図 53 において属するノードが最も多い
S01 で最も大きいノード「知識」は「労働」
につらなっており、その「労働」には「業
務」と「知る」がそれぞれつらなっており、
「労働」から枝分かれするノードのまとま
りを解釈すればよいようにみられた。まず
「労働」から「業務」「分野」とつらなる
ノードのまとまりを解釈したところ、自分
が業務で携わっている（労働安全衛生の）
分野では法令に関する知識を得る機会が乏
しいといったことを示しているように思わ
れた。次に「労働」から「知る」につらな
るノードのまとまりを解釈したところ、
「コンサルタント」と「研鑽」からなるま
とまりと、「年」「保健」「受講」からなる
まとまりに分けて解釈した方がよいように
みえた。以上を総合すると当該 S が表現し
ているトピックは下記 3つと思われた。 
 自自分分が業業務務で携携わわるる労労働働安全衛生の分分

野野では法法令令に関する知知識識を得る機会が
乏しい 

 労労働働安全衛生ココンンササルルタタンントト会を通じ
て知り研研鑽鑽のため 

 産業保保健健法学会の研修と知り受受講講 
 S02 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「研修」と「考える」で、「研修」
には「参加」が、「考える」には「勉強」
がそれぞれつらなっており、研修に参加し

て勉強したいといった内容が中心であるよ
うにみえた。その他のノードも合わせて総
合的に解釈すると当該 S が表現しているト
ピックは下記 2 つと思われた。 
 研研修修の案内を見て安安衛衛法法の法法律律解解釈釈を

実実務務に落とし込めるよう勉勉強強したいと
考考ええ参参加加 

 S03 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「安全衛生」であり、このノード
には「思う」が直接つらなり、さらに「活
動」がつらなっていることから、安全衛生
活動について～と思う、といったことが中
心となるように思われた。その他のノード
も合わせて総合的に解釈すると当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 安安全全衛衛生生活活動動について確確認認したい、今今

後後関わる機機会会を持持ててるるように意意識識を高
めたい 

 S04 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「専門」であり、専門性を高めたいと
いった内容が中心のように思われた。その
他のノードも合わせて総合的に解釈すると
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 化化学学物物質質管管理理の専専門門性を研研修修を受受けけ高

めたい 
 S05 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「得る」であり、3 つのノード「経験」
「向上」「情報」と直接つらなっている。
したがって「得る」を中心に他のノードも
総合的に解釈すると当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 安全衛生の部部署署にいるが自自身身の知識不

足を感感じじ、経経験験のある人から情情報報を得得
てて向向上上したい 
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次に、「本研修に参加しようと思われた
動機・きっかけについて教えてください。」
という問いへの自由記述回答データ（異な
り語数（n）353、出現回数の平均 2.1、出
現回数の標準偏差 3.6）について、共起ネ
ットワーク図（集計単位は H5、最小出現
数 3、Jaccard 係数 0.2以上、最小スパニン
グツリーのみを描画）を作成した（図 53）。 
 図 53 において属するノードが最も多い
S01 で最も大きいノード「知識」は「労働」
につらなっており、その「労働」には「業
務」と「知る」がそれぞれつらなっており、
「労働」から枝分かれするノードのまとま
りを解釈すればよいようにみられた。まず
「労働」から「業務」「分野」とつらなる
ノードのまとまりを解釈したところ、自分
が業務で携わっている（労働安全衛生の）
分野では法令に関する知識を得る機会が乏
しいといったことを示しているように思わ
れた。次に「労働」から「知る」につらな
るノードのまとまりを解釈したところ、
「コンサルタント」と「研鑽」からなるま
とまりと、「年」「保健」「受講」からなる
まとまりに分けて解釈した方がよいように
みえた。以上を総合すると当該 S が表現し
ているトピックは下記 3つと思われた。 
 自自分分が業業務務で携携わわるる労労働働安全衛生の分分

野野では法法令令に関する知知識識を得る機会が
乏しい 

 労労働働安全衛生ココンンササルルタタンントト会を通じ
て知り研研鑽鑽のため 

 産業保保健健法学会の研修と知り受受講講 
 S02 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「研修」と「考える」で、「研修」
には「参加」が、「考える」には「勉強」
がそれぞれつらなっており、研修に参加し

て勉強したいといった内容が中心であるよ
うにみえた。その他のノードも合わせて総
合的に解釈すると当該 S が表現しているト
ピックは下記 2 つと思われた。 
 研研修修の案内を見て安安衛衛法法の法法律律解解釈釈を

実実務務に落とし込めるよう勉勉強強したいと
考考ええ参参加加 

 S03 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「安全衛生」であり、このノード
には「思う」が直接つらなり、さらに「活
動」がつらなっていることから、安全衛生
活動について～と思う、といったことが中
心となるように思われた。その他のノード
も合わせて総合的に解釈すると当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 安安全全衛衛生生活活動動について確確認認したい、今今

後後関わる機機会会を持持ててるるように意意識識を高
めたい 

 S04 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「専門」であり、専門性を高めたいと
いった内容が中心のように思われた。その
他のノードも合わせて総合的に解釈すると
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 化化学学物物質質管管理理の専専門門性を研研修修を受受けけ高

めたい 
 S05 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「得る」であり、3 つのノード「経験」
「向上」「情報」と直接つらなっている。
したがって「得る」を中心に他のノードも
総合的に解釈すると当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 安全衛生の部部署署にいるが自自身身の知識不

足を感感じじ、経経験験のある人から情情報報を得得
てて向向上上したい 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 最後の S06 について、当該 S で最も大き
いノードは「安全」と「学ぶ」であり、安
全衛生について学びたいといった内容が中
心のように思われた。その他のノードも総
合的に解釈すると当該 S が表現しているト
ピックは下記 2 つと思われた。 
 安安全全衛生を体体系系的に学学びびたい 
 労労災災防防止止について学学びびたい 
 

－3403－



分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 5

3 
本
研
修
に
参
加
し
よ
う
と
思
っ
た
動
機
・
き
っ
か
け

 

 

S0
1 

自
分
が
業
務
で
携
わ
る
労

働
安
全
衛
生
の
分
野
で
は

法
令
に
関
す
る
知
識
を
得

る
機
会
が
乏
し
い

 
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
会
を
通
じ
て
知
り

研
鑽
の
た
め

 
産
業
保
健
法
学
会
の
研
修

と
知
っ
た
た
め

 

S0
2 

研
修
の
案
内
を
見
て
安
衛
法
の
法
律
解
釈
を
実
務
に

落
と
し
込
め
る
よ
う
勉
強
し
た
い
と
考
え
参
加

 
S0

3 
安
全
衛
生
活
動
に
つ

い
て
確
認
し
た
い
、

今
後
関
わ
る
機
会
を

持
て
る
よ
う
に
意
識

を
高
め
た
い

 

S0
4 

化
学
物
質
管
理
の

専
門
性
を
研
修
を

受
け
高
め
た
い

 

S0
5 

安
全
衛
生
の
部
署
に
い
る
が
自
身
の
知
識
不
足
を
感

じ
、
経
験
の
あ
る
人
か
ら
情
報
を
得
て
向
上
し
た
い

 

S0
6 

安
全
衛
生
を
体
系
的
に
学
び
た
い

 
労
災
防
止
に
つ
い
て
学
び
た
い

 

－3404－



分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 5

3 
本
研
修
に
参
加
し
よ
う
と
思
っ
た
動
機
・
き
っ
か
け

 

 

S0
1 

自
分
が
業
務
で
携
わ
る
労

働
安
全
衛
生
の
分
野
で
は

法
令
に
関
す
る
知
識
を
得

る
機
会
が
乏
し
い

 
労
働
安
全
衛
生
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
会
を
通
じ
て
知
り

研
鑽
の
た
め

 
産
業
保
健
法
学
会
の
研
修

と
知
っ
た
た
め

 

S0
2 

研
修
の
案
内
を
見
て
安
衛
法
の
法
律
解
釈
を
実
務
に

落
と
し
込
め
る
よ
う
勉
強
し
た
い
と
考
え
参
加

 
S0

3 
安
全
衛
生
活
動
に
つ

い
て
確
認
し
た
い
、

今
後
関
わ
る
機
会
を

持
て
る
よ
う
に
意
識

を
高
め
た
い

 

S0
4 

化
学
物
質
管
理
の

専
門
性
を
研
修
を

受
け
高
め
た
い

 

S0
5 

安
全
衛
生
の
部
署
に
い
る
が
自
身
の
知
識
不
足
を
感

じ
、
経
験
の
あ
る
人
か
ら
情
報
を
得
て
向
上
し
た
い

 

S0
6 

安
全
衛
生
を
体
系
的
に
学
び
た
い

 
労
災
防
止
に
つ
い
て
学
び
た
い
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最後に、「本研修により得られると期待
しているものについて教えてください。」
という問いへの自由記述回答データ（異な
り語数（n）244、出現回数の平均 2.0、出
現回数の標準偏差 2.6）について、共起ネ
ットワーク図（集計単位は H5、最小出現
数 3、Jaccard 係数上位 60 語、最小スパニ
ングツリーのみを描画）を作成した（図
54）。 
 図 54 の S01 で比較的大きなノードは
「法的」と「習得」であり互いにつらなっ
ている。またこれら 2 つのノードと同程度
に大きなノードである「法」と「期待」は
「活かす」と「業務」をはさんでつらなっ
ていることから、「法的」と「習得」に直
接連なる語と、「法」と「期待」に直接つ
らなる語の 2 つに分けて S01 を解釈した。
まず「法的」には「検討」が直接つらなり、
「検討」には「解決」と「視点」がつらな
っており、問題解決や検討の視点と解釈で
きそうであった。次に「法」には「実際」
と「活かす」が、「期待」には「業務」が
つらなっており、実際の業務に法を活かす
といった解釈ができそうであった。以上を
まとめると当該 S が表現しているトピック
は下記 2つと思われた。 
 問題の検検討討や解解決決につながる法法的的視視点点

の習習得得 
 実実際際の業業務務に法法知識や法法解釈を活活かかせせ

るるようになることを期期待待 
 S02 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「安全衛生」で、「安全衛生」に
は「労働」がつらなっていることから、
「労働安全衛生」が当該 S の中心的な内容
であることがうかがえた。その他のノード
も合わせて総合的に解釈すると当該 S が表

現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 （会会社社員として／ココンンササルルタタンントトとし

て）労労働働安安全全衛衛生生の考考ええ方方を専専門門的に
学びたい 

 S03 について、当該 S のうち最も大きい
ノードは「学ぶ」であり、「学ぶ」には
「具体」と「解釈」が直接つらなっている
ことから、具体的な解釈を学ぶ、といった
ことが中心となるように思われた。その他
のノードも合わせて総合的に解釈すると当
該 S が表現しているトピックは下記 2 つと
思われた。 
 具具体体的事事例例から法法律律の解解釈釈を学学ぶぶ 
 法法令令や判判例例を学学びび実実務務に活かせるよう

になること 
 S04 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「考える」であり、「考える」には
「研修」と「活動」がそれぞれ直接つらな
っていた。「活動」はさらに「産業医」に
つらなるなど、その他のノードも合わせて
総合的に解釈すると当該 S が表現している
トピックは下記 2つと思われた。 
 研研修修を通じて労働安全衛衛生生の最新情情報報

を得たい 
 産産業業医医として活活動動したい 
 S05 について、当該 S で最も大きいノー
ドは「知識」であり、次に大きいノードで
ある「得る」につらなっていることから、
知識を得ることが中心的なトピックである
ようにみえる。その他のノードも合わせて
総合的に解釈すると当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 様々な業業種種の労労災災対対応応の知知識識を得得たたいい 
 S06 はノード「知見」と「方法」のみか
らなる S であり、KWIC コンコーダンスを

－3405－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

用い原文も参照して解釈したところ当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 安全衛生に関する知知見見や方方法法の習得 
 最後の S07 は「交流」に「職種」と「関
係」がそれぞれ直接つらなる、3 つのノー
ドからなる S であった。KWIC コンコーダ
ンスを用い原文も参照して解釈したところ
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 異職職種種との交交流流 
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用い原文も参照して解釈したところ当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 安全衛生に関する知知見見や方方法法の習得 
 最後の S07 は「交流」に「職種」と「関
係」がそれぞれ直接つらなる、3 つのノー
ドからなる S であった。KWIC コンコーダ
ンスを用い原文も参照して解釈したところ
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 異職職種種との交交流流 
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7.2. 全 5 回の研修の「ふりかえりミ

ニレポート」の質的分析 

 全 5 回の研修（対面 2回、オンライン
（Zoom）3 回、13 時～18 時 30 分）それ
ぞれの実施後に「ふりかえりミニレポート」
として、「①今回の講座で扱ったことを箇
条書きでまとめてください。」「②今回の講
座で扱ったことについて、印象に残ったこ
と、勉強になったと思うことについて記し
てください。」といった 2つの自由記述回
答形式の質問を行った。これら 2つの質問
で得られた自由記述回答データについて、
第 1回の研修から第 5 回の研修まで順に質
的分析の結果を示す。 
 まず、第 1回研修（対面）の「①今回の
講座で扱ったことを箇条書きでまとめてく
ださい。」という問いへの自由記述回答デ
ータ（異なり語数（n）1262、出現回数の
平均 4.0、出現回数の標準偏差 10.1）につ
いて、共起ネットワーク図（集計単位は文、
最小出現数 10、Jaccard係数上位 60 語）
を作成した（図 55）。 
 図 55 で最も多くのノード（13 個）から
なる S01 について、比較的大きなノードは
「リスク」「管理」「責任」の 3 つであり、
この 3 つは順番につらなっている。KWIC
コンコーダンスを用い原文を参照すると、
「リスク創出者管理責任負担原則」という
キーワードが散見されることから、このキ
ーワードを中心とした内容であるとみられ
た。その他のノードも合わせて総合的に解
釈すると当該 Sが表現しているトピックは
下記 2 つと思われた。 

 リリススクク創創出出者管管理理責責任任負負担担原原則則（リリスス
ククに関する権権限限や情情報報を持つものが責責
任任を負負うう） 

 管理体体制制の整整備備 
S02 について、「法」「柔軟」「解釈」の 3

つからなっており、この 3 つの語のまとま
りについて原文での使われ方を確認したと
ころ、（労働安全衛生にかかわる規制の特
徴として）法の柔軟な解釈があるといった
内容が確認されたことから、当該 S が表現
しているトピックは次のように思われた。 
 （規制の特徴として）柔柔軟軟な法法解解釈釈 
 S03 について、「請負」「業者」「製造」
の３つからなっており、「請負」と「業者」、
「製造」と「業者」それぞれの組み合わせ
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは次の
ように思われた。 
 請請負負業業者者、製製造造業業者者の責任を問う判例 
 S04 について、「本来」「規定」「防ぐ」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 本本来来規規定定と補助規定 
 S05 について、「措置」と「履行」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 保保護護措置等の履履行行の義務付け 
 S06 について、「危害」「防止」「基準」
「指針」の４つからなっており、この 4 つ
の語について原文での使われ方を確認した
ところ、「危害防止基準」を中心とした内
容になっているようにみえた。総合的に解

－3408－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

7.2. 全 5 回の研修の「ふりかえりミ

ニレポート」の質的分析 

 全 5 回の研修（対面 2回、オンライン
（Zoom）3 回、13 時～18 時 30 分）それ
ぞれの実施後に「ふりかえりミニレポート」
として、「①今回の講座で扱ったことを箇
条書きでまとめてください。」「②今回の講
座で扱ったことについて、印象に残ったこ
と、勉強になったと思うことについて記し
てください。」といった 2つの自由記述回
答形式の質問を行った。これら 2つの質問
で得られた自由記述回答データについて、
第 1回の研修から第 5 回の研修まで順に質
的分析の結果を示す。 
 まず、第 1回研修（対面）の「①今回の
講座で扱ったことを箇条書きでまとめてく
ださい。」という問いへの自由記述回答デ
ータ（異なり語数（n）1262、出現回数の
平均 4.0、出現回数の標準偏差 10.1）につ
いて、共起ネットワーク図（集計単位は文、
最小出現数 10、Jaccard係数上位 60 語）
を作成した（図 55）。 
 図 55 で最も多くのノード（13 個）から
なる S01 について、比較的大きなノードは
「リスク」「管理」「責任」の 3 つであり、
この 3 つは順番につらなっている。KWIC
コンコーダンスを用い原文を参照すると、
「リスク創出者管理責任負担原則」という
キーワードが散見されることから、このキ
ーワードを中心とした内容であるとみられ
た。その他のノードも合わせて総合的に解
釈すると当該 Sが表現しているトピックは
下記 2 つと思われた。 

 リリススクク創創出出者管管理理責責任任負負担担原原則則（リリスス
ククに関する権権限限や情情報報を持つものが責責
任任を負負うう） 

 管理体体制制の整整備備 
S02 について、「法」「柔軟」「解釈」の 3

つからなっており、この 3 つの語のまとま
りについて原文での使われ方を確認したと
ころ、（労働安全衛生にかかわる規制の特
徴として）法の柔軟な解釈があるといった
内容が確認されたことから、当該 S が表現
しているトピックは次のように思われた。 
 （規制の特徴として）柔柔軟軟な法法解解釈釈 
 S03 について、「請負」「業者」「製造」
の３つからなっており、「請負」と「業者」、
「製造」と「業者」それぞれの組み合わせ
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは次の
ように思われた。 
 請請負負業業者者、製製造造業業者者の責任を問う判例 
 S04 について、「本来」「規定」「防ぐ」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 本本来来規規定定と補助規定 
 S05 について、「措置」と「履行」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 保保護護措置等の履履行行の義務付け 
 S06 について、「危害」「防止」「基準」
「指針」の４つからなっており、この 4 つ
の語について原文での使われ方を確認した
ところ、「危害防止基準」を中心とした内
容になっているようにみえた。総合的に解

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

釈すると当該 S が表現しているトピックは
下記のように思われた。 
 危危害害防防止止基基準準を生み出す仕組み 
 S07 について、「努力」と「義務」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 安衛法上の努努力力義義務務 
 S08 について、「作る」と「守る」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認した上で総合
的に解釈すると、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 生きた法とは（法の形式をそのまま守守

ららせるのではなく、法の作作りり手と使い
手の思いと悩みを汲む考え方） 

 S09 について、「規制」と「特徴」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 労働安全衛生法の規規制制の特特徴徴 
 S10 について、「監督」「指導」「状況」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 監監督督指指導導状状況況とその判例 
 S11 について、「社会」と「変化」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 社社会会の変変化化と安衛法 
 S02 について、2番目に多くのノード（8

個）からなっており、当該 S を構成するノ
ードの中で比較的大きい 3 つのノード
（「関係」「事件」「判例」）を中心に原文で
の使われ方を確認した。その他のノードも
合わせて総合的に解釈すると、当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 監督指導状況と関関係係事事件件判判例例の解説 
 最後の S13 について、「化学」と「物質」
の２つのみからなっており、この 2 つの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは次の
ように思われた。 
 多角的な化化学学物物質質管理政策 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 同じく第１回研修（対面）の 2 つ目の質
問「②今回の講座で扱ったことについて、
印象に残ったこと、勉強になったと思うこ
とについて記してください。」という問い
への自由記述回答データ（異なり語数（n）
1025、出現回数の平均 2.83、出現回数の
標準偏差 7.33）について、共起ネットワー
ク図（集計単位は文、最小出現数 10、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
56）。 
 図 56で最も多くのノード（11個）から
なる S01 について、比較的大きなノードは
「安衛法」「考える」「法」「思う」の 4つ
であり、このうち一般的な語と思われる
「考える」と「思う」を除いた「安衛法」
と「法」を中心として KWIC コンコーダ
ンスを用い原文を参照し、またその他のノ
ードも合わせて総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記 2 つ
と思われた。 
 安安衛衛法法を生きた法法にするためにはただ

法法律律を守守るるのでなく法法律律が成立した趣
旨についても知知りり考考ええるる必要がある 

 （講義内容と）自自身身の業業務務との関係性 
 含まれるノードが 2番目に多かった（6
個）S02 について、比較的大きなノードで
ある「労災」と「経営」を中心に原文での
使われ方を参照し、またその他のノードも
合わせて総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記 2つと思わ
れた。 
 （自身が）対対応応していきたいこと、課課

題題と思うこと 
 安安全全衛衛生生への意識の高い経経営営者が関心

を持つ理由が「労労災災に心痛」であるこ
と 

 S03 について、最も大きなノードである
「安全」と、それに直接つらなる「労働」
を中心に原文での使われ方を参照し、また
「先生」などその他のノードも合わせて総
合的に解釈したところ、当該 Sが表現して
いるトピックは下記のように思われた。 
 労労働働安安全全衛生講講義義で三柴先先生生が話され

た内容 
 S04 について、「事故」と「事例」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 （講義で扱われた）事事故故事事例例 
 S05 について、「研修」「今回」「今後」
「学ぶ」「判例」の 5つのノード（語）に
ついて原文も参照しつつ総合的に解釈した
ところ、当該 Sが表現しているトピックは
下記 2 つと思われた。 
 研研修修参加動機 
 判判例例を学学ぶぶ必要性 
 S06 について、「リスク」「管理」「責任」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 リリススクク創出者管管理理責責任任負担の原則 
 S07 について、「化学」「物質」「規制」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 化化学学物物質質管理（自律管理） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 第 2 回研修（オンライン）の 1 つ目の質
問「①今回の講座で扱ったことを箇条書き
でまとめてください。」という問いへの自
由記述回答データ（異なり語数（n）1316、
出現回数の平均 4.5、出現回数の標準偏差
12.2）について、共起ネットワーク図（集
計単位は文、最小出現数 15、Jaccard 係数
上位 60 語）を作成した（図 57）。 
 図 57で最も多くのノード（11個）から
なる S01 について、ノード「建設」「アス
ベスト」「訴訟」が互いにつらなっている
ことから、この回の講義で扱われた「建設
アスベスト訴訟」判例についての内容と思
われた。その他のノードも合わせ総合的に
解釈したところ、当該 Sが表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 建建設設アアススベベスストト訴訴訟訟判例（物的な措措置置

義務の保保護護の対対象象は労労働働者者に限らず一
人親親方方にも及及ぶぶ） 

 2 番目に多くのノード（9 個）からなる
S02 について、最も大きなノード「事件」
には「山形」「水産公社」「みくに工業」と
いったノードが直接つらなっていることか
ら、本講義で扱われた「山形県水産公社事
件」と「みくに工業事件」の 2 件の民事事
件判例についての内容とみられた。その他
のノードも合わせ総合的に解釈したところ、 
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 民民事事判判例例：山山形形県県水水産産公公社社事事件件（発発注注

者責任、予見可能性）、みみくくにに工工業業事事
件件（元請の下請に対する安全配慮義務） 

 S03 について、「事故」「発生」「災害」
の 3 つからなっており、この 3 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
事故や災害が発生した、この回の講義で扱

われていた複数の事例について言及する内
容であった。したがって内容が多岐に渡り
1 つあるいは 2 つ程度のトピックにまとめ
るのは困難であった。当該 S については下
記のように記述する。 
 （本講義で扱われた）事事故故や災災害害が発発

生生した事例について 
 S05 について、「個人事業者」と「安全
衛生」の２つのみからなっており、この 2
つの語について原文での使われ方を確認し
たところ、当該 S が表現しているトピック
は次のように思われた。 
 個個人人事事業業者者に対する安安全全衛衛生生対策 
 S06 について、「使用」と「場合」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは次のよう
に思われた。 
 （元方と下請業者の関係など）実質的

な使使用用関係にある場場合合について 
 S07 について、「機械」「リース」「オペ
レーター」「確認」の 4 つからなっている。
これらの語について原文での使われ方を確
認した上で総合的に解釈を行ったところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 機機械械等のリリーーススに関する規制（オオペペレレ

ーータターー付ブルドーザーの転落事故事案） 
 S08 について、「違反」と「認める」の
２つのみからなっており、この 2 つの語に
ついて原文での使われ方を確認したところ、
労働安全衛生法や安全配慮義務等が認めら
れた複数の事例について言及する内容であ
ったため、当該 S については下記のように
記述するにとどめる。 
 安衛法等の違違反反が認認めめらられれたた事例につ
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いて 
 S09 について、「安全」「配慮」「義務」
の 3 つからなっており、「安全配慮義務」
についての内容と思われた。「安全配慮義
務」という語の組み合わせについて原文で
の使われ方を確認したところ、この回の講
義で扱われていた複数の事例に関する記述
で使われているようであった。したがって
当該 Sについては下記のように記述する。 
 安安全全配配慮慮義義務務の範囲について 
 S10 について、「危険」と「製造」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
この回の講義で扱われた事項（危険有害物
の製造等禁止）に関する内容とみられた。 
 危危険険有害物の製製造造等禁止 
 S11 について、「情報」「リスク」「創出」
の 3 つからなっていることから、当該 S は
この回の講義でも扱われていた「リスク創
出者管理責任負担原則」を表現しているも
のと思われた。 
 リリススクク創創出出者管理責任負担原則 
 S12 について、3 番目に多いノード（7
個）からなっており、比較的大きなノード
である「管理」「関係」「元方」「事業」を
中心に原文での使われ方を確認したところ、 
この回の講義で扱われた事項（特定元方事
業者等による一の場所の統括管理義務）に
関する内容とみられた。 
 特定元元方方事事業業者等による一の場場所所の統統

括括管管理理義務 
 S13 について、「業務」「製作所」「K」
「Y」の 4 つからなっており、これらの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、「K 製作所」という語の組み合わせが
複数確認できたため、この回の講義で扱わ

れた「みくに工業事件」についての記述を
反映していると判断した。 
 みくに工業事件について 
 最後の S14 について、「化学」と「物質」
の２つのみからなっており、「化学物質」
についての内容とみられた。「化学物質」
という語の組み合わせについて原文での使
われ方を確認したところ、化学物質の対策
や化学物質を業務で扱う際の管理など、こ
の回の講義で扱われていた複数の事例につ
いての記述で使われているようであった。
当該 Sについては下記のように記述する。 
 化化学学物物質質対策・管理について 
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いて 
 S09 について、「安全」「配慮」「義務」
の 3 つからなっており、「安全配慮義務」
についての内容と思われた。「安全配慮義
務」という語の組み合わせについて原文で
の使われ方を確認したところ、この回の講
義で扱われていた複数の事例に関する記述
で使われているようであった。したがって
当該 Sについては下記のように記述する。 
 安安全全配配慮慮義義務務の範囲について 
 S10 について、「危険」と「製造」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
この回の講義で扱われた事項（危険有害物
の製造等禁止）に関する内容とみられた。 
 危危険険有害物の製製造造等禁止 
 S11 について、「情報」「リスク」「創出」
の 3 つからなっていることから、当該 S は
この回の講義でも扱われていた「リスク創
出者管理責任負担原則」を表現しているも
のと思われた。 
 リリススクク創創出出者管理責任負担原則 
 S12 について、3 番目に多いノード（7
個）からなっており、比較的大きなノード
である「管理」「関係」「元方」「事業」を
中心に原文での使われ方を確認したところ、 
この回の講義で扱われた事項（特定元方事
業者等による一の場所の統括管理義務）に
関する内容とみられた。 
 特定元元方方事事業業者等による一の場場所所の統統

括括管管理理義務 
 S13 について、「業務」「製作所」「K」
「Y」の 4 つからなっており、これらの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、「K 製作所」という語の組み合わせが
複数確認できたため、この回の講義で扱わ

れた「みくに工業事件」についての記述を
反映していると判断した。 
 みくに工業事件について 
 最後の S14 について、「化学」と「物質」
の２つのみからなっており、「化学物質」
についての内容とみられた。「化学物質」
という語の組み合わせについて原文での使
われ方を確認したところ、化学物質の対策
や化学物質を業務で扱う際の管理など、こ
の回の講義で扱われていた複数の事例につ
いての記述で使われているようであった。
当該 Sについては下記のように記述する。 
 化化学学物物質質対策・管理について 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 同じく第 2 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）959、出現回数の平均 2.7、出現回
数の標準偏差 6.3）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 6、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
58）。 
 図 58で最も多くのノード（14個）から
なる S01 について、最も大きなノードの 1
つである「安全衛生」に「個人事業者」が
つらなっていることから、この 2つのノー
ドを中心に原文での使われ方を確認しつつ、
その他のノードも合わせ総合的に解釈した
ところ、当該 Sが表現しているトピックは
下記 2 つと思われた。 
 「個個人人事事業業者者等に対する安安全全衛衛生生対対策策

のあり方に関する検検討討会」の狙いにつ
いて 

 判判例例を学学ばばなないいとと「生生ききたた安安全全衛衛生生法法」
の理理解解は難難ししいい 

 S02 について、3 番目に多いノード（8
個）からなっており、最も大きなノード
「作業」には「指導」が直接つらなってお
り、この 2 つの語を中心に原文での使われ
方を確認した。その他のノードも合わせ総
合的に解釈したところ、当該 Sが表現して
いるトピックは下記のように思われた。 
 下下請請けけとの関関係係（作作業業手順等の指示・

指指導導、同じ秩秩序序の中での安全管理を行行
うう） 

 S03 について、最も大きなノード「事業」
には「義務」と「配慮」が順番に数珠つな
ぎのようにつらなっていることから、これ

らの 3 つの語を中心に原文での使われ方を
確認した。その他のノードも合わせ総合的
に解釈したところ、当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 事事業業者の安全配配慮慮義義務務（危危険険（リスク）

を認認識識して対策を実実施施できる者も含む
ことは重重要要） 

 S04 について、2番目に多くのノード（9
個）からなっており、最も大きなノード
「発注」には「受注」が直接つらなってお
り、この 2 つの語を中心に原文での使われ
方を確認した。その他のノードも合わせ総
合的に解釈したところ、当該 S が表現して
いるトピックは下記 2つと思われた。 
 発発注注者と受受注注者とのコミュニケーショ

ンの必要性 
 事事例例の裁裁判判の判判決決内内容容をみると事業者

の責任が強く求求めめらられれている 
 S05 について、ノード「工事」に「取引」
「請負」「建設」がそれぞれ直接つらなる
形になっている。これらのノードについて
原文での使われ方を確認しつつ、総合的に
解釈したところ、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 建建設設工工事事の請請負負契約について（安全衛

生の確保に向けた取取引引の適正化等） 
 S06 について、「講義」と「考え方」の
２つのみからなっており、この 2 つの語に
ついて原文での使われ方を確認したところ、
講義で学んでいる安衛法の「考え方」につ
いての記述を反映しているものと思われた。
当該 Sについては下記のように記述する。 
 講講義義で学ぶ安衛法の考考ええ方方について 
 S07 について、「必要」と「状況」の２
つのみからなっており、～が必要な状況、
といった内容ではないかとみられた。この
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 同じく第 2 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）959、出現回数の平均 2.7、出現回
数の標準偏差 6.3）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 6、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
58）。 
 図 58で最も多くのノード（14個）から
なる S01 について、最も大きなノードの 1
つである「安全衛生」に「個人事業者」が
つらなっていることから、この 2つのノー
ドを中心に原文での使われ方を確認しつつ、
その他のノードも合わせ総合的に解釈した
ところ、当該 Sが表現しているトピックは
下記 2 つと思われた。 
 「個個人人事事業業者者等に対する安安全全衛衛生生対対策策

のあり方に関する検検討討会」の狙いにつ
いて 

 判判例例を学学ばばなないいとと「生生ききたた安安全全衛衛生生法法」
の理理解解は難難ししいい 

 S02 について、3 番目に多いノード（8
個）からなっており、最も大きなノード
「作業」には「指導」が直接つらなってお
り、この 2 つの語を中心に原文での使われ
方を確認した。その他のノードも合わせ総
合的に解釈したところ、当該 Sが表現して
いるトピックは下記のように思われた。 
 下下請請けけとの関関係係（作作業業手順等の指示・

指指導導、同じ秩秩序序の中での安全管理を行行
うう） 

 S03 について、最も大きなノード「事業」
には「義務」と「配慮」が順番に数珠つな
ぎのようにつらなっていることから、これ

らの 3 つの語を中心に原文での使われ方を
確認した。その他のノードも合わせ総合的
に解釈したところ、当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 事事業業者の安全配配慮慮義義務務（危危険険（リスク）

を認認識識して対策を実実施施できる者も含む
ことは重重要要） 

 S04 について、2番目に多くのノード（9
個）からなっており、最も大きなノード
「発注」には「受注」が直接つらなってお
り、この 2 つの語を中心に原文での使われ
方を確認した。その他のノードも合わせ総
合的に解釈したところ、当該 S が表現して
いるトピックは下記 2つと思われた。 
 発発注注者と受受注注者とのコミュニケーショ

ンの必要性 
 事事例例の裁裁判判の判判決決内内容容をみると事業者

の責任が強く求求めめらられれている 
 S05 について、ノード「工事」に「取引」
「請負」「建設」がそれぞれ直接つらなる
形になっている。これらのノードについて
原文での使われ方を確認しつつ、総合的に
解釈したところ、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 建建設設工工事事の請請負負契約について（安全衛

生の確保に向けた取取引引の適正化等） 
 S06 について、「講義」と「考え方」の
２つのみからなっており、この 2 つの語に
ついて原文での使われ方を確認したところ、
講義で学んでいる安衛法の「考え方」につ
いての記述を反映しているものと思われた。
当該 Sについては下記のように記述する。 
 講講義義で学ぶ安衛法の考考ええ方方について 
 S07 について、「必要」と「状況」の２
つのみからなっており、～が必要な状況、
といった内容ではないかとみられた。この

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

2 つの語について原文での使われ方を確認
したが、「必要」と「状況」はともに比較
的一般的な語であり、したがって当該 S が
表現するトピックについてまとめることは
困難であると判断した。 
 S08 について、「知識」「自身」「研修」
の 3 つからなっており、これらの語につい
て原文での使われ方を確認したところ、当
該 S が表現しているトピックは下記のよう
に思われた。 
 研研修修で得た知知識識を自自身身がどう生かすか 
 S09 について、最も大きなノードである
「リスク」「管理」「責任」の 3 つの語を中
心として原文での使われ方を確認したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは下記
のように思われた。 
 三三柴柴先先生生の「リリススクク創創出出者管管理理責責任任負

担原原則則」 
 最後の S10 について、「化学」と「物質」
の２つのみからなっており、「化学物質」
についての内容とみられた。この語の組み
合わせについて原文での使われ方を確認し
たところ、当該 S が表現しているトピック
は下記のように思われた。 
 化化学学物物質質への対応 

 

－3417－



分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 5

8 
今
回
の
講
座
で
扱
っ
た
こ
と
で
、
印
象
に
残
っ
た
こ
と
、
勉
強
に
な
っ
た
と
思
う
こ
と
（
第

2
回
研
修
）

 

S0
1 

「
個
人
事
業
者
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策
の

あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
の
狙
い
に
つ
い
て

 
判
例
に
つ
い
て
学
ば
な
い
と
「
生
き
た
安
全
衛

生
法
」
の
理
解
は
難
し
い

 

S0
2 

下
請
け
と
の
関
係
（
作
業
手
順
等
の
指
示
・
指

導
、
同
じ
秩
序
の
中
で
の
安
全
管
理
を
行
う
）

 
S0

5 
建
設
工
事
の
請
負
契
約
（
安
全
衛
生
の
確
保
に
向
け
た
取

引
の
適
正
化
等
）

 

S0
6 

講
義
で
学
ぶ
安
衛
法
の

考
え
方
に
つ
い
て

 

S0
3 

事
業
者
の
安
全
配
慮
義
務
（
危
険
（
リ

ス
ク
）
を
認
識
し
て
対
策
を
実
施
で
き

る
者
も
含
む
こ
と
は
重
要
）

 

S0
8 

研
修
で
得
た
知
識

を
自
身
が
ど
う
生

か
す
か

 

S1
0 

化
学
物
質
へ
の
対
応

 

S0
9 

三
柴
先
生
の
「
リ
ス
ク
創
出

者
管
理
責
任
負
担
原
則
」

 

S0
4 

発
注
者
と
受
注
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性

 
事
例
の
裁
判
の
判
決
内
容
を
み
る
と
事
業
者
の
責
任
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
る

 

－3418－



分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 5

8 
今
回
の
講
座
で
扱
っ
た
こ
と
で
、
印
象
に
残
っ
た
こ
と
、
勉
強
に
な
っ
た
と
思
う
こ
と
（
第

2
回
研
修
）

 

S0
1 

「
個
人
事
業
者
等
に
対
す
る
安
全
衛
生
対
策
の

あ
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
の
狙
い
に
つ
い
て

 
判
例
に
つ
い
て
学
ば
な
い
と
「
生
き
た
安
全
衛

生
法
」
の
理
解
は
難
し
い

 

S0
2 

下
請
け
と
の
関
係
（
作
業
手
順
等
の
指
示
・
指

導
、
同
じ
秩
序
の
中
で
の
安
全
管
理
を
行
う
）

 
S0

5 
建
設
工
事
の
請
負
契
約
（
安
全
衛
生
の
確
保
に
向
け
た
取

引
の
適
正
化
等
）

 

S0
6 

講
義
で
学
ぶ
安
衛
法
の

考
え
方
に
つ
い
て

 

S0
3 

事
業
者
の
安
全
配
慮
義
務
（
危
険
（
リ

ス
ク
）
を
認
識
し
て
対
策
を
実
施
で
き

る
者
も
含
む
こ
と
は
重
要
）

 

S0
8 

研
修
で
得
た
知
識

を
自
身
が
ど
う
生

か
す
か

 

S1
0 

化
学
物
質
へ
の
対
応

 

S0
9 

三
柴
先
生
の
「
リ
ス
ク
創
出

者
管
理
責
任
負
担
原
則
」

 

S0
4 

発
注
者
と
受
注
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
必
要
性

 
事
例
の
裁
判
の
判
決
内
容
を
み
る
と
事
業
者
の
責
任
が
強

く
求
め
ら
れ
て
い
る

 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 第 3 回研修（オンライン）の「①今回の
講座で扱ったことを箇条書きでまとめてく
ださい。」という問いへの自由記述回答デ
ータ（異なり語数（n）1257、出現回数の
平均 4.6、出現回数の標準偏差 13.6）につ
いて、共起ネットワーク図（集計単位は文、
最小出現数 15、Jaccard 係数上位 60 語）
を作成した（図 59）。 
 図 59 を見ると、S11 は「昭和」「年」
「月」「東京」「判例」「事件」「頁」の 7 つ
からなっているが、これらの語について原
文を参照したところ雑誌「判例タイムズ」
の「東京地判」や「東京高判」の判例記事
のことを指すようであった。この S11 は最
も多くのノード（12 個）からなる S01 と
「事件（S11）」ノードと「死亡（S01）」
ノード、および「年（S10）ノードと「条
（S01）」ノードでそれぞれつらなっている
ため、S11 と S01 は合わせて 1 つの S とし
て解釈するのが適切と考えた（以下 S11 と
S01 を合わせて S01 と表現する）。S01 に
ついて、最も大きいノード「措置」は「防
止」につらなっており、「防止」は「労災」
につらなっていることから、「労災防止措
置」を中心とした内容であると思われた。
そのことを念頭に置きつつ、S01 を構成す
るその他のノードも合わせて総合的に解釈
したところ、当該 S が表現しているトピッ
クは下記のように思われた。 
 労労災災防防止止措措置置を講じる必要があるのは

誰か（3つの判判例例から：スレート踏み
抜き転転落落死死亡亡事故、作業中転転倒倒し鉄鉄筋筋
顔面打ちつけ死死亡亡事故、機機械械とともに
貸貸与与を受受けけたたオペレーター転転倒倒死死亡亡事
故） 

 S02 について、比較的大きなノードであ

る「親方」と「労働者」がつらなっており、
さらに「労働者」には「性」がつらなって
いることから、所謂一人親方の労働者性に
ついての内容とみられた。その他のノード
も合わせて総合的に解釈したところ、当該
S が表現しているトピックは下記のように
思われた。 
 偽偽装装請負的な一人親親方方の労労働働者者性性の判判

断断 
 S03 について、「具体」と「内容」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
「具体的」な「内容」という（汎用的な）
使われ方がほとんどであり、当該 S につい
ては一意に解釈することが困難なように思
われた。したがって表現する内容の解釈は
行わなかった。 
 S04 について、「危険」と「予見」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S は（作業の）危険の予見可能性につ
いて表現しているように思われた。 
 （作業の）危危険険の予予見見可能性 
 S05 について、ノード「リース」は比較
的大きく、かつこの S を構成する残り 3 つ
全てのノードと直接つらなっていることか
ら、「リース」を中心にその他のノードも
合わせて総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 リリーースス会会社社からオオペペレレーータターーつきでブブ

ルルドドーーザザーーの貸与を受けた事件 
 S06 について、最も大きなノード「責任」
に「明確」がつらなっており、その「明確」
は「契約」とも直接つらなっていることか
ら「明確」を中心にその他のノードも合わ
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

せて総合的に解釈したところ、当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 契契約約で安全管理責責任任を明明確確にすること 
 S07 について、「使用」と「関係」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 使使用用従属関関係係の判断基準 
 S08 について、「元請け」と「下請け」
の２つのみからなっており、この 2 つの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、内容的にはバリエーションがあるもの
の、概ね元請けと下請けの関係についての
言及としてまとめられるように思われた。 
 元元請請けけと下下請請けけの適切な関係について 
 S09 について、最も大きなノードである
「安全」には「配慮」と「義務」が直接つ
らなり、さらにこの S には「違反」が含ま
れていることから、安全配慮義務違反につ
いての内容とみられた。これらの語につい
て原文での使われ方を確認したところ、内
容的には様々な文脈で用いられているよう
にみえたため、下記のようにまとめること
とした。 
 安安全全配配慮慮義義務務違違反反と認められるケース 
 S10 について、「資格」と「確認」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
機械とともに貸与を受けたオペレーターの
法定資資格格確確認認のことを指すようであった。
このことをふまえ文脈を考慮して解釈した
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記のように思われた。 
 機械の貸与を受けた者の講ずべき措置

（法第 33 条第 2 項） 
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せて総合的に解釈したところ、当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 契契約約で安全管理責責任任を明明確確にすること 
 S07 について、「使用」と「関係」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 使使用用従属関関係係の判断基準 
 S08 について、「元請け」と「下請け」
の２つのみからなっており、この 2 つの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、内容的にはバリエーションがあるもの
の、概ね元請けと下請けの関係についての
言及としてまとめられるように思われた。 
 元元請請けけと下下請請けけの適切な関係について 
 S09 について、最も大きなノードである
「安全」には「配慮」と「義務」が直接つ
らなり、さらにこの S には「違反」が含ま
れていることから、安全配慮義務違反につ
いての内容とみられた。これらの語につい
て原文での使われ方を確認したところ、内
容的には様々な文脈で用いられているよう
にみえたため、下記のようにまとめること
とした。 
 安安全全配配慮慮義義務務違違反反と認められるケース 
 S10 について、「資格」と「確認」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
機械とともに貸与を受けたオペレーターの
法定資資格格確確認認のことを指すようであった。
このことをふまえ文脈を考慮して解釈した
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記のように思われた。 
 機械の貸与を受けた者の講ずべき措置

（法第 33 条第 2 項） 
 

分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 5

9 
今
回
の
講
座
で
扱
っ
た
こ
と
（
第

3
回
研
修
）

 

S0
1（

S0
1
と

S1
1）

 
労
災
防
止
措
置
を
講
じ
る
必
要

が
あ
る
の
は
誰
か
（

3
つ
の
判

例
か
ら
：
ス
レ
ー
ト
踏
み
抜
き

転
落
死
亡
事
故
、
作
業
中
転
倒

し
鉄
筋
顔
面
打
ち
つ
け
死
亡
事

故
、
機
械
と
と
も
に
貸
与
を
受

け
た
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
転
倒
死
亡

事
故
）

 

S0
2 

偽
装
請
負
的
な
一
人
親
方
の

労
働
者
性
の
判
断

 

S0
6 

契
約
で
安
全
管
理
責
任

を
明
確
に
す
る
こ
と

 

S0
4 

（
作
業
の
）
危
険
の
予
見
可
能
性

 

S0
7 

使
用
従
属
関
係

の
判
断
基
準

 

S0
9 

安
全
配
慮
義
務
違
反
と

認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス

 

S1
0 

機
械
の
貸
与
を
受
け
た
者
の
講
ず
べ
き

措
置
（
法
第

33
条
第

2
項
）

 

S0
8 

元
請
け
と
下
請
け
の
適
切
な
関
係
に
つ
い
て

 
S0

5 
リ
ー
ス
会
社
か
ら
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
つ
き
で

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
の
貸
与
を
受
け
た
事
件

 

－3421－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 同じく第 3 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）812、出現回数の平均 2.7、出現回
数の標準偏差 6.3）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 5、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
60）。 
 図 60 で最も多くのノード（17個）から
なる S01 について、最も大きなノードの 1
つである「法」に「解釈」と「判断」がつ
らなっていること、同じく最も大きなノー
ドである「安衛法」に「判例」がつらなっ
ていることから、安衛法に関わる判例と法
解釈についての内容と思われた。また、同
じく最も大きなノードである「責任」には
「事業」と「明確」がそれぞれつらなって
おり、事業者の責任を明確にするといった
内容も含まれると思われた。これらのこと
を念頭に置き、原文を参照しつつその他の
ノードも合わせ総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 実実際際の法法の適適用用（判判例例）においては条条

文文の形式的な解解釈釈ではなく実態（一人
親親方方の労労働働者者性の判判断断等、指揮監督関関
係係の実態）に照らして事事業業者の責責任任に
ついて判判断断される 

 2番目に多くのノード（13 個）からなる
S02について、最も大きなノードである
「安全」に「対策」「配慮」「義務」がそれ
ぞれ直接つらなっていることから、安全対
策や安全配慮義務についての内容が含まれ
ると思われた。これらのことを念頭に置き、

原文を参照しつつその他のノードも合わせ
総合的に解釈したところ、当該 S が表現し
ているトピックは下記のように思われた。 
 発発注注者（業業者者、企企業業）の安安全全対対策策や安安

全全配配慮慮義義務務の内内容容、講ずべき措措置置につ
いて 

 S03 について、ノード「意見」は「自分」
「聞く」「立場」「出る」の 4つとそれぞれ
つらなっており、当該 Sの中で最も多くの
ノードと直接つらなっていることから、
「意見」を中心に原文を参照しつつその他
のノードも合わせ総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 ググルルーーププワークで自自分分とは異なる様々

な立立場場の方から意意見見を聞聞くくことができ
た 

 S04 について、ノード「災害」は「原因」
「視点」「法的」の 3つとそれぞれ直接つ
らなっていることから、「災害」を中心に
原文を参照しつつその他のノードも合わせ
総合的に解釈したところ、当該 S が表現し
ているトピックは下記のように思われた。 
 災災害害の原原因因として法法的的原原因因という視視点点

を学学んんだだ 
 S05 について、ノード「自身」は「ワー
クショップ」「前」「研修」「気づく」「職場」
「課題」の 6 つとそれぞれつらなっており、
当該 Sの中で最も多くのノードと直接つら
なっていることから「自身」を中心に原文
を参照しつつその他のノードも合わせ総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 研研修修のワワーーククシショョッッププで得た知知識識、考考

ええ方方、気気づづききを自自身身の職職場場でどのよう
に生かすか 
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 同じく第 3 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）812、出現回数の平均 2.7、出現回
数の標準偏差 6.3）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 5、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
60）。 
 図 60 で最も多くのノード（17個）から
なる S01 について、最も大きなノードの 1
つである「法」に「解釈」と「判断」がつ
らなっていること、同じく最も大きなノー
ドである「安衛法」に「判例」がつらなっ
ていることから、安衛法に関わる判例と法
解釈についての内容と思われた。また、同
じく最も大きなノードである「責任」には
「事業」と「明確」がそれぞれつらなって
おり、事業者の責任を明確にするといった
内容も含まれると思われた。これらのこと
を念頭に置き、原文を参照しつつその他の
ノードも合わせ総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 実実際際の法法の適適用用（判判例例）においては条条

文文の形式的な解解釈釈ではなく実態（一人
親親方方の労労働働者者性の判判断断等、指揮監督関関
係係の実態）に照らして事事業業者の責責任任に
ついて判判断断される 

 2番目に多くのノード（13 個）からなる
S02について、最も大きなノードである
「安全」に「対策」「配慮」「義務」がそれ
ぞれ直接つらなっていることから、安全対
策や安全配慮義務についての内容が含まれ
ると思われた。これらのことを念頭に置き、

原文を参照しつつその他のノードも合わせ
総合的に解釈したところ、当該 S が表現し
ているトピックは下記のように思われた。 
 発発注注者（業業者者、企企業業）の安安全全対対策策や安安

全全配配慮慮義義務務の内内容容、講ずべき措措置置につ
いて 

 S03 について、ノード「意見」は「自分」
「聞く」「立場」「出る」の 4つとそれぞれ
つらなっており、当該 Sの中で最も多くの
ノードと直接つらなっていることから、
「意見」を中心に原文を参照しつつその他
のノードも合わせ総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 ググルルーーププワークで自自分分とは異なる様々

な立立場場の方から意意見見を聞聞くくことができ
た 

 S04 について、ノード「災害」は「原因」
「視点」「法的」の 3つとそれぞれ直接つ
らなっていることから、「災害」を中心に
原文を参照しつつその他のノードも合わせ
総合的に解釈したところ、当該 S が表現し
ているトピックは下記のように思われた。 
 災災害害の原原因因として法法的的原原因因という視視点点

を学学んんだだ 
 S05 について、ノード「自身」は「ワー
クショップ」「前」「研修」「気づく」「職場」
「課題」の 6 つとそれぞれつらなっており、
当該 Sの中で最も多くのノードと直接つら
なっていることから「自身」を中心に原文
を参照しつつその他のノードも合わせ総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 研研修修のワワーーククシショョッッププで得た知知識識、考考

ええ方方、気気づづききを自自身身の職職場場でどのよう
に生かすか 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 S06 について、「今回」と「事例」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
この回の講座で扱った事例について様々な
感想や印象を述べる内容が多くみられた。
S06 と同様に 2 つのノードのみからなるそ
の他の S07（「工事」と「会社」）、S08
（「事件」と「非常」）、S09（「活動」と
「検討」）についても、この回で扱った事
例について述べる内容を表現しているよう
にみえたため、これら S06 から S09 の 4
つの S については次のようにまとめること
とした。 
 今今回回検検討討した事事例例についての感想や印

象 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 第 4 回研修（オンライン）の「①今回の
講座で扱ったことを箇条書きでまとめてく
ださい。」という問いへの自由記述回答デ
ータ（異なり語数（n）1249、出現回数の
平均 4.3、出現回数の標準偏差 13.6）につ
いて、共起ネットワーク図（集計単位は文、
最小出現数 15、Jaccard 係数上位 60 語）
を作成した（図 61）。 
 図 61 で最も多くのノード（11 個）から
なる S01 について、最も大きなノードであ
る「安全」には「装置」が直接つらなって
いることから、安全装置についての内容が
含まれると考えられた。また、もう 1 つの
最も大きなノードは「作業」であり、「安
全」と「装置」それぞれに直接つらなって
いることから、「安全」「装置」「作業」の
3 語を中心に原文を参照しつつその他のノ
ードも合わせ総合的に解釈したところ、当
該 S が表現しているトピックは下記 2 つの
ように思われた。 
 作作業業主主任任者者が不不在在時に安安全全装装置置の調調整整

をせず作作業業を行行いいププレレスス機機械械に手をは
さまれた事故（岩瀬プレス工場事件） 

 安安全全装装置置が輸出向けについているが国
内向けにはついていないダブルスタン
ダード（丸鋸切断機損害賠償請求事件） 

 S02 について、「認識」と「重要」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 作業主任者の重重要要性を再認認識識 
 S03 について、「事例」「年」「月」の 3
つのノードからなる S08 および「丸鋸」な
どが含まれる S09 の 2 つの S とはノード
「事件（S03）」から複数のつらなりがある

ことから、S03 と S08、S09 をひとまとま
りのものとして解釈を試みた。「事件
（S03）」を中心に原文を参照しつつその他
のノードも合わせ総合的に解釈したところ、
S03 と S08、S09 がまとまって表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 今回扱った事事例例（JJCCOO 東東海海村臨臨界界事事

故故、岩岩瀬瀬ププレレスス工工業業事事件件、丸丸鋸鋸切切断断機
損損害害賠賠償償請請求求事事件件） 

 S04 について、「手順」と「効率」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 効効率率優先で認可を受けた手手順順を守らず

作業（JCO 東海村臨界事故） 
 S05 について、「考える」と「負う」の
２つのみからなっており、この 2 つの語に
ついて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 作業者が負負ううべき責任（過失相殺に関

連して） 
 S06 について、「責任」と「製造」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 製製造造物責責任任（丸鋸切断機損害賠償請求

事件） 
 S07 について、最も大きいノードである
「管理」に、「安全管理者」「安全衛生」
「総括」が直接つらなっている。また比較
的大きなノードである「事業」には、「安
全管理者」と「安全衛生」が直接つらなっ
ている。これらのノードについて原文を参
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

照しつつ総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 安安全全管管理理者者より事事業業所長であった総総括括

安安全全衛衛生生管管理理者に重い責任が問われた
（JCO 東海村臨界事故） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

照しつつ総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 安安全全管管理理者者より事事業業所長であった総総括括

安安全全衛衛生生管管理理者に重い責任が問われた
（JCO 東海村臨界事故） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

同じく第 4 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）953、出現回数の平均 2.9、出現回
数の標準偏差 8.5）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 5、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
62）。 
図 62 で最も多くのノード（15 個）から

なる S01 について、「JCO」「東海」「臨界」
といったノード（語）が含まれていたこと
から、JCO 東海村臨界事故についての内容
が含まれると思われた。このことを念頭に
置き、原文を参照しつつその他のノードも
合わせ総合的に解釈したところ、当該 Sが
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 経営側に製製造造ココスストト削減を求められ安

全が軽軽視視された事事例例（JJCCOO 東東海海村臨臨
界界事事故故） 

2 番目に多くのノード（10 個）からなる
S02について、最も大きなノードである
「安全」には「必要」「教育」「重要」とい
ったノードが直接つらなっていることから、
安全教育についての内容が含まれると思わ
れた。このことを念頭に置き、原文を参照
しつつその他のノードも合わせ総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 安安全全教教育育が重重要要、その必必要要性や管管理理責責

任任を事事業業者に認認識識させること 
S03について、当該 Sを構成するノード

について原文を参照しつつ総合的に解釈し
たところ、当該 S が表現しているトピック

は下記 2 つのように思われた。内容からは、
JCO 東海村臨界事故についてのことと考え
られる。 
 現現場場を知らない総総括括安全衛生管理者 
 （監督官庁が複数あり）安安衛衛法法のみで

は対対応応が難難ししいいケース 
S04について、最も大きいノードである

「作業」には「メーカー」が直接つらなっ
ており、その「メーカー」には「設計」と
「判断」が直接つらなっていることから、
作業機械等のメーカーについての内容と思
われた。このことを念頭に置き、原文を参
照しつつその他のノードも合わせ総合的に
解釈したところ、当該 Sが表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 安全のための装装備備、機械設設計計（作作業業機

械等メメーーカカーーに求められること） 
 S05 について、「知識」と「職場」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したが、当該
S が表現するトピックを一意にまとめるこ
とは困難なように思われたため、S05 につ
いての解釈は行わなかった。同様に 2 つの
みのノードから構成される S08（「重視」
と「気づく」）および S10（「契約」と「関
係」）についても、これらの S が表現する
トピックを一意にまとめることは困難なよ
うに思われたため、S08 と S10 についても
解釈は行わなかった。 
その他の 3 つ以上のノードから構成され

る S について解釈を行う。S06 について、
最も大きいノード「守る」には「ルール」
が直接つらなっており、この 2 つの語を中
心に原文を参照しつつその他のノードも合
わせ総合的に解釈したところ、当該 S が表
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

同じく第 4 回研修（オンライン）の 2 つ
目の質問「②今回の講座で扱ったことにつ
いて、印象に残ったこと、勉強になったと
思うことについて記してください。」とい
う問いへの自由記述回答データ（異なり語
数（n）953、出現回数の平均 2.9、出現回
数の標準偏差 8.5）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は文、最小出現数 5、
Jaccard 係数上位 60 語）を作成した（図
62）。 
図 62 で最も多くのノード（15 個）から

なる S01 について、「JCO」「東海」「臨界」
といったノード（語）が含まれていたこと
から、JCO 東海村臨界事故についての内容
が含まれると思われた。このことを念頭に
置き、原文を参照しつつその他のノードも
合わせ総合的に解釈したところ、当該 Sが
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 経営側に製製造造ココスストト削減を求められ安

全が軽軽視視された事事例例（JJCCOO 東東海海村臨臨
界界事事故故） 

2 番目に多くのノード（10 個）からなる
S02について、最も大きなノードである
「安全」には「必要」「教育」「重要」とい
ったノードが直接つらなっていることから、
安全教育についての内容が含まれると思わ
れた。このことを念頭に置き、原文を参照
しつつその他のノードも合わせ総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 安安全全教教育育が重重要要、その必必要要性や管管理理責責

任任を事事業業者に認認識識させること 
S03について、当該 Sを構成するノード

について原文を参照しつつ総合的に解釈し
たところ、当該 S が表現しているトピック

は下記 2 つのように思われた。内容からは、
JCO 東海村臨界事故についてのことと考え
られる。 
 現現場場を知らない総総括括安全衛生管理者 
 （監督官庁が複数あり）安安衛衛法法のみで

は対対応応が難難ししいいケース 
S04について、最も大きいノードである

「作業」には「メーカー」が直接つらなっ
ており、その「メーカー」には「設計」と
「判断」が直接つらなっていることから、
作業機械等のメーカーについての内容と思
われた。このことを念頭に置き、原文を参
照しつつその他のノードも合わせ総合的に
解釈したところ、当該 Sが表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 安全のための装装備備、機械設設計計（作作業業機

械等メメーーカカーーに求められること） 
 S05 について、「知識」と「職場」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したが、当該
S が表現するトピックを一意にまとめるこ
とは困難なように思われたため、S05 につ
いての解釈は行わなかった。同様に 2 つの
みのノードから構成される S08（「重視」
と「気づく」）および S10（「契約」と「関
係」）についても、これらの S が表現する
トピックを一意にまとめることは困難なよ
うに思われたため、S08 と S10 についても
解釈は行わなかった。 
その他の 3 つ以上のノードから構成され

る S について解釈を行う。S06 について、
最も大きいノード「守る」には「ルール」
が直接つらなっており、この 2 つの語を中
心に原文を参照しつつその他のノードも合
わせ総合的に解釈したところ、当該 S が表

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 人人はルルーールルがあっても守守ららなないい・ルルーー

ルルを守守るる基本の徹底 
S07 について、最も大きなノード「体制」

を中心に原文を参照しつつその他のノード
も合わせ総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 労労災災発発生生を防ぐ安全衛生管理体体制制をい

かに作作りりあげるか 
 S09 について、最も大きなノード「選

任」には「安全管理者」が直接つらなって
いることから、安全管理者の選任について
の内容が含まれているようにみられた。こ
のことを念頭に置き、原文を参照しつつそ
の他のノードも合わせ総合的に解釈したと
ころ、当該 S が表現しているトピックは下
記のように思われた。 
 義義務務であるから安安全全管管理理者者、作作業業主主任任

者者を選選任任するというのでなく、実際に
その責務を行行ええるる環環境境、企業風風土土があ
ることが重要 
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最後の第 5 回研修（対面）の「①今回の
講座で扱ったことを箇条書きでまとめてく
ださい。」という問いへの自由記述回答デ
ータ（異なり語数（n）1061、出現回数の
平均 4.3、出現回数の標準偏差 12.4）につ
いて、共起ネットワーク図（集計単位は文、
最小出現数 15、Jaccard 係数上位 60 語）
を作成した（図 63）。 
図 63 で最も多くのノード（11 個）から

なる S01 について、最も大きなノードのひ
とつである「業務」は「下請け」や「元請
け」と直接つらなっている他に、「指導」
「有機溶剤」「被告」「従業員」といった 4
つのノードと直接つらなっていることから、
「業務」および「業務」と直接つらなって
いる語を中心に原文での使われ方を確認し
つつ、その他のノードも合わせ総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 下下請請けけ（加加納納製製作作所所）の従従業業員員が元元請請

けけ会社（被被告告）の工工場場内でその指指導導を
受けつつ業務に従事している間に有有機機
溶溶剤剤による中毒症に罹患した事例（み
くに工業事件） 

S02について、最も大きなノードである
「規制」は「権限」と直接つらなっており、
さらにその「権限」は「労働者」「安衛法」
「保護」「国」といった 4つのノードと直
接つらなっていることから、「規制」と
「権限」の 2語を中心に原文での使われ方
を確認しつつ、その他のノードも合わせ総
合的に解釈したところ、当該 Sが表現して
いるトピックは下記のように思われた。 
 一人親親方方の労労働働者者性を認めた、アスベ

スト建材を扱う労労働働者者の保保護護に対する

国国の規規制制権権限限違反を認めた（建設アス
ベスト訴訟（神奈川）事件） 

S03について、最も大きなノードである
「石綿」は「建材」および「粉塵」と直接
つらなっており、さらに「粉塵」は「クロ
ム」と直接つらなっていることから、建設
アスベスト訴訟（神奈川）事件とみくに工
業事件に関する内容とみられた。その他の
ノードも合わせ総合的に解釈したところ、
当該 Sが表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 国と石石綿綿建建材材メーカーに対する損損害害賠

償請求（建設アスベスト訴訟（神奈川）
事件）、ククロロムム化合物製造を行う事事業業
者に対する損損害害賠償請求（日本化学工
業事件） 

なお、この S03 はノード「粉塵」を通じ
て S06 の「作業」とつらなっており、また
この S06 は「作業」と「行う」の 2 つのノ
ードのみからなっていたことから、S06 は
S03 と一体のものとして上記の解釈を行っ
た。 
 S04 について、「義務」と「措置」の２
つのみからなっており、この 2 つの語につ
いて原文での使われ方を確認したが、当該
S が表現するトピックを一意にまとめるこ
とは困難なように思われたため、S04 につ
いての解釈は行わなかった。同様に 2 つの
みのノードから構成される S08（「化学」
と「物質」）についても、この S08 が表現
するトピックを一意にまとめることは困難
なように思われたため、S08 についても解
釈は行わなかった。 
 S05 について、最も大きなノードである
「事件」に「みくに工業」「日本化学工業」
「建設」「訴訟」の 4 つのノードが直接つ
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

らなっていたことから、「事件」と「事件」
とつらなるノード（語）を中心に原文での
使われ方を確認したところ、この回で検討
した 3 事例についての様々な記述がみられ
た。よって当該 S については下記のように
まとめた。 
 この回で検討した 3 事例（日日本本化化学学工工

業業事事件件、みみくくにに工工業業事事件件、建建設設アアススベベ
スストト訴訴訟訟（神奈川）事事件件）について 

最後の S07 について、「昭和」「年」「月」
といったノード（語）が含まれることから、
この回で扱った判例の出典に関する記述に
ついての内容のように思われた。その他の
ノード「労働」「判例」も合わせ解釈した
ところ、当該 Sは判例出典についての記述
の反映と考えられたため、当該 S について
は下記のようにまとめた。 
 この回で検討した判判例例の出典 
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らなっていたことから、「事件」と「事件」
とつらなるノード（語）を中心に原文での
使われ方を確認したところ、この回で検討
した 3 事例についての様々な記述がみられ
た。よって当該 S については下記のように
まとめた。 
 この回で検討した 3 事例（日日本本化化学学工工

業業事事件件、みみくくにに工工業業事事件件、建建設設アアススベベ
スストト訴訴訟訟（神奈川）事事件件）について 

最後の S07 について、「昭和」「年」「月」
といったノード（語）が含まれることから、
この回で扱った判例の出典に関する記述に
ついての内容のように思われた。その他の
ノード「労働」「判例」も合わせ解釈した
ところ、当該 Sは判例出典についての記述
の反映と考えられたため、当該 S について
は下記のようにまとめた。 
 この回で検討した判判例例の出典 
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 同じく第 5 回研修（対面）の 2 つ目の質
問「②今回の講座で扱ったことについて、
印象に残ったこと、勉強になったと思うこ
とについて記してください。」という問い
への自由記述回答データ（異なり語数（n）
925、出現回数の平均 2.9、出現回数の標準
偏差 7.6）について、共起ネットワーク図
（集計単位は文、最小出現数 6、Jaccard
係数上位 60 語）を作成した（図 64）。 
図 64 で最も多くのノード（17 個）から

なる S01 について、S01 のノード「防止」
と S10 の「化学」は異なる S に属するもの
どうしであるが直接つらなっていることか
ら、S01 についての解釈においては S10 の
ノード（語）の内容も合わせて検討するこ
ととした。S01 の中で比較的大きなノード
「守る」と、S01の中で他のノードとの直
接のつらなりが最も多い（S10 の「化学」
とのつらなりも合わせれば 7個）「防止」
の 2つの語を中心に原文での使われ方を確
認しつつ、その他のノードも合わせ総合的
に解釈したところ、当該 S が表現している
トピックは下記 2つのように思われた。 
 従従業業員員を守守るるためには未然防防止止の考考ええ

方方が大大切切 
 化化学学物物質質は有有害害性不明のまま産産業業界で

使使わわれれており対対策策が難難ししいい 
 S02 について、S02 のノード「事故」と
S10の「使用」は異なる S に属するものど
うしであるが直接つらなっていることから、
S02も S10 のノード（語）の内容と合わせ
て検討することとした。S02 のうちで最も
大きなノードである「管理」と「作業」の
2 語を中心に原文での使われ方を確認しつ
つ、その他のノードも合わせ総合的に解釈

したところ、当該 Sが表現しているトピッ
クは下記 2 つのように思われた。 
 危危なないいという感覚、リススククアアセセススメメンン

トトが重重要要 
 下下請請けけの関関係係があれば労労災災防止に必要

な対処はしてしかるべき（リリススクク創出
者管管理理責任負担原則） 

 S03 について、最も大きなノードである
「規制」には「国」が直接つらなっており、
「国」と「規制」の 2語を中心に原文での
使われ方を確認しつつ、その他のノードも
合わせ総合的に解釈したところ、当該 Sが
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 結結果果的には国国の規規制制の遅れについて認

められた（建建設設アアススベベスストト訴訟（神奈
川）事件） 

 S04 について、最も大きなノードである
「情報」を中心に原文での使われ方を確認
しつつ、その他のノードも合わせ総合的に
解釈したところ、当該 Sが表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 化学物質に関する事件について（情情報報

がなかった、情情報報を知知ららされなかった、
情情報報を理理解解しなかった、知知っってていて理理
解解していたが不安安全全行行動動した） 

 S05 について、ノード「保護」は「認識」
「労働者」「出来る」「被害」の 4つのノー
ドと直接つらなっていることから、この保
護」を中心に原文での使われ方を確認しつ
つ、その他のノードも合わせ総合的に解釈
したところ、当該 Sが表現しているトピッ
クは下記のように思われた。 
 職業上の健健康康被被害害について労労働働者者保保護護

の観点から判断がなされていると認認識識 
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 同じく第 5 回研修（対面）の 2 つ目の質
問「②今回の講座で扱ったことについて、
印象に残ったこと、勉強になったと思うこ
とについて記してください。」という問い
への自由記述回答データ（異なり語数（n）
925、出現回数の平均 2.9、出現回数の標準
偏差 7.6）について、共起ネットワーク図
（集計単位は文、最小出現数 6、Jaccard
係数上位 60 語）を作成した（図 64）。 
図 64 で最も多くのノード（17 個）から

なる S01 について、S01 のノード「防止」
と S10 の「化学」は異なる S に属するもの
どうしであるが直接つらなっていることか
ら、S01 についての解釈においては S10 の
ノード（語）の内容も合わせて検討するこ
ととした。S01 の中で比較的大きなノード
「守る」と、S01の中で他のノードとの直
接のつらなりが最も多い（S10 の「化学」
とのつらなりも合わせれば 7個）「防止」
の 2つの語を中心に原文での使われ方を確
認しつつ、その他のノードも合わせ総合的
に解釈したところ、当該 S が表現している
トピックは下記 2つのように思われた。 
 従従業業員員を守守るるためには未然防防止止の考考ええ

方方が大大切切 
 化化学学物物質質は有有害害性不明のまま産産業業界で

使使わわれれており対対策策が難難ししいい 
 S02 について、S02 のノード「事故」と
S10の「使用」は異なる S に属するものど
うしであるが直接つらなっていることから、
S02も S10 のノード（語）の内容と合わせ
て検討することとした。S02 のうちで最も
大きなノードである「管理」と「作業」の
2 語を中心に原文での使われ方を確認しつ
つ、その他のノードも合わせ総合的に解釈

したところ、当該 Sが表現しているトピッ
クは下記 2 つのように思われた。 
 危危なないいという感覚、リススククアアセセススメメンン

トトが重重要要 
 下下請請けけの関関係係があれば労労災災防止に必要

な対処はしてしかるべき（リリススクク創出
者管管理理責任負担原則） 

 S03 について、最も大きなノードである
「規制」には「国」が直接つらなっており、
「国」と「規制」の 2語を中心に原文での
使われ方を確認しつつ、その他のノードも
合わせ総合的に解釈したところ、当該 Sが
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 結結果果的には国国の規規制制の遅れについて認

められた（建建設設アアススベベスストト訴訟（神奈
川）事件） 

 S04 について、最も大きなノードである
「情報」を中心に原文での使われ方を確認
しつつ、その他のノードも合わせ総合的に
解釈したところ、当該 Sが表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 化学物質に関する事件について（情情報報

がなかった、情情報報を知知ららされなかった、
情情報報を理理解解しなかった、知知っってていて理理
解解していたが不安安全全行行動動した） 

 S05 について、ノード「保護」は「認識」
「労働者」「出来る」「被害」の 4つのノー
ドと直接つらなっていることから、この保
護」を中心に原文での使われ方を確認しつ
つ、その他のノードも合わせ総合的に解釈
したところ、当該 Sが表現しているトピッ
クは下記のように思われた。 
 職業上の健健康康被被害害について労労働働者者保保護護

の観点から判断がなされていると認認識識 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 S06 について、最も大きなノード「安全
衛生」には「労働」が直接つらなっている
ことから「労働安全衛生」というフレーズ
を中心に原文での使われ方を確認しつつ、
その他のノードも合わせ総合的に解釈した
ところ、当該 Sが表現しているトピックは
下記のように思われた。 
 下請けへの仕仕事事の依頼についても発注

者側に下請け側の労労働働安安全全衛衛生生の確保
が求められる 

 S07 について、「自身」「研修」「今回」
「事例」の 4つのノードからなっており、
これらの語について原文での使われ方を確
認したところ、今回の研修で扱った事例に
ついて様々に記述されていること自体が表
現されているように思われた。したがって
当該 Sについては次のようにまとめた。 
 今今回回の研研修修で扱った事事例例について 
 S08 について、「現場」「法」「対応」の
３つのノードからなっており、これらの原
文での使われ方を確認しつつ、総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 現現場場では法法規制にとどまらない対対応応が

大事 
 最後の S09 について、「責任」と「問う」
の２つのみからなっており、この 2 つの語
について原文での使われ方を確認したとこ
ろ、当該 Sが表現しているトピックは下記
のように思われた。 
 法規制がなくても企業の責責任任が問問わわれれ

るることがある 
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7.3. 研修修了直後（After）調査の自

由記述回答の質的分析 

 研修修了直後（After）調査では、選択
肢式の質問（問題解決能力測定尺度 24 項
目）に続き、「研修修了後の現在、当初研
修後に得られると期待していたもののうち、
期待通り・あるいは期待以上に達成できた
と思うことについて教えてください。」「反
対に、当初期待していたもののうち、期待
通りでなかった・期待が外れたと思うこと
について教えてください。」「本研修全体を
ふりかえり、自分の業務に活用できると思
われることについて記してください。」「本
研修全体をふりかえり、印象に残ったこと、
（業務にすぐに活用できるかどうか分から
ないが）勉強になったと思うことについて
記してください。」といった 4つの自由記
述回答形式の質問を行った。 
 まず「研修修了後の現在、当初研修後に
得られると期待していたもののうち、期待
通り・あるいは期待以上に達成できたと思
うことについて教えてください。」という
問いへの自由記述回答データ（異なり語数
（n）373、出現回数の平均 2.1、出現回数
の標準偏差 3.1）について、共起ネットワ
ーク図（集計単位は H5、最小出現数 3、
Jaccard 係数 0.2 以上、最小スパニングツ
リーのみを描画）を作成した（図 65）。 
 図 65 の S01 について、最も大きいノー
ドである「安全」には「法律」と「知る」
がつらなり、「知る」はさらに「裁判官」
につらなっている。「裁判官」はさらに 4
つのノード（「考える」「大きい」「判決」
「認識」）それぞれにつらなりハブのよう

な形になっていることから、「裁判官」を
中心に、その他のノードも合わせて総合的
に解釈したところ、当該 S が表現している
トピックは下記のように思われた。 
 様々な立立場場の人と交交流流し、裁裁判判の判判決決

を通じ裁裁判判官官がどのように考考ええるるか、
安安全全に関する法法律律の考え方を知知るること
ができたのは大大ききいい 

 S02 について、最も大きいノードである
「判例」と「学ぶ」は互いにつらなってお
り、判例を学ぶことについての内容が中心
的とみられた。その他のノードも合わせて
総合的に解釈すると当該サブグラフが表現
しているトピックは下記のように思われた。 
 判判例例を通じ法法令令の示す事事故故防防止止につい

て学学べべ、今今後後のためになると思思うう 
 S03 について、最も大きいノードである
「感じる」と「出来る」は互いにつらなり、
その「出来る」は「グループ」と「ワーク」
がつらなっていることからグループワーク
により出来たこと・感じたことへの言及と
思われた。その他のノードも合わせて総合
的に解釈すると当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 ググルルーーププワワーーククで他職職種種の専専門門的な視視

点点を知る・感感じじるることが出出来来たた 
 S04 について、最も大きいノードである
「法」には「実際」が直接つらなり、その
「実際」には「研修」、「事例」と順番につ
らなっていることなどを総合的に解釈する
と当該 S が表現しているトピックは下記の
ように思われた。 
 研研修修で実実際際の事事例例検検討討を通じて法法の知知

識識や考考ええ方方を学ぶことができた 
 S05 について、「安衛法」「理解」「安全
衛生」「得る」「期待」と一連のノードが数
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珠つなぎのようにつらなっており、これら
のノード（語）が使われる文脈などを総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 安安衛衛法法を学び安安全全衛衛生生に関する理理解解を

期期待待以上に得得たた 
 S06 について、最も大きいノードである
「先生」には「具体」が直接つらなり、そ
の「具体」には「労働」と「解釈」がそれ
ぞれつらなっており、その他のノード「責
任」なども合わせ総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 先先生生方から労労働働安全衛生の責責任任範囲に

ついて具具合合的な解解釈釈を聴けたこと 
 最後の S07 について、最も大きいノード
である「労災」には「関わる」がつらなり、
その「関わる」は「マインド」と「成果」
にもつらなり、合計 3 つのノードのハブと
なっているようであった。この「関わる」
に着目しつつその他のノードも合わせ総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記 2 つのように思われた。 
 普段関関わわるることのなないい社社労労士士の方と出

会えたことが成成果果 
 労労災災防止に関関わわるるママイインンドドを得た
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珠つなぎのようにつらなっており、これら
のノード（語）が使われる文脈などを総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 安安衛衛法法を学び安安全全衛衛生生に関する理理解解を
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 S06 について、最も大きいノードである
「先生」には「具体」が直接つらなり、そ
の「具体」には「労働」と「解釈」がそれ
ぞれつらなっており、その他のノード「責
任」なども合わせ総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 先先生生方から労労働働安全衛生の責責任任範囲に

ついて具具合合的な解解釈釈を聴けたこと 
 最後の S07 について、最も大きいノード
である「労災」には「関わる」がつらなり、
その「関わる」は「マインド」と「成果」
にもつらなり、合計 3 つのノードのハブと
なっているようであった。この「関わる」
に着目しつつその他のノードも合わせ総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記 2 つのように思われた。 
 普段関関わわるることのなないい社社労労士士の方と出

会えたことが成成果果 
 労労災災防止に関関わわるるママイインンドドを得た
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 続いて 2 つ目の問い「反対に、当初期待
していたもののうち、期待通りでなかっ
た・期待が外れたと思うことについて教え
てください。」への自由記述回答データ（異
なり語数（n）334、出現回数の平均 2.0、
出現回数の標準偏差 2.8）について、共起
ネットワーク図（集計単位は H5、最小出
現数 3、出現数上位 44 語、最小スパニン
グツリーのみを描画）を作成した（図 66）。 
 S01 は含まれるノード数が最も多く（12
個）、複数のトピックが含まれる可能性を
考えて解釈を行った。ノード「知識」は当
該 S で比較的大きく、かつ「自分」「受講」
「行う」の 3 つのノードがつらなり、当該
S の中でハブとなっているようにみえたた
め、この「知識」ノードを中心に他のノー
ドも合わせ総合的に解釈を行った。当該サ
ブグラフが表現しているトピックは下記 2
つにまとめられるように思われた。 
 今後安安全全衛衛生生の業業務務を担担当当するかと思

い受受講講したが、研研修修では自自分分と他の参
加者との経経験験や知知識識の差を感感じじたた 

 講講義義内内容容はある程度の知知識識があること
を前提として行行わわれれていたように感感じじ
たた 

 S02 について、「期待」と「外れ」の 2
つが含まれており、質問内容に直結するよ
うな内容である可能性を念頭に置き、
KWIC コンコーダンスにより原文を参照し
つつ含まれるノードを総合的に解釈したと
ころ、当該サブグラフが表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 期期待待外外れれというほどではないが、ググルル

ーーププでの意意見見交交換換による学学びびや関係性
の構築をもう少し深くできれば良良かかっっ
たた 

 S03 について、最も大きいノードは「事
例」、次に大きいノードは「機会」であっ
たことから、この 2 つを中心としつつ、そ
の他のノードも合わせて総合的に解釈した
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記 2 つのように思われた。 
 製製造造業業の事事例例がもう少し欲しかった 
 参加者どうしワワーークク以外の話話をする機機

会会ももう少しあればよかった 
 S04 について、最も大きいノードは「安
衛法」と「判例」であったことから、この
2 つを中心としつつ、その他のノードも合
わせて総合的に解釈したところ、当該 S が
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 今今回回は過去の判判例例を扱ったが、難難ししいい

かもしれないが安安衛衛法法をめぐる現状の
問問題題や今後の課課題題についても議論でき
たらと思った 

 S05 について、ノード「差」は「会社」
「参加」「取り上げる」の 3 つのノードと
直接つらなっており当該 S のハブとなって
いるようにみえたため、「差」という語を
念頭に置きその他のノードも合わせて総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 他の参参加加者との知識と経験の差差や、自

分の会会社社との差差を感じた 
 最後の S06 は「議論」「討議」「判決」の
3 つから構成されており、KWIC コンコー
ダンスを用い原文も参照しつつ総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 判判決決についての議議論論・討討議議についての

感想（どちらかといえばネガティブ寄
り） 

分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

 

図
 6

6 
当
初
期
待
し
て
い
た
も
の
の
う
ち
、
期
待
通
り
で
な
か
っ
た
・
期
待
が
外
れ
た
と
思
う
こ
と

 

 

S0
1 

今
後
安
全
衛
生
の
業
務
を
担
当
す

る
か
と
思
い
受
講
し
た
が
、
研
修

で
は
自
分
と
他
の
参
加
者
と
の
経

験
や
知
識
の
差
を
感
じ
た

 
講
義
内
容
は
あ
る
程
度
の
知
識
が

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ

て
い
た
よ
う
に
感
じ
た

 

S0
2 

期
待
外
れ
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
グ
ル
ー
プ

で
の
意
見
交
換
に
よ
る
学
び
や
関
係
性
の
構
築
を

も
う
少
し
深
く
で
き
れ
ば
良
か
っ
た

 

S0
3 

製
造
業
の
事
例
が
も
う
少
し
欲
し
か
っ
た

 
参
加
者
ど
う
し
ワ
ー
ク
以
外
の
話
を
す
る

機
会
も
も
う
少
し
あ
れ
ば
よ
か
っ
た

 
S0

4 
今
回
は
過
去
の
判
例

を
扱
っ
た
が
、
難
し

い
か
も
し
れ
な
い
が

安
衛
法
を
め
ぐ
る
現

状
の
問
題
や
今
後
の

課
題
に
つ
い
て
も
議

論
で
き
る
と
よ
い
と

思
う

 

S0
5 

他
の
参
加
者
と
の
知
識
と
経
験
の
差
や
、

自
分
の
会
社
と
の
違
い
を
感
じ
た

 

S0
6 

判
決
に
つ
い
て
の
議

論
・
討
議
に
つ
い
て

の
感
想
（
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
寄
り
）

 

－3440－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 続いて 2 つ目の問い「反対に、当初期待
していたもののうち、期待通りでなかっ
た・期待が外れたと思うことについて教え
てください。」への自由記述回答データ（異
なり語数（n）334、出現回数の平均 2.0、
出現回数の標準偏差 2.8）について、共起
ネットワーク図（集計単位は H5、最小出
現数 3、出現数上位 44 語、最小スパニン
グツリーのみを描画）を作成した（図 66）。 
 S01 は含まれるノード数が最も多く（12
個）、複数のトピックが含まれる可能性を
考えて解釈を行った。ノード「知識」は当
該 S で比較的大きく、かつ「自分」「受講」
「行う」の 3 つのノードがつらなり、当該
S の中でハブとなっているようにみえたた
め、この「知識」ノードを中心に他のノー
ドも合わせ総合的に解釈を行った。当該サ
ブグラフが表現しているトピックは下記 2
つにまとめられるように思われた。 
 今後安安全全衛衛生生の業業務務を担担当当するかと思

い受受講講したが、研研修修では自自分分と他の参
加者との経経験験や知知識識の差を感感じじたた 

 講講義義内内容容はある程度の知知識識があること
を前提として行行わわれれていたように感感じじ
たた 

 S02 について、「期待」と「外れ」の 2
つが含まれており、質問内容に直結するよ
うな内容である可能性を念頭に置き、
KWIC コンコーダンスにより原文を参照し
つつ含まれるノードを総合的に解釈したと
ころ、当該サブグラフが表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 期期待待外外れれというほどではないが、ググルル

ーーププでの意意見見交交換換による学学びびや関係性
の構築をもう少し深くできれば良良かかっっ
たた 

 S03 について、最も大きいノードは「事
例」、次に大きいノードは「機会」であっ
たことから、この 2 つを中心としつつ、そ
の他のノードも合わせて総合的に解釈した
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記 2 つのように思われた。 
 製製造造業業の事事例例がもう少し欲しかった 
 参加者どうしワワーークク以外の話話をする機機

会会ももう少しあればよかった 
 S04 について、最も大きいノードは「安
衛法」と「判例」であったことから、この
2 つを中心としつつ、その他のノードも合
わせて総合的に解釈したところ、当該 S が
表現しているトピックは下記のように思わ
れた。 
 今今回回は過去の判判例例を扱ったが、難難ししいい

かもしれないが安安衛衛法法をめぐる現状の
問問題題や今後の課課題題についても議論でき
たらと思った 

 S05 について、ノード「差」は「会社」
「参加」「取り上げる」の 3 つのノードと
直接つらなっており当該 S のハブとなって
いるようにみえたため、「差」という語を
念頭に置きその他のノードも合わせて総合
的に解釈したところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 他の参参加加者との知識と経験の差差や、自

分の会会社社との差差を感じた 
 最後の S06 は「議論」「討議」「判決」の
3 つから構成されており、KWIC コンコー
ダンスを用い原文も参照しつつ総合的に解
釈したところ、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 判判決決についての議議論論・討討議議についての

感想（どちらかといえばネガティブ寄
り） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 続いて 3 つ目の問い「本研修全体をふり
かえり、自分の業務に活用できると思われ
ることについて記してください。」への自
由記述回答データ（異なり語数（n）442、
出現回数の平均 2.3、出現回数の標準偏差
4.4）について、共起ネットワーク図（集
計単位は H5、最小出現数 4、Jaccard 係数
0.2 以上、最小スパニングツリーのみを描
画）を作成した（図 67）。 

S01 について、最も大きいノードは「判
例」と「安全衛生」でありこの 2 つは互い
に直接つらなっている。またこの「判例」
は「考える」と「解釈」ともつらなってい
ることから、判例の解釈や判例を考えるこ
とが中心的な内容になりそうなことを念頭
に置き、その他のノードも合わせて総合的
に解釈すると、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 法法の条条文文の表面的な解解釈釈でなく判判例例を

もとに安安衛衛法法の趣旨を考考ええたた事故防防止止、
安安全全衛衛生生活活動動をしていきたい 

 S02 について、最も大きいノードは「作
業」で、このノードには「リスク」がつら
なっていることや、その他のノードも合わ
せて総合的に解釈したところ、当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 会会社社に責責任任が問われることも踏まえた

作作業業リリススククの社社内内に対する説説明明に活用
したい 

 S03 について、最も大きいノードは「管
理」と「リスクアセスメント」の 2 つであ
り、その他のノード「指導」「教育」「伝え
る」も合わせて総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 

 リスク管管理理、リリススククアアセセススメメンントト、指指
導導や教教育育訓練の実実施施に活用したい 

 S04 について、最も大きいノード「法律」
は「守る」「過去」とつらなっており、さ
らに「過去」は「事例」とつらなっている
ことなどを合わせ総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 単に法法律律を守守るるというのではなく過過去去

の事事例例も調べてみることができるよう
になったと思思うう 

 S05 について、ノード「物質」は「化学」
「必要」「危険」と 3 つのノードと直接つ
らなっており、当該 S の示す内容の中心と
なっているようにみえた。その他のノード
も合わせ総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 労働者の立立場場で化化学学物物質質の危危険険性を考

慮し必必要要な対処をする 
最後の S07 について、最も大きいノード

は「安全」であり、「労災」とつらなって
いることから安全や労災が当該 S の示す内
容の中心となっているようにみえた。その
他のノードも合わせ総合的に解釈したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは下記
のように思われた。 
 安安全全対対策策や労労災災防止について法法令令にも

とづいた企企業業への説明 
 

－3442－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 続いて 3 つ目の問い「本研修全体をふり
かえり、自分の業務に活用できると思われ
ることについて記してください。」への自
由記述回答データ（異なり語数（n）442、
出現回数の平均 2.3、出現回数の標準偏差
4.4）について、共起ネットワーク図（集
計単位は H5、最小出現数 4、Jaccard 係数
0.2 以上、最小スパニングツリーのみを描
画）を作成した（図 67）。 

S01 について、最も大きいノードは「判
例」と「安全衛生」でありこの 2 つは互い
に直接つらなっている。またこの「判例」
は「考える」と「解釈」ともつらなってい
ることから、判例の解釈や判例を考えるこ
とが中心的な内容になりそうなことを念頭
に置き、その他のノードも合わせて総合的
に解釈すると、当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 法法の条条文文の表面的な解解釈釈でなく判判例例を

もとに安安衛衛法法の趣旨を考考ええたた事故防防止止、
安安全全衛衛生生活活動動をしていきたい 

 S02 について、最も大きいノードは「作
業」で、このノードには「リスク」がつら
なっていることや、その他のノードも合わ
せて総合的に解釈したところ、当該 S が表
現しているトピックは下記のように思われ
た。 
 会会社社に責責任任が問われることも踏まえた

作作業業リリススククの社社内内に対する説説明明に活用
したい 

 S03 について、最も大きいノードは「管
理」と「リスクアセスメント」の 2 つであ
り、その他のノード「指導」「教育」「伝え
る」も合わせて総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 

 リスク管管理理、リリススククアアセセススメメンントト、指指
導導や教教育育訓練の実実施施に活用したい 

 S04 について、最も大きいノード「法律」
は「守る」「過去」とつらなっており、さ
らに「過去」は「事例」とつらなっている
ことなどを合わせ総合的に解釈したところ、
当該 S が表現しているトピックは下記のよ
うに思われた。 
 単に法法律律を守守るるというのではなく過過去去

の事事例例も調べてみることができるよう
になったと思思うう 

 S05 について、ノード「物質」は「化学」
「必要」「危険」と 3 つのノードと直接つ
らなっており、当該 S の示す内容の中心と
なっているようにみえた。その他のノード
も合わせ総合的に解釈したところ、当該 S
が表現しているトピックは下記のように思
われた。 
 労働者の立立場場で化化学学物物質質の危危険険性を考

慮し必必要要な対処をする 
最後の S07 について、最も大きいノード

は「安全」であり、「労災」とつらなって
いることから安全や労災が当該 S の示す内
容の中心となっているようにみえた。その
他のノードも合わせ総合的に解釈したとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは下記
のように思われた。 
 安安全全対対策策や労労災災防止について法法令令にも

とづいた企企業業への説明 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 最後の 4 つ目の問い「本研修全体をふり
かえり、印象に残ったこと、（業務にすぐ
に活用できるかどうか分からないが）勉強
になったと思うことについて記してくださ
い。」への自由記述回答データ（異なり語
数（n）612、出現回数の平均 2.2、出現回
数の標準偏差 4.4）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は H5、最小出現数 4、
Jaccard 係数 0.2 以上、最小スパニングツ
リーのみを描画）を作成した（図 68）。 
 S01 について、13のノードからなる最も
大きい S であり、ノード「先生」を中心に
枝分かれするような形状であったため、複
数のトピックが含まれる可能性を考えなが
ら、総合的に解釈を行ったところ当該 S が
表現しているトピックは下記 4 つのように
思われた。 
 三三柴柴先先生生のおお話話 
 色々な職職種種の方とおお話話できた 
 判例を学ぶ機機会会を得て勉勉強強になった 
 安安全全に関するルルーールルを作った人と使使うう

人の想いを知知りり職職場場・現現場場で活かす 
 S02 について、最も大きなノードである
「安全衛生」は「得る」とつらなり、その
「得る」は「知識」と「専門」につらなっ
ており、原文での使われ方も参照したとこ
ろ、安全衛生について専門家の知識を得る
という内容のようであった。その他のノー
ドも合わせ総合的に解釈したところ、当該
S が表現しているトピックは下記 3 つのよ
うに思われた。 
 判判決決について学び法解解釈釈は場場合合により

幅があることを知った 
 化学物物質質には規制されていないものも

多い 
 安安全全衛衛生生には専専門門家の知知識識を得得るる必要

性 
 S03 について、最も大きなノードは「研
修」であり、他にも「受ける」「参加」と
いったノードが含まれることから、研修を
受けることや研修参加者についての内容で
はないかとみられた。その他のノードも合
わせ総合的に解釈を行ったところ当該 S が
表現しているトピックは下記 2 つのように
思われた。なお、ノード「本当に」は「研
修を受けて本当によかった」という趣旨の
記述を反映しているようであった。 
 参参加加者の意意識識の高高ささを感感じじたた 
 会会社社の労労働働安全衛生の意意識識を高高めめるるた

めに何をすべきか 
 S04 について、最も大きなノードは「重
要」と「必要」の 2 つであり、この 2 つと
も「教育」につらなっていることから、教
育の重要性・必要性について表現されてい
るようにみられた。原文も参照しつつその
他のノードも合わせ総合的に解釈を行った
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記 2 つのように思われた。 
 リリススクク創出者管管理理責責任任負担の原則 
 教教育育の重重要要性・必必要要性 
 S05 について、最も大きなノードは「法」
と「人」の 2 つであった。この 2 つの語に
ついて原文も参照しつつその他のノードも
合わせ総合的に解釈を行ったところ、当該
S が表現しているトピックは下記のように
思われた。 
 「生生ききたた法法とは、法法の作作りり手と使い手

の思思いいと悩みを汲む考え方」を業業務務で
活かしていきたい 

 最後の S06 について、最も大きなノード
は「法律」と「考え方」の 2 つであった。
この 2 つの語について原文も参照しつつそ
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 最後の 4 つ目の問い「本研修全体をふり
かえり、印象に残ったこと、（業務にすぐ
に活用できるかどうか分からないが）勉強
になったと思うことについて記してくださ
い。」への自由記述回答データ（異なり語
数（n）612、出現回数の平均 2.2、出現回
数の標準偏差 4.4）について、共起ネット
ワーク図（集計単位は H5、最小出現数 4、
Jaccard 係数 0.2 以上、最小スパニングツ
リーのみを描画）を作成した（図 68）。 
 S01 について、13のノードからなる最も
大きい S であり、ノード「先生」を中心に
枝分かれするような形状であったため、複
数のトピックが含まれる可能性を考えなが
ら、総合的に解釈を行ったところ当該 S が
表現しているトピックは下記 4 つのように
思われた。 
 三三柴柴先先生生のおお話話 
 色々な職職種種の方とおお話話できた 
 判例を学ぶ機機会会を得て勉勉強強になった 
 安安全全に関するルルーールルを作った人と使使うう

人の想いを知知りり職職場場・現現場場で活かす 
 S02 について、最も大きなノードである
「安全衛生」は「得る」とつらなり、その
「得る」は「知識」と「専門」につらなっ
ており、原文での使われ方も参照したとこ
ろ、安全衛生について専門家の知識を得る
という内容のようであった。その他のノー
ドも合わせ総合的に解釈したところ、当該
S が表現しているトピックは下記 3 つのよ
うに思われた。 
 判判決決について学び法解解釈釈は場場合合により

幅があることを知った 
 化学物物質質には規制されていないものも

多い 
 安安全全衛衛生生には専専門門家の知知識識を得得るる必要

性 
 S03 について、最も大きなノードは「研
修」であり、他にも「受ける」「参加」と
いったノードが含まれることから、研修を
受けることや研修参加者についての内容で
はないかとみられた。その他のノードも合
わせ総合的に解釈を行ったところ当該 S が
表現しているトピックは下記 2 つのように
思われた。なお、ノード「本当に」は「研
修を受けて本当によかった」という趣旨の
記述を反映しているようであった。 
 参参加加者の意意識識の高高ささを感感じじたた 
 会会社社の労労働働安全衛生の意意識識を高高めめるるた

めに何をすべきか 
 S04 について、最も大きなノードは「重
要」と「必要」の 2 つであり、この 2 つと
も「教育」につらなっていることから、教
育の重要性・必要性について表現されてい
るようにみられた。原文も参照しつつその
他のノードも合わせ総合的に解釈を行った
ところ、当該 S が表現しているトピックは
下記 2 つのように思われた。 
 リリススクク創出者管管理理責責任任負担の原則 
 教教育育の重重要要性・必必要要性 
 S05 について、最も大きなノードは「法」
と「人」の 2 つであった。この 2 つの語に
ついて原文も参照しつつその他のノードも
合わせ総合的に解釈を行ったところ、当該
S が表現しているトピックは下記のように
思われた。 
 「生生ききたた法法とは、法法の作作りり手と使い手

の思思いいと悩みを汲む考え方」を業業務務で
活かしていきたい 

 最後の S06 について、最も大きなノード
は「法律」と「考え方」の 2 つであった。
この 2 つの語について原文も参照しつつそ
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の他のノードも合わせ総合的に解釈を行っ
たところ、当該 S が表現しているトピック
は下記のように思われた。 
 判判例例を通じ学んだ法法律律の考考ええ方方を今今後後

どのように活用してゆくか考考ええたたいい  
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7.4. フォローアップ（Follow-up）調

査の自由記述回答の質的分析 

 フォローアップ（Follow-up）調査では、
尋ね方を一部改変した問題解決能力測定尺
度（選択肢式質問、24 項目）を実施した
ほか、本研修で学んだことにより、その後
自身の仕事のやり方やアプローチに変化が
あったと思うか、「思う」「まあ思う」「ど
ちらともいえない」「あまり思わない」「思
わない」という 5 つの選択肢で尋ねた。さ
らにこの問いに対し「思う／まあ思う、と
お答えの場合、具体的にどのような変化が
あったか教えてください。」と、自由記述
回答形式で具体的な内容を尋ねた。これに
より得られた自由記述回答データ（異なり
語数（n）382、出現回数の平均 1.9、出現
回数の標準偏差 3.0）について、共起ネッ
トワーク図（集計単位は H5、最小出現数
3、出現数上位 56 語、最小スパニングツリ
ーのみを描画）を作成したものが図 69 で
ある。 
 S01 について、最も大きなノードは「法
的」で、「部門」と直接つらなっているが、
この「部門」は他にも「重要」「現場」「多
い」「問題」と計 5 つのノードとつらなっ
ていることから、「法的」と「部門」が中
心的な語と考え、他のノードも合わせ総合
的に解釈した。当該 S が表現しているトピ
ックは下記のように思われた。 
 人事や管理部部門門とともに現現場場も法法的的な

視視点点を持持ちち活活動動することが重重要要 
 S02 について、最も大きなノードである
「判例」は「学ぶ」「業務」「研修」「考え
る」「理解」と数珠つなぎのようにつらな

っており、これらのノードを総合的に解釈
を行ったところ、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 研研修修で学学んんだだことにより判判例例を調べ、

考考ええて業業務務にあたるようになった 
 S03 について、最も大きなノードは「安
全」は「実施」「衛生」「幅」「対応」「今」
と数珠つなぎのようにつらなっており、こ
れらのノードを総合的に解釈を行ったとこ
ろ、当該 S が表現しているトピックは下記
のように思われた。 
 今今までより安安全全衛衛生生の業業務務を自信をも

って実実施施・対対応応できるようになった 
 S04 について、最も大きなノード「安衛
法」を中心に、その他のノード（語）の原
文での使われ方も確認しつつ総合的に解釈
を行ったところ、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 安安衛衛法法（生きた法）の考考ええ方方を実実務務で

意意識識する機機会会が多くなった 
 S05 について、最も大きなノードは「指
導」であり、この「指導」は「行う」「請
負」とつらなっており、これらの語を中心
に原文での使われ方も確認しつつ総合的に
解釈を行ったところ、当該 S が表現してい
るトピックは下記のように思われた。 
 請請負負業業者者の指指導導など安全関係業務を法法

を踏まえより深深くく説得力をもって行行ええ
るるように 

 S06 は「自分」「今後」「自信」の 3 つの
ノードから構成されており、これらの語の
原文の使われ方を確認しつつ総合的に解釈
を行ったところ、当該 S が表現しているト
ピックは下記のように思われた。 
 今今後後も自自分分の業務を自自信信をもって行え

るようになった 
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 最後に、S07 は「社内」と「責任」、S08
も「安全管理者」と「衛生管理者」とそれ
ぞれ 2 つのノードから構成される小さな S
であった。これらのノード（語）の使われ
方を原文で確認したところ、この 2 つの S
（4 つのノード）は合わせて考えた方が解
釈が容易のように思われたため、そのよう
に解釈を行ったところ、S07 と S08 が表現
しているトピックは下記のように思われた。 
 社社内内の安安全全管管理理者者と衛衛生生管管理理者者に役割

と責責任任を伝えより機能させるようにな
った 
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 最後に、S07 は「社内」と「責任」、S08
も「安全管理者」と「衛生管理者」とそれ
ぞれ 2 つのノードから構成される小さな S
であった。これらのノード（語）の使われ
方を原文で確認したところ、この 2 つの S
（4 つのノード）は合わせて考えた方が解
釈が容易のように思われたため、そのよう
に解釈を行ったところ、S07 と S08 が表現
しているトピックは下記のように思われた。 
 社社内内の安安全全管管理理者者と衛衛生生管管理理者者に役割

と責責任任を伝えより機能させるようにな
った 
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Ｄ．考察およびE．結論 

 本研究で得られた研究結果から、次の 3
点を本研究の結論として挙げることができ
る。結論①：労働安全衛生関係者の問題解
決能力（予防＋事後解決）の向上を目指し
て実施された安全衛生法学研修（厚労科
研・日本産業保健法学会）について、当該
研修受講者（本研究の調査参加者）におけ
る研修効果（問題解決能力の向上）は、主
に経営者や職員への説得および関係者間で
意見が相違した場合の調整力、安全衛生の
向上につながる組織づくりといった面にお
いて有意な向上がみられた。結論②：研修
受講者（調査参加者）における研修に対す
る満足度も概ね高いものであった。結論
③：研修修了後ある程度経過した時点での
研修による効果は内容によりばらつきはあ
るものの、受講者（調査参加者）は各自の
業務を通して研修での学びをより深めてい
る可能性が示唆された。 
 まず上記の結論①について、問題解決能
力測定尺度 24 項目の合計スコアを求め、
この合計スコアの平均値について研修開始
前（Before）と研修修了直後（After）を比
較したところ、After で 3.5 ポイントの上
昇がみられたものの、統計的には有意な差
ではなく、合計スコアの比較からは研修に
よる効果は特に認められなかった。 
 次に問題解決能力尺度 24 項目それぞれ
について Before-After の平均値の比較を行
ったところ、24 項目中 7 項目で Before よ
りも After の方が有意に高い傾向であった。
これら有意な差がみられた 7 項目は、「⑪
所属先／支援先のトップ（経営層）・実権
者の理解や意欲に応じて、法制度や判例等

を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。」「⑫所属先／支援先に雇
用された一般職員の理解や意欲に応じて、
法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く
説得的に対策を働きかけられる。」といっ
た、経営者や職員への説得に関わるもの、
「⑭組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」といった、関係者間で意
見が相違した場合の調整力に関わるもの、
そして「⑮労災防止等に関する自分の業務
について改善案を示すことができる。」「⑯
組織の働きやすさ（心身の健康）の向上に
関する自分の業務の改善案を示せる。」「⑱
安全衛生上のリスクをあらかじめ把握した
上で適切に評価できる。」「⑲巡視等でリス
クを発見した際に関係者に直ちに必要な措
置を講じられる。」といった、安全衛生の
向上につながる組織づくりに関わるもの、
といった 3 つの側面にまとめられるようで
あった。つまり、この 3 つの側面（経営者
や職員への説得、関係者間で意見が相違し
た場合の調整力、安全衛生の向上につなが
る組織づくり）において、研修による問題
解決能力の向上効果が特に大きかったとい
える。 
 さらに問題解決能力尺度 24 項目につい
て、Before と After であまり変化のない項
目と変化のある項目が混在しているのでは
ないかと思われたため、因子分析を行った
ところ、全 24 項目は「安全衛生のリスク
管理と組織内連携」「職場環境改善と関係
者調整力」「組織内・外における法令遵守
と労働安全衛生活動」の 3 つの因子からな
ることがわかった。この 3 つの因子それぞ
れについて因子得点を求め Before-After の
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Ｄ．考察およびE．結論 

 本研究で得られた研究結果から、次の 3
点を本研究の結論として挙げることができ
る。結論①：労働安全衛生関係者の問題解
決能力（予防＋事後解決）の向上を目指し
て実施された安全衛生法学研修（厚労科
研・日本産業保健法学会）について、当該
研修受講者（本研究の調査参加者）におけ
る研修効果（問題解決能力の向上）は、主
に経営者や職員への説得および関係者間で
意見が相違した場合の調整力、安全衛生の
向上につながる組織づくりといった面にお
いて有意な向上がみられた。結論②：研修
受講者（調査参加者）における研修に対す
る満足度も概ね高いものであった。結論
③：研修修了後ある程度経過した時点での
研修による効果は内容によりばらつきはあ
るものの、受講者（調査参加者）は各自の
業務を通して研修での学びをより深めてい
る可能性が示唆された。 
 まず上記の結論①について、問題解決能
力測定尺度 24 項目の合計スコアを求め、
この合計スコアの平均値について研修開始
前（Before）と研修修了直後（After）を比
較したところ、After で 3.5 ポイントの上
昇がみられたものの、統計的には有意な差
ではなく、合計スコアの比較からは研修に
よる効果は特に認められなかった。 
 次に問題解決能力尺度 24 項目それぞれ
について Before-After の平均値の比較を行
ったところ、24 項目中 7 項目で Before よ
りも After の方が有意に高い傾向であった。
これら有意な差がみられた 7 項目は、「⑪
所属先／支援先のトップ（経営層）・実権
者の理解や意欲に応じて、法制度や判例等

を踏まえた上で分かり易く説得的に対策を
働きかけられる。」「⑫所属先／支援先に雇
用された一般職員の理解や意欲に応じて、
法制度や判例等を踏まえた上で分かり易く
説得的に対策を働きかけられる。」といっ
た、経営者や職員への説得に関わるもの、
「⑭組織内で安全衛生対策に関する関係者
の意見が分かれた場合の調整に自信をもっ
て取り組める。」といった、関係者間で意
見が相違した場合の調整力に関わるもの、
そして「⑮労災防止等に関する自分の業務
について改善案を示すことができる。」「⑯
組織の働きやすさ（心身の健康）の向上に
関する自分の業務の改善案を示せる。」「⑱
安全衛生上のリスクをあらかじめ把握した
上で適切に評価できる。」「⑲巡視等でリス
クを発見した際に関係者に直ちに必要な措
置を講じられる。」といった、安全衛生の
向上につながる組織づくりに関わるもの、
といった 3 つの側面にまとめられるようで
あった。つまり、この 3 つの側面（経営者
や職員への説得、関係者間で意見が相違し
た場合の調整力、安全衛生の向上につなが
る組織づくり）において、研修による問題
解決能力の向上効果が特に大きかったとい
える。 
 さらに問題解決能力尺度 24 項目につい
て、Before と After であまり変化のない項
目と変化のある項目が混在しているのでは
ないかと思われたため、因子分析を行った
ところ、全 24 項目は「安全衛生のリスク
管理と組織内連携」「職場環境改善と関係
者調整力」「組織内・外における法令遵守
と労働安全衛生活動」の 3 つの因子からな
ることがわかった。この 3 つの因子それぞ
れについて因子得点を求め Before-After の
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比較を行ったところ、「職場環境改善と関
係者調整力」について After の方が有意に
得点が高くなっており、職場環境改善と関
係者調整力に関する事柄について、研修に
よる向上効果があることが示された。これ
は先述の問題解決能力尺度 24 項目ごとの
平均値の比較から得られた結果とほぼ一致
している。 
 以上、問題解決能力測定尺度についての
量的な分析を基に研修効果について考察し
たが、続いて全 5 回の研修の調査参加者の
「ふりかえりミニレポート」の自由記述回
答データの質的分析から研修の効果につい
て述べる。 
 安全衛生法学研修（厚労科研・日本産業
保健法学会）においては、全 9 講座の e-
learning 講座に加え全 5 回の研修（対面 2
回、オンライン（Zoom）3 回）も行われ
た。全 5 回それぞれの研修の実施後に「ふ
りかえりミニレポート」として、「①今回
の講座で扱ったことを箇条書きでまとめて
ください。」「②今回の講座で扱ったことに
ついて、印象に残ったこと、勉強になった
と思うことについて記してください。」と
いった 2 つの自由記述回答形式の質問を行
い、これらの自由記述回答データの質的分
析（テキストマイニング・共起ネットワー
ク図）を行った。上記①の質問に対する回
答からは、受講者（調査参加者）が各回の
研修から何を学んだかの認識が、②の質問
からは受講者（調査参加者）の各回の研修
に対する個別的な感想や意見等が表現され
るという考えのもと質的分析を行ったとこ
ろ、全 5 回の研修は前期（第 1 回・第 2 回）
と後期（第 3 回～第 5 回）に分けられるよ
うに思われた。これは第 1 回と第 2 回が

（第 1 回が対面で第 2 回がオンラインの違
いはあるが）講義形式で実施され、第 3 回
から第 5 回は（第 3 回と第 4 回はオンライ
ン、第 5 回は対面の違いはあるが）事例
（判例）の解説とそれを踏まえてのグルー
プワークという研修の形式の違いによるも
のが大きいと思われた。 
 まず前期（第 1 回・第 2 回）の特徴とし
ては、①今回の講座で扱ったことの内容に
ついて、②今回の講座で印象に残ったこと、
勉強になったと思うこととして、自分なり
に解釈し理解しようとする姿勢がうかがえ
た。特に第 1 回では、法律を字句通り解釈
するのではなく、なぜその法律が存在する
のかを理解しようとする記述が多かった。
また第 1 回、第 2 回どちらの自由記述回答
からも判例を通して「生きた安全衛生法」
の理解を深める必要性を認識していること、
講義で示された安全衛生法の考え方（考え
るポイント）について感銘を受けているこ
とがうかがえた。 
 続いて後期（第 3 回～第 5 回）では、①
今回の講座で扱ったことの内容についての
記述は、各回で扱った事例（判例）につい
てのメモ・まとめ的な内容が中心であった。
これは後期のどの回でも同じ傾向であった
のに対し、②今回の講座で印象に残ったこ
と、勉強になったと思うこと、については
回ごとに内容が一部異なっているように見
受けられた。各回で扱った事例（判例）に
ついて自分なりに振り返り、感想や印象を
述べていることはどの回も同様であったが、
例えば第 3 回では初めてのグループワーク
による事例（判例）検討により自分とは異
なる立場からの意見が聞けたことと、それ
により得られた気づきを自分の職場でどの
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ように活かすかといった記述が特徴的であ
った。その他、第 4 回では「安全教育」
「安全衛生管理体制」「環境」「職場風土」
といったキーワードが多く見られ、労働災
害防止のために自分の職場ではどのように
アプローチすべきだろうかといったことを
自問している様子がうかがえた。第 5 回で
は「リスク創出者管理責任負担原則」に基
づいた、労働災害の未然防止やリスク低減
につながる具体的な記述が目立った。この
後期（第 3 回～第 5 回）の全体的な印象と
しては、事例（判例）を用いたグループワ
ークを取り入れた研修が進むにつれ、受講
者は単なる知識習得から、具体的な実務適
用への意識へと変化していることがうかが
えた。 
 以上述べた自由記述回答の質的分析の結
果のまとめと考察からは、全 5 回の研修を
通して受講者（調査参加者）は労働安全衛
生における問題解決に必要な知識やスキル、
考え方を（個人差はあるかもしれないが）
向上させることができたのではないかと考
えられる。 
 次に結論②（研修に対する満足度も概ね
高いものであった）については、研修受講
者（調査参加者）の研修に対する満足度を
知ることのできる材料として、第一に研修
の各講座（e-learning 講座および研修）の
mhlw 受講後アンケートの結果がある。ま
ず e-learning 講座の満足度について、「と
ても満足した」との回答が 6 割以上の講座
は 9 講座中 3 講座であったが、「とても満
足した」と「やや満足した」を合わせると
9 講座中 8 講座で 9 割以上の回答率であっ
た。なお 1 講座のみが「とても満足した」
と「やや満足した」の回答率が 7 割あまり

で他の講座に比べ低かったが、当該講座に
ついては満足度だけでなく理解度もやや低
い傾向であり、小テストのスコア結果とも
合わせて考えると、受講者が難しいと考え
る講座は満足度も低くなる傾向があるよう
に思われた。このように若干の例外はあっ
たものの、ほとんどの動画研修について全
体的な満足度は十分なレベルであったと思
われる。一方、全 5 回の研修については、
対面（第 1 回と第 5 回）は「とても満足し
た」が 71.1％（第 5 回）～86.5％（第 1 回）
の回答率であったのに対し、オンライン
（第 2 回、第 3 回、第 4 回）については
57.9％（第 3 回）～68.4％（第 4 回）であ
り、どちらかといえばオンラインよりも対
面研修の方が全体的な満足度が高い傾向が
みられた。しかし、「とても満足した」と
「やや満足した」を合わせると、対面・オ
ンラインともに 5 回全て 9 割以上の回答率
であり、研修についても全体的な満足度は
概ね高いレベルであったといえるだろう。 
 第二に、研修修了直後（After）調査で
尋ねた「（研修に対する）当初の期待達成
度」の平均は 84.3 点であり、最高点の
100 点は約 2 割であったことも考えると、
研修についての当初の期待達成度は十分に
高かったといえるのではないだろうか。な
お 50 点（最低）から 100 点（最高）まで
の回答のばらつきは、研修そのものに対す
る評価に加え、研修内容に対する自己の達
成度（理解度等）も含まれた評価である可
能性も考えられる。 
 第三に、フォローアップ（Follow-up）
調査で本研修を受講してよかったと思うか
尋ねたところ、「思う」が 91.9％、「まあ思
う」が 8.1%という結果であった。研修後
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ように活かすかといった記述が特徴的であ
った。その他、第 4 回では「安全教育」
「安全衛生管理体制」「環境」「職場風土」
といったキーワードが多く見られ、労働災
害防止のために自分の職場ではどのように
アプローチすべきだろうかといったことを
自問している様子がうかがえた。第 5 回で
は「リスク創出者管理責任負担原則」に基
づいた、労働災害の未然防止やリスク低減
につながる具体的な記述が目立った。この
後期（第 3 回～第 5 回）の全体的な印象と
しては、事例（判例）を用いたグループワ
ークを取り入れた研修が進むにつれ、受講
者は単なる知識習得から、具体的な実務適
用への意識へと変化していることがうかが
えた。 
 以上述べた自由記述回答の質的分析の結
果のまとめと考察からは、全 5 回の研修を
通して受講者（調査参加者）は労働安全衛
生における問題解決に必要な知識やスキル、
考え方を（個人差はあるかもしれないが）
向上させることができたのではないかと考
えられる。 
 次に結論②（研修に対する満足度も概ね
高いものであった）については、研修受講
者（調査参加者）の研修に対する満足度を
知ることのできる材料として、第一に研修
の各講座（e-learning 講座および研修）の
mhlw 受講後アンケートの結果がある。ま
ず e-learning 講座の満足度について、「と
ても満足した」との回答が 6 割以上の講座
は 9 講座中 3 講座であったが、「とても満
足した」と「やや満足した」を合わせると
9 講座中 8 講座で 9 割以上の回答率であっ
た。なお 1 講座のみが「とても満足した」
と「やや満足した」の回答率が 7 割あまり

で他の講座に比べ低かったが、当該講座に
ついては満足度だけでなく理解度もやや低
い傾向であり、小テストのスコア結果とも
合わせて考えると、受講者が難しいと考え
る講座は満足度も低くなる傾向があるよう
に思われた。このように若干の例外はあっ
たものの、ほとんどの動画研修について全
体的な満足度は十分なレベルであったと思
われる。一方、全 5 回の研修については、
対面（第 1 回と第 5 回）は「とても満足し
た」が 71.1％（第 5 回）～86.5％（第 1 回）
の回答率であったのに対し、オンライン
（第 2 回、第 3 回、第 4 回）については
57.9％（第 3 回）～68.4％（第 4 回）であ
り、どちらかといえばオンラインよりも対
面研修の方が全体的な満足度が高い傾向が
みられた。しかし、「とても満足した」と
「やや満足した」を合わせると、対面・オ
ンラインともに 5 回全て 9 割以上の回答率
であり、研修についても全体的な満足度は
概ね高いレベルであったといえるだろう。 
 第二に、研修修了直後（After）調査で
尋ねた「（研修に対する）当初の期待達成
度」の平均は 84.3 点であり、最高点の
100 点は約 2 割であったことも考えると、
研修についての当初の期待達成度は十分に
高かったといえるのではないだろうか。な
お 50 点（最低）から 100 点（最高）まで
の回答のばらつきは、研修そのものに対す
る評価に加え、研修内容に対する自己の達
成度（理解度等）も含まれた評価である可
能性も考えられる。 
 第三に、フォローアップ（Follow-up）
調査で本研修を受講してよかったと思うか
尋ねたところ、「思う」が 91.9％、「まあ思
う」が 8.1%という結果であった。研修後
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ある程度（約 3 か月）経った時点において
も研修全体に対する満足度は高く維持され
ていたことが分かる結果となった。 
 以上、量的な分析が可能なデータはいず
れも受講者（調査参加者）の研修に対する
満足度は概ね高かったことを示している。
他方、本研究では「本研修により得られる
と期待しているもの」等、調査の各時点で
研修についての自由記述回答形式の質問を
実施しており、それらの自由記述回答デー
タの質的分析（テキストマイニング・共起
ネットワーク図）結果を基に、受講者（調
査参加者）の研修への期待が達成できたか
どうかを中心に考察する。 
まず受講開始前（Before）調査では、①

本研修に参加しようと思った動機・きっか
けと、②本研修により得られると期待して
いるものについて、自由記述回答形式で尋
ねた。 
①研修に参加する動機・きっかけについ

ての自由記述回答データの分析結果からは、
受講の動機・きっかけとしては労働安全衛
生法に関する知識を得たい、実務で使える
よう勉強したいといった方向性にまとめら
れるようであったが、「労働安全衛生コン
サルタント会を通じて」「産業保健法学会
の研修と知ったため」など、きっかけとし
てかなり具体的な内容もあった。 
②研修について得られると期待している

ものについては、法的視点の習得と具体的
な事例から学び実務に活かせるようになる
こと、安全衛生に関する知識や方法の習得、
異職種間の交流、といった 3 つに大別でき
るようであった。果たして上記①の受講動
機や②の期待するものに相応しい成果が得
られたと（受講者が）研修を受けた後に思

ったかについては、続く研修修了直後
（After）の質的分析結果から判断できる
と考えられる。 
研修修了直後（After）調査では、①当

初研修後に得られると期待していたものの
うち、期待通り・あるいは期待以上に達成
できたと思うこと、②反対に、当初期待し
ていたもののうち、期待通りでなかった・
期待が外れたと思うことについて尋ねたほ
か、③本研修全体をふりかえり、自分の業
務に活用できると思われること、④本研修
全体をふりかえり、印象に残ったこと、
（業務にすぐに活用できるかどうか分から
ないが）勉強になったと思うことについて
も自由記述回答形式で尋ねた。 
①の期待通り・あるいは期待以上に達成

できたことについての自由記述回答データ
の分析結果をまとめると、判例を通して安
衛法の考え方を学び、実務適用への意識が
高まったこと、グループワークでの異職種
との交流により視野が広まったこと、研修
講師から具体的な解釈が聴けたことの 3 点
に集約できるように思われる。Before 時点
でみられた研修の受講動機（実務で使える
よう勉強したい）や、研修で得られると期
待しているもの（法的視点の習得と具体的
な事例から学び実務に活かせるようになる
こと、異職種間の交流）と照らし合わせて
考えると、「実務で使えるよう勉強したい」
と「法的視点の習得と具体的な事例から学
び実務に活かせるようになること」につい
ては、研修内容は受講動機や当初の期待に
十分に応えるものであったと推察される。
「異職種間の交流」についても、研修での
グループワークを通じて当初の受講者の期
待に十分沿うものであったと推察する。異

－3453－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

職種グループでの事例を用いた学び合いに
ついては、医療分野でかつ学生を対象にし
たという違いはあるが、専門職連携教育
（Interprofessional Education, IPE）とし
て先行研究がいくつか存在する。先行研究
のレビュー[5]によると、異職種グループ
でのグループワークを用いた学習は、チー
ムワークスキルや専門職連携に対する態度、
臨床での意思決定能力を向上させる可能性
があると考えられており、今回の安全衛生
法学研修についても同様な利点をもつと思
われる。研修講師から事例（判例）につい
ての具体的な解釈が聴けたことも、当初の
期待通り、あるいはそれ以上の成果と感じ
られていたようである。 
③自分の業務に活用できると思うことに

ついては、安全対策や労災防止について法
令に基づいた社内（企業）への説明、リス
ク管理、リスクアセスメントと教育訓練、
化学物質管理、安衛法の趣旨も踏まえた事
故防止、安全衛生活動の 3 つに集約できる
と思われる。この 3 つについてはいずれも
具体的な記述が多く、本研修の実務におけ
る有用性を示唆するものであるといえる。 
④印象に残ったこと、（業務にすぐに活

用できるかどうか分からないが）勉強にな
ったと思うことについては、研修の質の高
さ（参加者の意識が高い、研修講師の話す
内容が示唆に富む）、教育の重要性、判例
を通じ学んだ法律の考え方を今後どのよう
に活用してゆくか、の 3 つにまとめられる
ように思われた。研修の質の高さについて
受講者が高く評価していることは特筆すべ
き点であろう。研修で得られたものを今後
どのように活用してゆくかという内容から
は、単なる表面的な知識の習得にとどまら

ず、研修で得られた法の知識・考え方を実
務における実践につなげてゆこうとする意
識の高まりがうかがえた。 
一方、②反対に、当初期待していたもの

のうち、期待通りでなかった・期待が外れ
たと思うことについては、グループでの意
見交換による学びや関係性の構築をもう少
し深くできればよかった、自分と他の受講
者との知識や経験の差を感じた、といった
内容がみられた。前者についてはグループ
ワークの時間配分や、あえて雑談の時間を
取り入れるなど今後の課題と思われる。後
者については、e-learning を用いた事前学
習による知識の補完、職種や職位、経験年
数等による違いを多様性としてポジティブ
に捉える働きかけなど今後考慮すべき点で
はないだろうか。 
最後の結論③（研修修了後ある程度経過

した時点での研修による効果は内容により
ばらつきはあるものの、受講者（調査参加
者）は各自の業務を通して研修での学びを
より深めている可能性）について、前半の
「研修修了後ある程度経過した時点での研
修による効果は内容によりばらつきはある」
と、後半の「受講者（調査参加者）は各自
の業務を通して研修での学びをより深めて
いる可能性」の 2 つに分けてそれぞれ述べ
る。 
まず前半の「研修修了後ある程度経過し

た時点での研修による効果は内容によりば
らつきはある」については、研修修了後約
3 か月時点のフォローアップ（Follow-up）
調査と、研修開始前（Before）調査および
研修修了直後（After）の問題解決能力尺
度を用いた縦断的な比較から指摘できる。
フォローアップ（Follow-up）調査では、
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臨床での意思決定能力を向上させる可能性
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法学研修についても同様な利点をもつと思
われる。研修講師から事例（判例）につい
ての具体的な解釈が聴けたことも、当初の
期待通り、あるいはそれ以上の成果と感じ
られていたようである。 
③自分の業務に活用できると思うことに

ついては、安全対策や労災防止について法
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化学物質管理、安衛法の趣旨も踏まえた事
故防止、安全衛生活動の 3 つに集約できる
と思われる。この 3 つについてはいずれも
具体的な記述が多く、本研修の実務におけ
る有用性を示唆するものであるといえる。 
④印象に残ったこと、（業務にすぐに活

用できるかどうか分からないが）勉強にな
ったと思うことについては、研修の質の高
さ（参加者の意識が高い、研修講師の話す
内容が示唆に富む）、教育の重要性、判例
を通じ学んだ法律の考え方を今後どのよう
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者との知識や経験の差を感じた、といった
内容がみられた。前者についてはグループ
ワークの時間配分や、あえて雑談の時間を
取り入れるなど今後の課題と思われる。後
者については、e-learning を用いた事前学
習による知識の補完、職種や職位、経験年
数等による違いを多様性としてポジティブ
に捉える働きかけなど今後考慮すべき点で
はないだろうか。 
最後の結論③（研修修了後ある程度経過

した時点での研修による効果は内容により
ばらつきはあるものの、受講者（調査参加
者）は各自の業務を通して研修での学びを
より深めている可能性）について、前半の
「研修修了後ある程度経過した時点での研
修による効果は内容によりばらつきはある」
と、後半の「受講者（調査参加者）は各自
の業務を通して研修での学びをより深めて
いる可能性」の 2 つに分けてそれぞれ述べ
る。 
まず前半の「研修修了後ある程度経過し

た時点での研修による効果は内容によりば
らつきはある」については、研修修了後約
3 か月時点のフォローアップ（Follow-up）
調査と、研修開始前（Before）調査および
研修修了直後（After）の問題解決能力尺
度を用いた縦断的な比較から指摘できる。
フォローアップ（Follow-up）調査では、
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研修開始前（Before）調査および研修修了
直後（After）調査の両方で使用した問題
解決能力測定尺度による選択肢アンケート
の質問の尋ね方を一部改変したものを使用
した。具体的には、各項目の示す事柄に関
して本研修で学んだ内容を研修後に自身の
業務上で活かせていると思う程度について
尋ねるように改変した。したがって
Before-After 調査と、Follow-up 調査それ
ぞれで用いた 24 項目について、単純な量
的比較はできない点があるものの、回答分
布の集計結果からみたところ、①研修修了
直後（After）の効果がフォローアップ時
点でも持続しているとみられるもの、②研
修修了直後よりもフォローアップ時点でや
や低下したとみられるもの、③フォローア
ップ時点で「あてはまらない」が増えたも
の、の 3 つに大別できるようであった。①
に含まれる項目は安全衛生上のリスクの把
握や情報収集、法令の調査、経営層の意図
と安全衛生方針の理解、関係者間の意見調
整といったもので、これらの分野では研修
の学びが研修後ある程度経った時点でも比
較的高く維持され、実務で活用されている
ことがうかがえた。②に含まれる項目は生
じた労災に関する情報を得る権限のルール
化、下請や社外工等に対する安全衛生上必
要な指示や指導といったもので、受講者そ
れぞれの立場（職種・職位等）により、研
修の学びを必ずしも実務で実践、適用でき
ない場合があるのではないだろうか。③に
含まれる項目は所属先で発生した労災等に
関する調査が可能、下請や社外工等が安全
衛生を履行できる条件（納期や費用）の提
供、下請や社外工等に対する安全衛生上必
要な指示や指導といったもので、受講者に

よっては自身の職務ではない、職務範囲外
であるため、研修で学んだことを自身の業
務において活用できない場合があるのでは
ないだろうか。 
次に後半の「受講者（調査参加者）は各

自の業務を通して研修での学びをより深め
ている可能性」について、フォローアップ
（Follow-up）調査では、本研修で学んだ
ことにより、その後自身の仕事のやり方や
アプローチに変化があったと思うかについ
ても尋ねていたが、「思う」「まあ思う」が
合わせて約 9 割であり、研修によりカーク
パトリックの 4 段階評価モデルでいうとこ
ろの「レベル 3：Behavior」すなわち個人
の行動の変容レベルでの変化[2]がみられ
た可能性が示唆された。 
また、上記の問いに対し「思う」「まあ

思う」と回答した場合、具体的にどのよう
な変化があったかについて自由記述回答形
式で尋ねたところ、その回答結果は、安全
衛生の業務を自信をもって行えるようにな
った、安衛法（生きた法）の考え方を実務
で意識するようになった、法的知識を活用
して組織内への説得や情報共有をより行え
るようになった、の 3 点にまとめられるよ
うに思われた。研修での学びを業務の中で
試行錯誤しながら活用し、学びを深めてい
る受講者が多いことが明らかになったとい
える。特に、研修で学んだことにより判例
を調べ、考えて業務にあたるようになった
という記述もあることは、各自の置かれた
立場に応じて持続的かつ主体的に研修での
学びを深めているとともに、その学びの深
まりが安全衛生の業務における自信につな
がるといった好循環が発生しているケース
があるのかもしれない。以上より、結論③
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の後半「受講者（調査参加者）は各自の業
務を通して研修での学びをより深めている
可能性」は十分に妥当なものと考える。 
最後に、本研究の限界について述べる。

本研究のような縦断的調査ではしばしば起
こり得ることではあるが、当初 53 名であ
った調査参加者が、途中の参加辞退やミニ
レポート等の一部未提出などにより、調査
終了時点では 38 名と、調査参加者の離脱
率は約 3 割であった。したがって結果的に
本研究で得られたデータにはバイアスが含
まれる可能性は否定できない。 
例えば、結論②（研修に対する満足度も

概ね高かった）については、調査参加者の
うち研修修了直後（After）時点や研修修
了後約 3 か月のフォローアップ（Follow-
up）調査時点まで “生き残った” 調査参加
者から得られたデータであることを踏まえ
て判断する必要があると考える。つまり、
研修への満足度が最初から最後まで概ね高
く維持されたため、e-learning 全 9 講座の
受講と小テストとアンケートの提出、全 5
回（対面、オンライン）の研修参加と事後
のミニレポートとアンケートの提出、そし
て一連のアンケート調査（Before、After、
Follow-up）への回答を ”完遂” することが
できたと考えることもできるのである。 
一方、結論③の特に後半（受講者は各自

の業務を通してそれらの学びをより深めて
いる可能性）については、本研究の結果は
カークパトリックの 4 段階モデルの「3．
行動変容レベル」すなわち受講後に（受講
者各人の業務における）行動変容[2]があ
った可能性を示唆するに過ぎず、受講者が
研修によって得られた知識、スキルを業務
で活用したことにより生み出される「4．

成果レベル」[2]の結果までは確認してい
ないことは本研究の本質的な限界といえる
だろう。今後の課題として、受講者の行動
変容が組織の安全衛生管理の改善につなが
ったかを測定するために例えば、組織レベ
ルでの事故発生率や労働災害報告件数の変
化を調査することが望まれる。 

E．研究発表 

1．論文発表 

なし。 

2．学会発表 

なし。 
 

F．知的所有権の取得状況 
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2．実用新案登録 
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3．その他 

 該当せず。 
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究
報
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書
（
西
本

 
実
苗
・
他
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資
料

1 
高
橋
朋
子
委
員
に
よ
る
「
Ｒ
・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の

5
分
類
」
を
用
い
た
整
理

 

 
※

1 
研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
tp

s:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

ne
wp

ag
e_

04
65

3.
ht

m
l 

①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用

す
る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

1

不 調 者 と の

合 意 形 成

・
不
調
者
へ
の
個
別
対
応
で
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ
し
た
か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
か
わ
す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮
す
べ

き
事
項
を
説
明
で
き
る
。
】

・
産
業
保
健
法
に
お
け
る
〇
〇
や
△
△
，
✕

✕
等
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ

き
，
適
正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ

す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮

す
べ
き
事
項
を
説
明
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
的
な
約
束
を
交
わ
す
こ
と
が
で

き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
相
手
の
主
張
を
誠
実
に
傾
聴
し
確
認

す
る
と
と
も
に
，
合
意
形
成
に
向
け
て

丁
寧
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ク
レ
ー
ム
対
応

2

不 調 者 対 応 策

の 発 案

・
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
（
関
係
者
間
の
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
）

対
応
策
の
発
案
／
決
定
を
促
進
し
た
／
し
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思
う

か 【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
組
織
の
人
事
戦

略
や
方
針
を
踏
ま
え
た
上
で
，
対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

※
下
線
部
は
別
の
指
標
と
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
ご
意
見
あ
り
。
→
下

線
部
は
2番

で
は
削
除
し
，
9番

に
含
め
て
は
ど
う
か
。

・
過
去
の
労
務
管
理
上
発
生
し
た
問
題
事

例
，
労
働
災
害
の
発
生
状
況
等
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
労
働
災
害
や
労
務
管
理
上
の
重
大
な
問
題

に
対
し
て
，
判
例
や
過
去
の
類
例
を
踏
ま
え

て
対
応
策
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
対
応
策
を
発
案
す
る
た

め
に
，
体
系
的
な
情
報
収
集
や
調
査

分
析
の
手
続
き
や
方
法
に
つ
い
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
の
人
事
戦
略
や
方
針
等
を
踏
ま
え
，

〇
〇
（
例
え
ば
，
安
全
衛
生
，
就
業
管
理
，

福
利
厚
生
？
）
等
に
関
す
る
個
別
の
不
調
者

対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
事
例
を
設
定
す
れ
ば
，
研
修
中
に
一
部
確

認
で
き
る
？
】

・
対
応
策
の
発
案
に
関
し
て
，
〇
〇

（
例
え
ば
，
不
調
者
の
権
利
擁
護
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
，
中
立
・
公
平
？
）
等
に

厳
格
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

3

産 業 保 健 に 関

す る ル ー ル づ く り

・
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
（
修
正
を
含
む
）
に

関
与
し
た
／
し
て
い
る
か
。
促
進
，
発
案
，
協
議
へ
参
加
し
て
い
る

か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ

く
り
に
関
し
て
課
題
を
明
確
に
し
，
修
正
案
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
法
や
制
度
の
改
正
動

向
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
判
例
や
失
敗
事
例
か
ら
類
似
性
や
特
徴
，

上
手
く
い
か
な
い
理
由
を
整
理
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
に
お
け
る
産
業
保
健
活
動
の
方
針
や

ビ
ジ
ョ
ン
等
を
自
分
の
言
葉
で
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り

や
運
用
に
関
す
る
手
続
き
や
方
法
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
担
当
組
織
の
定
性
的
・
定
量
的
成
果
を
期

首
の
目
標
に
照
ら
し
て
適
正
に
評
価
し
，
課

題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

・
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
原
因
分
析
を
行

い
，
修
正
案
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り
や
運
用

を
的
確
に
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く

り
に
関
し
，
各
部
門
の
関
係
者
の
主

張
を
聞
き
な
が
ら
円
滑
に
意
見
調
整

を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
〇
〇
（
経
営
ニ
ー
ズ
？
）
と
〇
〇

（
従
業
員
ニ
ー
ズ
？
）
双
方
を
踏
ま

え
，
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
勘
案

し
な
が
ら
実
効
性
の
あ
る
ル
ー
ル
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

人
事
・
人
材
開
発

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

4

組 織 診 断

の 実 施

調
査
項
目
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
（
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ

ン
ト
や
分
析
：
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
集
団
分
析
を
含
む
）
を
，
法
制

度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
，
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
／
て
い
る
か
，
で
き

る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
実
施

計
画
を
，
法
制
度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
意
義

や
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
法
制
度
や
判
例
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

*〇
〇
法

*△
△
法

*✕
✕
に
関
す
る
判
例

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
保
持
増
進
計
画
の
流
れ
と
留

意
事
項
を
，
PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
用
い

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
し
て
専
門
的
な
知
見
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
，
事
業
場

に
お
け
る
課
題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
事
業
場
の
実
態
や
法
制
度
や
判
例
等
を
踏

ま
え
て
，
健
康
保
持
増
進
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断

を
行
う
た
め
に
必
要
な
〇
〇
（
例
え

ば
，
観
察
・
記
録
，
情
報
伝
達
，
質

問
，
傾
聴
？
）
に
関
す
る
技
術
を
習

得
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
健
康
保
持
増
進
対
策
を
進
め
る
に
あ

た
り
，
〇
〇
（
例
え
ば
，
個
人
情
報
の

保
護
？
）
へ
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

・
無
意
識
に
無
理
な
く
，
意
欲
的
に
，

楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
め
る
取
り
組
み

を
検
討
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）

－3458－
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資
料

1 
高
橋
朋
子
委
員
に
よ
る
「
Ｒ
・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の

5
分
類
」
を
用
い
た
整
理

 

 
※

1 
研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
tp

s:/
/w

ww
.m

hl
w.

go
.jp

/s
tf/

ne
wp

ag
e_

04
65

3.
ht

m
l 

①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用

す
る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

1

不 調 者 と の

合 意 形 成

・
不
調
者
へ
の
個
別
対
応
で
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ
し
た
か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
な
約
束
を
か
わ
す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮
す
べ

き
事
項
を
説
明
で
き
る
。
】

・
産
業
保
健
法
に
お
け
る
〇
〇
や
△
△
，
✕

✕
等
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ

き
，
適
正
か
つ
有
効
な
約
束
を
交
わ

す
た
め
の
手
順
や
留
意
事
項
，
配
慮

す
べ
き
事
項
を
説
明
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
就
労
継
続
や
退
職
に
つ
き
，
適

正
か
つ
有
効
的
な
約
束
を
交
わ
す
こ
と
が
で

き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
相
手
の
主
張
を
誠
実
に
傾
聴
し
確
認

す
る
と
と
も
に
，
合
意
形
成
に
向
け
て

丁
寧
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ク
レ
ー
ム
対
応

2

不 調 者 対 応 策

の 発 案

・
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
（
関
係
者
間
の
話
し
合
い
の
場
を
持
ち
）

対
応
策
の
発
案
／
決
定
を
促
進
し
た
／
し
て
い
る
か
，
で
き
る
と
思
う

か 【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
不
調
者
対
応
に
つ
い
て
，
組
織
の
人
事
戦

略
や
方
針
を
踏
ま
え
た
上
で
，
対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

※
下
線
部
は
別
の
指
標
と
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
ご
意
見
あ
り
。
→
下

線
部
は
2番

で
は
削
除
し
，
9番

に
含
め
て
は
ど
う
か
。

・
過
去
の
労
務
管
理
上
発
生
し
た
問
題
事

例
，
労
働
災
害
の
発
生
状
況
等
を
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

・
労
働
災
害
や
労
務
管
理
上
の
重
大
な
問
題

に
対
し
て
，
判
例
や
過
去
の
類
例
を
踏
ま
え

て
対
応
策
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
対
応
策
を
発
案
す
る
た

め
に
，
体
系
的
な
情
報
収
集
や
調
査

分
析
の
手
続
き
や
方
法
に
つ
い
て
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
の
人
事
戦
略
や
方
針
等
を
踏
ま
え
，

〇
〇
（
例
え
ば
，
安
全
衛
生
，
就
業
管
理
，

福
利
厚
生
？
）
等
に
関
す
る
個
別
の
不
調
者

対
応
策
を
発
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
事
例
を
設
定
す
れ
ば
，
研
修
中
に
一
部
確

認
で
き
る
？
】

・
対
応
策
の
発
案
に
関
し
て
，
〇
〇

（
例
え
ば
，
不
調
者
の
権
利
擁
護
や
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
，
中
立
・
公
平
？
）
等
に

厳
格
な
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

労
務
管
理
専
門

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

3

産 業 保 健 に 関

す る ル ー ル づ く り

・
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く
り
（
修
正
を
含
む
）
に

関
与
し
た
／
し
て
い
る
か
。
促
進
，
発
案
，
協
議
へ
参
加
し
て
い
る

か
，
で
き
る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
職
域
で
の
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ

く
り
に
関
し
て
課
題
を
明
確
に
し
，
修
正
案
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
法
や
制
度
の
改
正
動

向
に
つ
い
て
，
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
判
例
や
失
敗
事
例
か
ら
類
似
性
や
特
徴
，

上
手
く
い
か
な
い
理
由
を
整
理
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
組
織
に
お
け
る
産
業
保
健
活
動
の
方
針
や

ビ
ジ
ョ
ン
等
を
自
分
の
言
葉
で
説
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り

や
運
用
に
関
す
る
手
続
き
や
方
法
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
担
当
組
織
の
定
性
的
・
定
量
的
成
果
を
期

首
の
目
標
に
照
ら
し
て
適
正
に
評
価
し
，
課

題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

・
目
標
未
達
成
の
場
合
に
は
原
因
分
析
を
行

い
，
修
正
案
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
作
り
や
運
用

を
的
確
に
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
ル
ー
ル
づ
く

り
に
関
し
，
各
部
門
の
関
係
者
の
主

張
を
聞
き
な
が
ら
円
滑
に
意
見
調
整

を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
〇
〇
（
経
営
ニ
ー
ズ
？
）
と
〇
〇

（
従
業
員
ニ
ー
ズ
？
）
双
方
を
踏
ま

え
，
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
勘
案

し
な
が
ら
実
効
性
の
あ
る
ル
ー
ル
づ
く

り
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

人
事
・
人
材
開
発

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

4

組 織 診 断

の 実 施

調
査
項
目
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
（
組
織
的
な
ア
セ
ス
メ

ン
ト
や
分
析
：
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
集
団
分
析
を
含
む
）
を
，
法
制

度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
，
実
施
に
こ
ぎ
つ
け
た
／
て
い
る
か
，
で
き

る
と
思
う
か

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
実
施

計
画
を
，
法
制
度
や
判
例
等
を
踏
ま
え
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断
の
意
義

や
必
要
性
に
つ
い
て
説
明
で
き
る
。

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
法
制
度
や
判
例
に

つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

*〇
〇
法

*△
△
法

*✕
✕
に
関
す
る
判
例

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
保
持
増
進
計
画
の
流
れ
と
留

意
事
項
を
，
PD
CA
サ
イ
ク
ル
を
用
い

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
し
て
専
門
的
な
知
見
や

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
を
実
施
し
，
事
業
場

に
お
け
る
課
題
を
明
確
に
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
事
業
場
の
実
態
や
法
制
度
や
判
例
等
を
踏

ま
え
て
，
健
康
保
持
増
進
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

・
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
組
織
診
断

を
行
う
た
め
に
必
要
な
〇
〇
（
例
え

ば
，
観
察
・
記
録
，
情
報
伝
達
，
質

問
，
傾
聴
？
）
に
関
す
る
技
術
を
習

得
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
健
康
保
持
増
進
対
策
を
進
め
る
に
あ

た
り
，
〇
〇
（
例
え
ば
，
個
人
情
報
の

保
護
？
）
へ
の
配
慮
を
行
っ
て
い
る
。

・
無
意
識
に
無
理
な
く
，
意
欲
的
に
，

楽
し
み
な
が
ら
取
り
組
め
る
取
り
組
み

を
検
討
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
？
】

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）

分
担
研
究
報
告
書
（
西
本

 
実
苗
・
他

25
名
）

  

※
1 

研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
の
策
定
業
種
一
覧
：

ht
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s:/
/w

ww
.m

hl
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tf/

ne
wp

ag
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①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用
す

る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力

5

信 頼 関 係

と 評 価

調
査
項
目
：
た
と
え
履
行
補
助
者
，
外
部
支
援
者
で
あ
っ
て
も
，
ト
ッ

プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
組
織
全
体
に
影
響
力
を
持
つ
要
素
：
①
情
報
，
②

権
限
，
③
ス
キ
ル
　
①
②
③
を
新
た
に
獲
得
し
た
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
な
し
】

※
他
の
項
目
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
本
項
目
は
達
成
さ
れ
る
と
し
，

こ
こ
で
の
研
修
内
で
の
到
達
目
標
は
な
し
で
も
良
い
の
か
。

・
全
体
最
適
の
立
場
か
ら
，
影
響
力
を
持
つ

要
素
（
①
情
報
，
②
権
限
，
③
ス
キ
ル
）
を

認
識
し
て
い
る
。

・
各
自
の
職
場
な
ど
で
，
①
②
③
を
新
た
に

獲
得
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

6
質 問 力

調
査
項
目
：
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質
問
の
仕
方
」
が
向
上
し
た
か

／
し
つ
つ
あ
る
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
設
定
さ
れ
た
あ
る
場
面
に
お
い
て
，
不
調

者
に
対
し
て
問
題
解
決
を
促
進
す
る
た
め
の
質
問
を
行
う
こ
と
（
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
）
が
で
き
る
。
】

※
実
際
に
は
個
別
的
で
繊
細
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
力
を
指
す

が
，
研
修
で
は
個
別
的
は
難
し
い
た
め
一
般
的
な
手
法
を
取
り
扱
う
と

し
た
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
質
問
の
手

法
，
実
施
の
手
順
，
配
慮
事
項
等
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
NG
あ
る
あ

る
質
問
の
仕
方
を
認
識
し
て
い
る
。

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
意
義
や
必
要
性
に
つ

い
て
説
明
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
不
調
者
の
特
徴
に
応
じ
て
，
質
問
を

使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
各
自
の
職
場
な
ど
新
た
な
場
面
で
，
不
調

者
の
問
題
解
決
を
促
進
す
る
「
質
問
す
る

力
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
行
う
た
め
に

必
要
な
観
察
・
記
録
，
情
報
伝
達
，

質
問
，
傾
聴
に
関
す
る
技
術
を
修
得

し
て
い
る
。

・
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
質
問
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
（
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
）

【
サ
ン
プ
ル
事
例
と
し
て
，
研
修
中

に
一
部
確
認
で
き
る
】

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

7

ト ラ ブ ル 未 然 防 止

調
査
項
目
：
ト
ラ
ブ
ル
（
の
お
そ
れ
が
あ
る
状
況
）
へ
の
介
入
に
（
慎

重
な
が
ら
）
自
信
を
も
っ
て
取
り
組
め
そ
う
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
介
入
に
自
信
を
も
っ
て
取

り
組
め
る
よ
う
に
，
未
然
防
止
す
る
た
め
の
施
策
や
対
応
策
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
】

※
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
め
る
力
が
身
に
つ
い
た
か
を
研
修
内
で
評
価

す
る
こ
と
は
難
し
い
た
め
，
研
修
で
の
到
達
目
標
は
検
討
す
る
必
要
あ

り
。
例
え
ば
と
し
て
，
未
然
防
止
す
る
た
め
の
施
策
や
対
応
策
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
が
，
何
が
で
き
れ
ば
自
信
が
つ
く
と
い
え

る
か
。

・
産
業
保
健
に
関
す
る
業
務
に
対
し
て
想
定

さ
れ
る
リ
ス
ク
に
関
す
る
基
本
事
項
を
説
明

で
き
る
。

・
過
去
に
起
き
た
ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
や
判
例

を
理
解
し
て
い
る
。

*必
要
な
知
識
：
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
，

個
人
情
報
保
護
，
守
秘
義
務
，
〇
〇
法
に
関

す
る
知
識
な
ど

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
あ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

に
講
じ
ら
れ
る
施
策
や
対
応
策
を
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
ト
ラ
ブ
ル
の
未
然
防
止
に
向
け
た
業
務
マ

ニ
ュ
ア
ル
や
規
定
集
等
，
職
場
で
活
用
で
き

る
ツ
ー
ル
の
開
発
に
携
わ
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
不
調
者
に
関
し
て
正
確
に
情
報
を

確
認
し
，
周
囲
と
共
有
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
関
係
者
と
の
交
渉
や
事
前
根
回
し

等
を
行
い
，
協
力
体
制
を
構
築
し
て

い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

〇
〇
（
例
え
ば
，
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
守

秘
義
務
，
個
人
情
報
保
護
と
か
？
）
の

重
要
性
を
認
識
し
，
そ
の
取
り
扱
い
に

関
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

ト
ラ
ブ
ル
防
止

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）

－3459－
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※
1 

研
修
内
で
の
到
達
目
標
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
，
厚
生
労
働
省
の
職
業
能
力
評
価
基
準
に
お
け
る
職
務
遂
行
の
た
め
の
基
準
を
参
考
に
し
て
い
る
。

 
厚
生
労
働
省
，
職
業
能
力
評
価
基
準
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策
定
業
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：
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①
言
語
情
報

②
知
識
技
能

③
認
知
的
方
略

④
運
動
技
能

⑤
態
度

性
質
：
指
定
さ
れ
た
も
の
を
覚
え
る

宣
言
的
知
識
，
再
生
的
学
習

性
質
：
規
則
の
未
知
の
事
例
に
適
用
す

る
力
，
手
続
き
的
知
識

性
質
：
自
分
の
学
習
過
程
を
効
果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
動
か

す
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力

性
質
：
あ
る
物
事
や
状
況
を
選
ぼ
う
／

避
け
よ
う
と
す
る
力
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目 標 管 理 と 遂 行

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
に
よ
り
，
組
織
（
一
定

数
の
労
働
者
）
の
労
働
生
産
性
が
あ
が
り
そ
う
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
組
織
の
労
働
生
産
性
の
向
上
や
労
務
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
（
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反
の
行
動
抑
制
な

ど
）
す
る
た
め
の
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
を
見
直
し
，
改
善

案
を
示
し
て
い
る
】

※
労
働
生
産
性
だ
け
で
な
く
，
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反

の
行
動
抑
制
も
評
価
対
象
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
あ
り
。

・
組
織
の
目
標
・
方
針
を
正
確
に
理
解
し
て

い
る
。
【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
担
当
業
務
に
関
す
る
課
題
を
明
確
に
し
，

目
標
設
定
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
。

・
目
標
の
達
成
度
や
成
果
に
つ
い
て
，
結
果

や
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
し
，
次
の
目
標
設
定
や

改
善
案
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
実
行
計
画
に
沿
っ
て
，
チ
ー
ム
で

連
携
を
と
り
な
が
ら
業
務
を
推
進
し

て
い
る
。

・
予
定
通
り
仕
事
が
進
ま
な
い
場
合

に
は
，
早
め
に
上
位
者
に
報
告
・
連

絡
・
相
談
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
与
え
ら
れ
た
役
割
は
，
最
後
ま
で
責

任
を
も
っ
て
や
り
遂
げ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

目
標
管
理

9

リ ス ク 察 知 と 連 携

（
熊
谷
委
員
か
ら
の
提
案
）

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
を
察
知

（
発
見
）
し
た
り
，
そ
れ
を
関
係
者
と
共
有
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
を
行
っ
て
い
る
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト
ラ
ブ

ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら
の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
】

※
研
修
内
で
の
到
達
目
標
の
設
定
に
よ
っ
て
，
7番

と
9番

が
類
似
し
て

い
る
。

・
問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
知
識
や
情
報

を
，
ど
こ
か
ら
，
ど
の
よ
う
に
集
め
た
ら
よ

い
の
か
，
概
要
を
把
握
し
て
い
る
。

*関
係
機
関
等
に
関
す
る
知
識

*産
業
保
健
の
問
題
に
関
す
る
知
識

*コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
に
関
す
る
知

識
（
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
）

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト

ラ
ブ
ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら

の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
職
場
な
ど
新
た
な
場
面
で
，
必
要
に
応
じ

て
外
部
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
情
報
収
集
を

行
っ
て
い
る
。

・
セ
ミ
ナ
ー
等
に
積
極
的
に
参
加
し
，
情
報

収
集
と
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
な
ど

の
技
術
を
用
い
て
，
他
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
関
係
機
関
と
良
好
な
関
係
を
保
つ

と
と
も
に
，
的
確
に
連
絡
・
調
整
な

ど
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

関
係
機
関
と
の
連
携

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）
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（
西
本

 
実
苗
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他
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未
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に
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用
す

る
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手
続
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：
自
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学
習
過
程
を
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果
的
に
す
る

力
，
学
習
技
能

性
質
：
筋
肉
を
使
っ
て
体
を
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す
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コ
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す
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力

性
質
：
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目 標 管 理 と 遂 行

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
に
よ
り
，
組
織
（
一
定

数
の
労
働
者
）
の
労
働
生
産
性
が
あ
が
り
そ
う
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
組
織
の
労
働
生
産
性
の
向
上
や
労
務
ト
ラ

ブ
ル
を
回
避
（
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反
の
行
動
抑
制
な

ど
）
す
る
た
め
の
産
業
保
健
に
関
す
る
自
分
の
業
務
を
見
直
し
，
改
善

案
を
示
し
て
い
る
】

※
労
働
生
産
性
だ
け
で
な
く
，
疾
病
罹
患
者
の
回
復
支
援
，
秩
序
違
反

の
行
動
抑
制
も
評
価
対
象
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
あ
り
。

・
組
織
の
目
標
・
方
針
を
正
確
に
理
解
し
て

い
る
。
【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
担
当
業
務
に
関
す
る
課
題
を
明
確
に
し
，

目
標
設
定
を
適
切
に
行
っ
て
い
る
。

・
目
標
の
達
成
度
や
成
果
に
つ
い
て
，
結
果

や
プ
ロ
セ
ス
を
検
証
し
，
次
の
目
標
設
定
や

改
善
案
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
実
行
計
画
に
沿
っ
て
，
チ
ー
ム
で

連
携
を
と
り
な
が
ら
業
務
を
推
進
し

て
い
る
。

・
予
定
通
り
仕
事
が
進
ま
な
い
場
合

に
は
，
早
め
に
上
位
者
に
報
告
・
連

絡
・
相
談
し
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
与
え
ら
れ
た
役
割
は
，
最
後
ま
で
責

任
を
も
っ
て
や
り
遂
げ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

目
標
管
理
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リ ス ク 察 知 と 連 携

（
熊
谷
委
員
か
ら
の
提
案
）

調
査
項
目
：
産
業
保
健
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
を
察
知

（
発
見
）
し
た
り
，
そ
れ
を
関
係
者
と
共
有
す
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
形
成
を
行
っ
て
い
る
か
。

【
研
修
内
で
の
到
達
目
標
：
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト
ラ
ブ

ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら
の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
】

※
研
修
内
で
の
到
達
目
標
の
設
定
に
よ
っ
て
，
7番

と
9番

が
類
似
し
て

い
る
。

・
問
題
解
決
の
た
め
に
必
要
な
知
識
や
情
報

を
，
ど
こ
か
ら
，
ど
の
よ
う
に
集
め
た
ら
よ

い
の
か
，
概
要
を
把
握
し
て
い
る
。

*関
係
機
関
等
に
関
す
る
知
識

*産
業
保
健
の
問
題
に
関
す
る
知
識

*コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
に
関
す
る
知

識
（
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
）

【
研
修
中
に
一
部
確
認
で
き
る
】

・
産
業
保
健
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
ト

ラ
ブ
ル
事
例
か
ら
，
リ
ス
ク
や
そ
れ
ら

の
解
決
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
る
】

・
職
場
な
ど
新
た
な
場
面
で
，
必
要
に
応
じ

て
外
部
に
問
い
合
わ
せ
る
な
ど
情
報
収
集
を

行
っ
て
い
る
。

・
セ
ミ
ナ
ー
等
に
積
極
的
に
参
加
し
，
情
報

収
集
と
自
己
研
鑽
に
努
め
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

・
傾
聴
，
共
感
，
質
問
，
伝
達
な
ど

の
技
術
を
用
い
て
，
他
者
と
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き

る
。

・
関
係
機
関
と
良
好
な
関
係
を
保
つ

と
と
も
に
，
的
確
に
連
絡
・
調
整
な

ど
を
行
っ
て
い
る
。

【
研
修
中
に
確
認
で
き
な
い
】

関
係
機
関
と
の
連
携

本
研
修
で
何
を
し
た
か
，
何
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

参
考
に
し
た

職
業
能
力
評
価

基
準
に
お
け
る

能
力
ユ
ニ
ッ
ト
※
1

R・
ガ
ニ
ェ
に
よ
る
学
習
成
果
の
5分

類
（
評
価
・
支
援
方
法
の
差
異
に
基
づ
い
て
学
習
目
標
を
分
類
し
た
枠
組
み
）

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

資料 2 2023（R5）年度第 1回～第 3 回および 2024 年度（R6）第 4回～第 7回委員会の 
開催要項と議事・決定事項要録
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 1 回開催要項 
 

2023年 7 月 26 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 本委員会の役割 

 
 本委員会は、日本産業保健法学会が厚生労働省より標記補助金を受けて実施している安
全衛生法の体系的な研究事業（トータルで年間約 1300 万円規模の事業）のうち、「生きた
法教育」の開発を担う。 
 本研究事業は、大別して、 
①労働安全衛生法の体系書づくり（数千頁）、そのうち技術的な対応が困難な（人的、

組織的対応が求められる）領域を司る産業保健法の体系書づくり、 
 ②実践的な法教育の開発と効果測定、 
＊①で制作する体系書のうち、制度趣旨と関係判例や監督指導実務に関する情報を抜き

出して制作したテキスト（教本）を用いて、主に講義と（ワークを含む）事例検討から成
る実践的な法教育を施し、その効果を計る。 
産業保健法学研修と安全衛生法学研修の 2 種で構成される。対象は、25－30 名程度の少

人数の集団（フォーカス・グループ）。 
 から成るが、本委員会は、このうち②、そのうち安全衛生法学研修を所掌し、そのテキ
ストづくり、カリキュラムづくり、効果指標づくり、効果測定の実施と結果の分析までを
担う。 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 1 回開催要項 
 

2023年 7 月 26 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 本委員会の役割 

 
 本委員会は、日本産業保健法学会が厚生労働省より標記補助金を受けて実施している安
全衛生法の体系的な研究事業（トータルで年間約 1300 万円規模の事業）のうち、「生きた
法教育」の開発を担う。 
 本研究事業は、大別して、 
①労働安全衛生法の体系書づくり（数千頁）、そのうち技術的な対応が困難な（人的、

組織的対応が求められる）領域を司る産業保健法の体系書づくり、 
 ②実践的な法教育の開発と効果測定、 
＊①で制作する体系書のうち、制度趣旨と関係判例や監督指導実務に関する情報を抜き

出して制作したテキスト（教本）を用いて、主に講義と（ワークを含む）事例検討から成
る実践的な法教育を施し、その効果を計る。 
産業保健法学研修と安全衛生法学研修の 2 種で構成される。対象は、25－30 名程度の少

人数の集団（フォーカス・グループ）。 
 から成るが、本委員会は、このうち②、そのうち安全衛生法学研修を所掌し、そのテキ
ストづくり、カリキュラムづくり、効果指標づくり、効果測定の実施と結果の分析までを
担う。 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
 

2 産業保健法学会 

 2020 年に発足。2023 年 7 月現在の会員数は 1000 名弱で、厚労省が創設した資格者が
多いが、概ね産業保健関係者に限られている（今後は、安全衛生関係者全般にウィングを
拡大したい）。地域的には、東京・神奈川の会員が多く、大阪、福岡と続く。 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
 

3 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 宮澤 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
アドバイザリー 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
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3 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 宮澤 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
アドバイザリー 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
研究協力者 菅野 博之  華為技術日本株式会社 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
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水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

4 具体的なタスク 

 1）テキストの完成 

  三柴が選定した現在 26 の事件のうち、更に委員会が選定したものにつき、 
  ①テキストへの図表入れ（ラフなイラストを作成して頂き、業者が清書（デジタルイ
ラスト化））（技術系専門、篠原委員、岩村委員＋α？） 
  ②三柴が示した論点につき、技術的、事業的、法的な観点からのコメント（インタビ
ューに応じて口頭でコメントし、テープ起こししたものをチェック）（技術系専門、篠原
委員、岩村委員＋α？） 
  

 2）カリキュラムの起案 

  ・講座で講話する事件の選定、事例検討する事件の選定 
   予備選定した 26 の事件情報の概要のみ三柴が紹介する。 
  ・講師等の構成 

 講話の講師 
毎回法律論者（三柴）と安全衛生専門家の 2 名構成？（Q） 
安全衛生専門家はコメントのみでよいか。講師として講義準備を求めるか。（Q） 

事例検討のコメンテーター 
毎回法律家（弁護士等）と安全衛生専門家の 2名構成？（Q） 

  ・演者らの選定等 
講師の選定、派遣 

   司会の選定（司会、担当講座の実施運営） 
     産業保健法学研修経験者が望ましい。 
   書記の選定（研修会全体の様子を俯瞰的／定点観測的に記録） 
    丸山慧師弁護士 
  ・産業保健法学研修の経験を踏まえた実際の講座内容の設計 
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水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

4 具体的なタスク 

 1）テキストの完成 

  三柴が選定した現在 26 の事件のうち、更に委員会が選定したものにつき、 
  ①テキストへの図表入れ（ラフなイラストを作成して頂き、業者が清書（デジタルイ
ラスト化））（技術系専門、篠原委員、岩村委員＋α？） 
  ②三柴が示した論点につき、技術的、事業的、法的な観点からのコメント（インタビ
ューに応じて口頭でコメントし、テープ起こししたものをチェック）（技術系専門、篠原
委員、岩村委員＋α？） 
  

 2）カリキュラムの起案 

  ・講座で講話する事件の選定、事例検討する事件の選定 
   予備選定した 26 の事件情報の概要のみ三柴が紹介する。 
  ・講師等の構成 

 講話の講師 
毎回法律論者（三柴）と安全衛生専門家の 2 名構成？（Q） 
安全衛生専門家はコメントのみでよいか。講師として講義準備を求めるか。（Q） 

事例検討のコメンテーター 
毎回法律家（弁護士等）と安全衛生専門家の 2名構成？（Q） 

  ・演者らの選定等 
講師の選定、派遣 

   司会の選定（司会、担当講座の実施運営） 
     産業保健法学研修経験者が望ましい。 
   書記の選定（研修会全体の様子を俯瞰的／定点観測的に記録） 
    丸山慧師弁護士 
  ・産業保健法学研修の経験を踏まえた実際の講座内容の設計 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

   e-learningの一部を活用する。 
 

 3）研修効果指標の作成 

  産業保健法学研修ではガニェの理論に基づいて 9項目を設定した。 
 

 4）調査方法の考案 

産業保健法学研修では、受講者（被験者）向けに、講座前、講座開催中、講座修了後、
の 3点でのアンケート調査を実施。 
 

 5）受講者の募集 

  募集文面づくり（産業保健法学研修での募集文面をアレンジ） 
  当学会のみでは必要な人数がそろわない可能性が高いため、技術系専門団体には、当
該団体での参加者募集案内の通知にご助力頂ければ幸い（メーリングリストや機関誌での
案内）。 
  途中脱落者が生じる可能性も見越し、30－35名程度を確保したい。 
 

5 費用補助・謝金 

 産業保健法学研修に倣い、委員には、委員会会議出席については謝金１万円（と交通費）
を支給する。 
同じく、委員のうち、講座参加（観察）を希望される方には交通費のみを支給する。た

だし、ワークでのファシリテーション等多少の役割をお願いすることもある、との方針で
はいかがか（Q）。 
 同じく、受講者については、被験者のため、受講料は無償とするが、本プロジェクトが
実施する講座前、講座中、講座修了後のアンケート、簡単なレポートによる調査に協力し、
交通費・謝金等は支払わない。なお、e-learning の受講につき、学会認定資格の単位を付
与する、との方針ではいかがか（Q）。 
 同じく、講師、コメンテーター、司会には所定の謝金と交通費等が支払われる（Q）。 
 

6 産業保健法学研修の構成、様子、反省事項、改善策 

 丸山泰子委員より（運営的観点から） 
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【参考：産業保健法学研修のカリキュラム】 

 

 
 

7 講座の構成 

 ・基礎知識を得るための e-learning は、学会が提供している研修講座のうち以下の 8 単
元（8 時間分）でよいか（Q）。 
  ①法的思考（実務家編） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

【参考：産業保健法学研修のカリキュラム】 

 

 
 

7 講座の構成 

 ・基礎知識を得るための e-learning は、学会が提供している研修講座のうち以下の 8 単
元（8 時間分）でよいか（Q）。 
  ①法的思考（実務家編） 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  ②日本の労働と法①解雇と人事一般 
  ③日本の労働と法②安全配慮義務、健康配慮義務、労働者のプライバシー 
  ④労働安全衛生法の体系 
  ⑤安衛法の監督指導実務 
  ⑥職場での化学物質管理と法 
  ⑦労災保険法 
  ⑧下請・副業兼業・フリーランスと法（発注者・委託者の責任） 
 
 ・全 5回（10 コマ）で、講義形式＋事例検討会ではいかがか（Q） 
  ＊産業保健では、コミュニケーションのワーク、ディベートを入れたが、本研修では
入れない。 
 
 ・1、2 回目：講義形式、3、4、5回目（事例検討）ではいかがか（Q） 
  産業保健法学研修では講義形式を 1 回目前半 1 コマに絞ったが、講義での取り扱い事
件数が多いこともあり、この講座では 4 コマ分とする。講義で取り扱う事件は事例検討の
素材と重複させる。 
 
 ・1 回目、5 回目を対面としてはいかがか（Q） 
  1 回目は顔合わせのため、5回目は事例検討でも一度は対面が望ましいため。 
 →3 回はオンライン 
 
 ・講義講師、事例検討コメンテーターの構成 
  双方とも、法律系と技術系 1名ずつでよいか（Q） 
 
 ・司会の選定（司会、担当講座の実施運営） 
  井上委員？海野委員？丸山委員？丸山委員と三柴で選任？（Q） 
  産業保健法学研修経験者が望ましい。 
 
 ・講義形式では、 

法律系講師がメインとなって講義するが、技術系講師は事前準備なしのコメンテータ
ー程度の役割でよいか。簡単な資料は求めるか。 

多岐にわたる事件（建設安全、原子力安全、機械安全、化学物質安全等）を扱うが、
１人の講師で対応できるか。（元）監督官なら対応可能ではないか。 

技術系専門家には、テキストづくりの際にご助力を頂き、法律系講師がその情報を踏
まえて講義するのが適当か（Q）。 
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 ・講師とコメンテーターの選定（Q） 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
  →安全工学会（コンサルタント会）、篠原先生 
 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
 →安全工学会（コンサルタント会）、篠原先生（日程再調整）？ 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 建設安全・機械安全 
 安全工学会（コンサルタント会）→篠原先生、岩村様 
 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 建設安全・機械安全・放射線等 
 安全工学会（コンサルタント会）→篠原先生、岩村様 
 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 化学物質＋α 
 日化協→篠原先生、岩村様 
 

 
 ・書記の選定（研修会全体の様子を俯瞰的／定点観測的に記録） 
   丸山慧師弁護士？（Q） 
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 ・講師とコメンテーターの選定（Q） 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
  →安全工学会（コンサルタント会）、篠原先生 
 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
 →安全工学会（コンサルタント会）、篠原先生（日程再調整）？ 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 建設安全・機械安全 
 安全工学会（コンサルタント会）→篠原先生、岩村様 
 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 建設安全・機械安全・放射線等 
 安全工学会（コンサルタント会）→篠原先生、岩村様 
 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
 化学物質＋α 
 日化協→篠原先生、岩村様 
 

 
 ・書記の選定（研修会全体の様子を俯瞰的／定点観測的に記録） 
   丸山慧師弁護士？（Q） 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

8 受講者の募集文案 

 
１． 研究事業名 
厚生労働科研費事業「法学的視点から見た社会経済情勢の変化に対応する労働安全衛生
法体系に係る調査研究」 
（研究総括：副代表理事／近畿大学教授 三柴丈典） 
 
２． 目的 
上記研究の一環として、実践的な安全衛生法学研修手法の開発を目的として、研修を実
施し、効果を測定します。 
 
３．応募可能な方 
 以下に該当する方が応募可能です。職種、勤務先等は問いませんが、バランスを考慮
して選考させて頂きます。 
 
 ４．の研修プログラムを原則すべて受講し、５．の効果評価調査に協力すること 
 ＊産業保健法学研修では、学会員であること（外す）、学会研修の受講歴がない方に限
定していたが、安全衛生法学研修では限定しない。e-learning も少量（8 時間分）なの
で、受講経験者は受講不要としてデフォルトを整えたい（Q）。 
 
４．研修プログラム 
 （１）e-ラーニング 
   2024 年 3 月から 9 月の間に、指定された e-ラーニング（全体で約 8 時間分） を
全て受講して頂きます（ただし、事例検討の前提となるため、3-4 月の受講が望まし
い）。e-ラーニングについて、原則として、レポート課題の提出は求められません（講座
全体についてミニ・レポートのお願いはございます）。 
 （２）講義と事例検討 
   「安全衛生の失敗学～多職種で事件を考える～」をテーマに、講義と事例検討
（グループワーク）を実施します。 
   事例検討は、参加者が小グループに分かれ、実際の事件（判例）を素材として、
ファシリテーターらの支援を受けて、問題解決策を議論し、コメンテーターからコメン
トを得る形式です。 
   150 分×2 コマのワークショップを、以下の日程で③④⑤の計 3 回実施します。
①～⑤のうち第 1 回（講義のみ）と第 5 回（最終回）は、信頼関係形成のため、東京で
対面のみで開催し、第 2回～第 4回はオンラインで行います。 
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 （３）レポート提出 
  （１）、（２）全て終了時に、レポートの提出をしていただきます。 
 
 【日程】 

2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 

 
 
５．効果評価  
 研修受講前後に、効果の評価のために、アンケ―ト調査やインタビュー調査を行いま
す。内容は検討中ですが、過大なご負担にならないものとする予定です。また、基本的
には匿名性とし、個人や勤務先等の秘密は守られます。 
 なお、原則としてレポート等は求められません。 
 
６．費用等 
 e-ラーニングを含め、受講は無料です。実験的なプログラムであり、全講座受講によ
り、安全衛生に関する問題解決力の向上と自信の獲得が見込まれます。 
 研究費制度の趣旨により、ワークショップ現地参加にかかる交通費等の費用は自己負
担となります。 
 e-ラーニングやワークショップのオンライン参加のための機材や通信も自己負担とな
ります。 
 
７．情報の取扱い 
応募・参加された方の個人情報は研究班において厳重に管理します。同意なく氏名や

勤務先を公開することはありません。 
 効果調査への回答内容については、個人が特定されない形で分析を行い、分析結果を
報告書等に掲載します。 
 
８．その他 
 本事業で未受講の e-learning を受講した場合、学会が認定する産業保健法務主任者/メ
ンタルヘルス法務主任者資格の単位を得ることができます。 
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 （３）レポート提出 
  （１）、（２）全て終了時に、レポートの提出をしていただきます。 
 
 【日程】 

2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 

 
 
５．効果評価  
 研修受講前後に、効果の評価のために、アンケ―ト調査やインタビュー調査を行いま
す。内容は検討中ですが、過大なご負担にならないものとする予定です。また、基本的
には匿名性とし、個人や勤務先等の秘密は守られます。 
 なお、原則としてレポート等は求められません。 
 
６．費用等 
 e-ラーニングを含め、受講は無料です。実験的なプログラムであり、全講座受講によ
り、安全衛生に関する問題解決力の向上と自信の獲得が見込まれます。 
 研究費制度の趣旨により、ワークショップ現地参加にかかる交通費等の費用は自己負
担となります。 
 e-ラーニングやワークショップのオンライン参加のための機材や通信も自己負担とな
ります。 
 
７．情報の取扱い 
応募・参加された方の個人情報は研究班において厳重に管理します。同意なく氏名や

勤務先を公開することはありません。 
 効果調査への回答内容については、個人が特定されない形で分析を行い、分析結果を
報告書等に掲載します。 
 
８．その他 
 本事業で未受講の e-learning を受講した場合、学会が認定する産業保健法務主任者/メ
ンタルヘルス法務主任者資格の単位を得ることができます。 
 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 

9 産業保健法学研修について合意された効果測定指標 

 
 安全衛生課題に即して個別にアレンジしていく。 
 会議 1回をかけてじっくり検討する。 
 

 
そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

不調者の就労継続や退職につき、相手の主張を
誠実に傾聴し確認するとともに、合意形成に向
けて丁寧な説明を行っている。 

      

不調者の就労継続や退職につき、本人と適正か
つ有効な約束（合意）を交わすことができる。 

      

不調者対応について、関係者間で現状や課題を
共有し話し合う機会をもっている。 

      

不調者対応について、関係者と話し合い、本人
と職場の状況に応じた対応策を発案することが
できる。 

      

担当組織全体を理解した上で、産業保健に関す
るルールや仕組みづくり（修正案も含む）を促
進、発案、協議することができる。 

      

健康づくりに関する組織診断（組織的なアセス
メントや分析：ストレスチェックの集団分析を
含む）を、法制度や判例等に踏まえて説得し、
実施することができる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方を知り、その
組織の文化や産業保健の方針を理解している。 

      

職場環境（人事制度、人間関係なども含む）に
も目を向け、様々な機会を利用して多面的な情
報収集に努めている。 

      

組織のトップ（経営層）や担当者の理解や意欲
に応じて、トップや担当者に法制度や判例等を
踏まえた上で分かりやすく説明できる。 

      

組織の意思決定の仕組みを理解し、必要に応じ
て適切な根回しをすることができる。 
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（産業保健に関する個別的、組織的な）問題解
決につながる有益な情報を得るために、適切な
質問をすることができる。 

      

トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもっ
て取り組むことができる。 

      

組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげる
ための産業保健に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

      

不調者への対応（面談や復職支援など）に関す
る自分の業務を見直し改善案を示すことができ
る。 

      

産業保健に関する問題についてのリスクをあ
らかじめ把握した上で適切に評価することが
できる。 

      

産業保健に関する問題についてのリスクにつ
いて関係者間で共有し、それらについて話し
合うことができる。 

      

業務において疑問が生じたとき、産業保健に
関するどの法令を調べればよいのか、解釈は
どのようにしたらよいのか、調べて適切に理
解することができる。 

      

 

10 判例へのコメントづけ等 

 →別紙（「生きた産業安全法」ピックアップ判例印付き）を参照 
 ・三柴が、以下の目的および基準により、現段階までに安全衛生法に関する 26 例をピ
ックアップした（○印と水色の帯を付したもの）。 
 

 1）選定目的 

 ①講義での取り上げ（判例の示唆を広く周知） 
②事例検討での活用 

 ③事案に関する用語解説、技術解説づけ 
 ④事案のイラストづけ 
 ⑤事案や判決に関するコメントづけ 
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（産業保健に関する個別的、組織的な）問題解
決につながる有益な情報を得るために、適切な
質問をすることができる。 

      

トラブルへの介入に（慎重ながら）自信をもっ
て取り組むことができる。 

      

組織（一定数の労働者）の労働生産性をあげる
ための産業保健に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

      

不調者への対応（面談や復職支援など）に関す
る自分の業務を見直し改善案を示すことができ
る。 

      

産業保健に関する問題についてのリスクをあ
らかじめ把握した上で適切に評価することが
できる。 

      

産業保健に関する問題についてのリスクにつ
いて関係者間で共有し、それらについて話し
合うことができる。 

      

業務において疑問が生じたとき、産業保健に
関するどの法令を調べればよいのか、解釈は
どのようにしたらよいのか、調べて適切に理
解することができる。 

      

 

10 判例へのコメントづけ等 

 →別紙（「生きた産業安全法」ピックアップ判例印付き）を参照 
 ・三柴が、以下の目的および基準により、現段階までに安全衛生法に関する 26 例をピ
ックアップした（○印と水色の帯を付したもの）。 
 

 1）選定目的 

 ①講義での取り上げ（判例の示唆を広く周知） 
②事例検討での活用 

 ③事案に関する用語解説、技術解説づけ 
 ④事案のイラストづけ 
 ⑤事案や判決に関するコメントづけ 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 2）選定基準 

・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 

 
 そこで、以下の作業を行う。 

 3）作業 

 ・三柴の選定 26 例につき、三柴より要点を紹介 
 
 ・更なる選定 
  そもそも取り上げるか否か 
  特に講義で取り上げるもの（周知価値のあるもの）、事例検討で取り上げるもの 
  ＊事例検討で取り上げるもの：3例／日→9 例／3日か。 
 
 ・事件ごとにコメント担当者を決定 
 技術系専門団体＋篠原委員、岩村委員＋α？（Q） 
 →専門ごと区分して安全工学会様、コンサルタント会様にご紹介頂く。 
 化学物質関係→日化協様 
 
 ・コメント担当者に、事件に関するより詳しい情報を提供 
  コメント担当者は、事前にその情報を確認 
  ＊事件ごとに三柴が付したポイントにつき、コメントと（必要な場合）イラストをご
準備頂く（メモ程度で構いません）。 
 
 ・インタビュアーを決定し、コメント担当者に Zoomでインタビューを実施し、録音 
  インタビュアー：三柴、丸山＋α？（Q） 
事件ごとに三柴が付した以下のポイントにつき、聞き取り 

 ①用語解説、技術的な解説 
 ②判決が示した考え方の適否 
  主に技術的観点、産業的観点から。 
  反論のみでなく賛意も。賛成の場合はその意義を。 
 ③その事件の未然防止策 
 ④図解（ラフなイラスト）の授受 
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・録音をテープ起こしし、コメント担当者が確認 
 

11 【再掲】講師とコメンテーターの選定（Q） 

 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 

 

12 今後の予定の確認 

 
2023年 
①7月 26日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
②9月 27日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
③12 月 6日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
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・録音をテープ起こしし、コメント担当者が確認 
 

11 【再掲】講師とコメンテーターの選定（Q） 

 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 技術系（篠原委員？技術系専門団体の推薦？）：Q 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員＋研修委員会で選任？（Q） 
 技術系：取り扱い事件決定後、技術系専門団体の推薦？（Q） 

 

12 今後の予定の確認 

 
2023年 
①7月 26日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
②9月 27日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
③12 月 6日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 1 回議事・決定事項要録 
 

2023年 7 月 26 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 
参加者 
 三柴丈典、西本実苗、鳥居塚嵩、宮澤政裕、北口源啓、尾崎智、岩井龍人、岩村和典、
海野賀央、亀田幸一郞、国分茂行、境浩史、深田浩嗣、菅野博之、小島健一、丸山慧師、
井上洋一、渋谷純輝、篠原耕一、森山誠也、笹井健司 
泉陽子（Obs.）、安達栄（Obs.）、阿部研二（Obs.）、林かおり（Obs.）、水谷明夫

（Obs.）、淀川亮（Obs.） 
早川智栄（事務局）、丸山泰子（事務局） 

 
欠席 
 高橋朋子、熊谷明男、森晃爾（Obs.）、原俊之（Obs.） 
 
開催要項 1 の「本委員会の役割」が紹介された。 
 
開催要項 2 の「産業保健法学会」が紹介された。 
 
開催要項 3 の委員とオブザーバー、事務局メンバーが紹介された。 
 
開催要項 4 の委員会の「具体的なタスク」が紹介された。 
 その過程で、 
 研修での講話講師は、 
 法律論者（三柴）と安全衛生専門家の 2 名構成とし、安全衛生専門家は予め準備はせず、
その場でのコメントを行うこととなった。 
 事例検討のコメンテーターは、 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 1 回議事・決定事項要録 
 

2023年 7 月 26 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 
参加者 
 三柴丈典、西本実苗、鳥居塚嵩、宮澤政裕、北口源啓、尾崎智、岩井龍人、岩村和典、
海野賀央、亀田幸一郞、国分茂行、境浩史、深田浩嗣、菅野博之、小島健一、丸山慧師、
井上洋一、渋谷純輝、篠原耕一、森山誠也、笹井健司 
泉陽子（Obs.）、安達栄（Obs.）、阿部研二（Obs.）、林かおり（Obs.）、水谷明夫

（Obs.）、淀川亮（Obs.） 
早川智栄（事務局）、丸山泰子（事務局） 

 
欠席 
 高橋朋子、熊谷明男、森晃爾（Obs.）、原俊之（Obs.） 
 
開催要項 1 の「本委員会の役割」が紹介された。 
 
開催要項 2 の「産業保健法学会」が紹介された。 
 
開催要項 3 の委員とオブザーバー、事務局メンバーが紹介された。 
 
開催要項 4 の委員会の「具体的なタスク」が紹介された。 
 その過程で、 
 研修での講話講師は、 
 法律論者（三柴）と安全衛生専門家の 2 名構成とし、安全衛生専門家は予め準備はせず、
その場でのコメントを行うこととなった。 
 事例検討のコメンテーターは、 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 毎回、法律家（弁護士等）と安全衛生専門家の 2 名構成とすることとなった。 
 研修会の書記は、丸山慧師弁護士が務めることとなった。 
 
開催要項 5 の「費用補助・謝金」の案が紹介された。 
 その過程で、 
 委員は運営側であり、委員会会議出席について謝金 1 万円を支給すること、委員が講座
参加（観察）する場合、交通費のみを支給すること、ただし、ワークでのファシリテーシ
ョン等の役割を依頼することがあること、 
 受講者は、受講料を無償とするが、アンケートやレポートによる調査に協力し、交通
費・謝金等は支払わないこと、e-learning での受講につき、学会認定資格の単位を付与す
ること、 
 につき決議された。 
 
開催要項 6 の「産業保健法学研修の構成、様子、反省事項、改善策」が報告された。 
 
開催要項 7 の安全衛生法学研修「講座の構成」が提案された。 
 その過程で、 
 基礎知識を得るために受講すべき e-learning 講座は、以下の 8 時間分と決定した。 
  ①法的思考（実務家編） 
  ②日本の労働と法①解雇と人事一般 
  ③日本の労働と法②安全配慮義務、健康配慮義務、労働者のプライバシー 
  ④労働安全衛生法の体系 
  ⑤安衛法の監督指導実務 
  ⑥職場での化学物質管理と法 
  ⑦労災保険法 
  ⑧下請・副業兼業・フリーランスと法（発注者・委託者の責任） 
 全 5 回（10 コマ）で、1，2 回目は講義形式、3，4，5 回目は事例検討会とすることと
なった。 
 1回目と 5回目を対面とし、2，3，4回目はオンラインで行うこととなった。 
 司会は、井上洋一弁護士が務めることとなった。 
 各会の講師とコメンテーターは以下の通り決定した。 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系：安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合篠原
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

先生。 
 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系：安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合篠原

先生（ただし、日程再調整の必要あり）。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任 
 技術系： 
 建設安全系統（ピックアップ数 9）・機械安全系統（ピックアップ数 5） 
 安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合、篠原先生か

岩村様。 
 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任。 
 技術系： 
 建設安全系統（ピックアップ数 9）・機械安全系統（ピックアップ数 5）・造船安全

系統（ピックアップ数 3）、その他（ピックアップ数 4） 
 安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合、篠原先生か

岩村様。 
 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任。 
 技術系： 
 化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
 日化協で決定。困難な場合、篠原先生か岩村様。 

 ＊安全工学会様と安全衛生コンサルタント会様、小島委員・研修委員会におかれては、
8 月末までに、担当をご決定頂き、本委員会のメーリングリストまでご連絡頂ければ幸い
です。 
 ＊事件の種別は、「産業安全法ピックアップ判例一覧」の最後に以下のように掲載され
ています。 
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先生。 
 
②6月 15日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系：安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合篠原

先生（ただし、日程再調整の必要あり）。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任 
 技術系： 
 建設安全系統（ピックアップ数 9）・機械安全系統（ピックアップ数 5） 
 安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合、篠原先生か

岩村様。 
 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任。 
 技術系： 
 建設安全系統（ピックアップ数 9）・機械安全系統（ピックアップ数 5）・造船安全

系統（ピックアップ数 3）、その他（ピックアップ数 4） 
 安全工学会と安全衛生コンサルタント会で協議し決定。困難な場合、篠原先生か

岩村様。 
 
⑤9月 21日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員と研修委員会で選任。 
 技術系： 
 化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
 日化協で決定。困難な場合、篠原先生か岩村様。 

 ＊安全工学会様と安全衛生コンサルタント会様、小島委員・研修委員会におかれては、
8 月末までに、担当をご決定頂き、本委員会のメーリングリストまでご連絡頂ければ幸い
です。 
 ＊事件の種別は、「産業安全法ピックアップ判例一覧」の最後に以下のように掲載され
ています。 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

建設安全系（合計 9） 
建設安全：（1）（6）（11）（17） 
建設安全＋化学安全（アスベスト）：（9）（25） 
建設安全＋機械安全：（5） 
土木建設機械安全（重機）：（22）（23） 
 
機械安全系（合計 5） 
機械安全：（4）（8）（15） 
機械安全（検査）：（24） 
機械安全＋建設安全：（5）（＊再掲） 
 
造船安全系（合計 3） 
船内安全（建設安全的：メンテナンス）：（21） 
船内安全（建設安全的：造船）：（20） 
船上安全（建設安全的：造船）：（2） 
 
林業安全系（合計 2） 
林業安全（建設安全的：高所作業）：（7） 
林業安全（建設安全的：振動）：（10） 
 
化学安全系（合計 5） 
化学安全：（12）（16）（19） 
化学安全＋建設安全（アスベスト）：（9）（25）（＊再掲） 
 
その他（合計 4） 
原子力・放射線安全）：（14） 
ガス安全：（酸欠））：（18） 
運輸安全（重量物関係）：（13） 
潜水安全：（26） 

 
 
開催要項 8 の「受講者の募集文案」が紹介された。 
 安全衛生法学研修では、本学会員であること、との条件が外されることとなった。また、
学会研修（e-learning）受講歴がある方も受講資格ありとして、受講済みの e-learning 講座
は受講不要とすることになった。 
 （ミニ）レポート作成の依頼はあり得ることを明記することとなった。 
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開催要項 9 の「産業保健法学研修について合意された効果測定指標」が、今後の効果測定
評価の作成に際しての参考のため、紹介された。 
 
開催要項 10 の「判例へのコメント付け等」について、内容の説明が行われた。 
 その過程で、三柴が 26 例を選定したことと、各事例について議論が可能なポイントに
ついて別紙（「産業安全法ピックアップ判例一覧」）を用いて説明された。 
 今後、テキストでのイラスト付けやコメント付けする事例（数未定）、事例検討で取り
上げる事例（9 例）の絞り込みにあたり、 
 
 ・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 

 
 が基準となることが紹介された。 
 三柴より、選定 26 例について、委員会で委員全員に紹介していくことが承諾され、最
初の 4 例が紹介された。 
  
 コメント付けする事例が決定次第、インタビューを実施すること、インタビューを受け
て頂く専門家（インタビュイー）につき、安全工学会と安全衛生コンサルタント会に協議
のうえ、ご決定頂くこと、化学物質関係事例については日本化学工業協会にご決定頂くこ
とにつき、ご承諾頂いた。 
 インタビュイーには、別途共有した判例要約か、判決文原文を適宜ご参照頂き、インタ
ビューに備えて頂くこと、合わせて技術的な事項を説明するためのイラストをメモ書き程
度でご準備頂くことにつき、ご承諾頂いた。 
 
 ＊こちらも、8 月末までに決定されたインタビュイーをメーリングリストにお知らせ頂
ければ幸いです。 
 
 インタビュアーは、三柴と事務局の丸山泰子氏が担当することとなった。 
 聞き取り内容は、以下の 4点となることが伝達された。 
 
①用語解説、技術的な解説 

 ②判決が示した考え方の適否 
  主に技術的観点、産業的観点から。 
  反論のみでなく賛意も。賛成の場合はその意義を。 
 ③その事件の未然防止策 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

開催要項 9 の「産業保健法学研修について合意された効果測定指標」が、今後の効果測定
評価の作成に際しての参考のため、紹介された。 
 
開催要項 10 の「判例へのコメント付け等」について、内容の説明が行われた。 
 その過程で、三柴が 26 例を選定したことと、各事例について議論が可能なポイントに
ついて別紙（「産業安全法ピックアップ判例一覧」）を用いて説明された。 
 今後、テキストでのイラスト付けやコメント付けする事例（数未定）、事例検討で取り
上げる事例（9 例）の絞り込みにあたり、 
 
 ・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 

 
 が基準となることが紹介された。 
 三柴より、選定 26 例について、委員会で委員全員に紹介していくことが承諾され、最
初の 4 例が紹介された。 
  
 コメント付けする事例が決定次第、インタビューを実施すること、インタビューを受け
て頂く専門家（インタビュイー）につき、安全工学会と安全衛生コンサルタント会に協議
のうえ、ご決定頂くこと、化学物質関係事例については日本化学工業協会にご決定頂くこ
とにつき、ご承諾頂いた。 
 インタビュイーには、別途共有した判例要約か、判決文原文を適宜ご参照頂き、インタ
ビューに備えて頂くこと、合わせて技術的な事項を説明するためのイラストをメモ書き程
度でご準備頂くことにつき、ご承諾頂いた。 
 
 ＊こちらも、8 月末までに決定されたインタビュイーをメーリングリストにお知らせ頂
ければ幸いです。 
 
 インタビュアーは、三柴と事務局の丸山泰子氏が担当することとなった。 
 聞き取り内容は、以下の 4点となることが伝達された。 
 
①用語解説、技術的な解説 

 ②判決が示した考え方の適否 
  主に技術的観点、産業的観点から。 
  反論のみでなく賛意も。賛成の場合はその意義を。 
 ③その事件の未然防止策 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 ④図解（ラフなイラスト）の授受 

 
 聞き取り内容は、ある程度要約して文章化し、インタビュイーにご確認頂くことにつき、
ご承諾頂いた。 
 
開催要項 12 の「今後の予定の確認」が紹介された。 
 その過程で、安全衛生法学研修の第 5 回目が、当初案から変更され、2024 年 9 月 28 日
となったことが説明された。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 2 回開催要項 
 

2023年 9 月 27 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 本委員会の役割（再掲） 

 
 本委員会は、日本産業保健法学会が厚生労働省より標記補助金を受けて実施している安
全衛生法の体系的な研究事業（トータルで年間約 1300 万円規模の事業）のうち、「生生ききたた
法法教教育育」の開発を担う。 
 本研究事業は、大別して、 
①労働安全衛生法の体系書づくり（数千頁）、そのうち技術的な対応が困難な（人的、

組織的対応が求められる）領域を司る産業保健法の体系書づくり、 
 ②実践的な法教育の開発と効果測定、 
＊①で制作する体系書のうち、制度趣旨と関係判例や監督指導実務に関する情報を抜き

出して制作したテキスト（教本）を用いて、主に講義と（ワークを含む）事例検討から成
る実践的な法教育を施し、その効果を計る。 
産業保健法学研修と安全衛生法学研修の 2 種で構成される。対象は、25－30 名程度の少

人数の集団（フォーカス・グループ）。 
 から成るが、本委員会は、このうち②、そのうち安全衛生法学研修を所掌し、そのテキ
ストづくり、カリキュラムづくり、効果指標づくり、効果測定の実施と結果の分析までを
担う。 
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厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 2 回開催要項 
 

2023年 9 月 27 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 本委員会の役割（再掲） 

 
 本委員会は、日本産業保健法学会が厚生労働省より標記補助金を受けて実施している安
全衛生法の体系的な研究事業（トータルで年間約 1300 万円規模の事業）のうち、「生生ききたた
法法教教育育」の開発を担う。 
 本研究事業は、大別して、 
①労働安全衛生法の体系書づくり（数千頁）、そのうち技術的な対応が困難な（人的、

組織的対応が求められる）領域を司る産業保健法の体系書づくり、 
 ②実践的な法教育の開発と効果測定、 
＊①で制作する体系書のうち、制度趣旨と関係判例や監督指導実務に関する情報を抜き

出して制作したテキスト（教本）を用いて、主に講義と（ワークを含む）事例検討から成
る実践的な法教育を施し、その効果を計る。 
産業保健法学研修と安全衛生法学研修の 2 種で構成される。対象は、25－30 名程度の少

人数の集団（フォーカス・グループ）。 
 から成るが、本委員会は、このうち②、そのうち安全衛生法学研修を所掌し、そのテキ
ストづくり、カリキュラムづくり、効果指標づくり、効果測定の実施と結果の分析までを
担う。 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
 

2 産業保健法学会（再掲） 

 2020 年に発足。法法のの実実際際的的なな効効果果を考え、「生生ききたた法法」」をを重重視視。2023 年 9 月現在の会員
数は 1000 名強（但し会費未納者含む）で、産業医を筆頭に厚労省が創設した資格者が多
いが。概ね産業保健関係者に限られているので、今後は、安全衛生関係者全般にウィング
を拡大したい。地域的には、東京・神奈川の会員が多く、大阪、福岡と続く。 
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3 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
 

3 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
研究協力者 菅野 博之  華為技術日本株式会社 
 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

4 本日のタスク 

 

4．1 研修講師／コメンテーターの確定 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、前村先生？（＋岩村委員） 
  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、前村先生？（＋岩村委員） 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全

系統（ピックアップ数 1） 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3つ 
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水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

4 本日のタスク 

 

4．1 研修講師／コメンテーターの確定 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、前村先生？（＋岩村委員） 
  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、前村先生？（＋岩村委員） 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全

系統（ピックアップ数 1） 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3つ 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：前村先生／篠原委員／岩村委員 
 機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
 船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
 その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 

 ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
 運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 
 （3）（13）（14）（18）のうち 1つ 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員 OR／AND 尾崎委員 
 化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
 （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3つ 

 
 

4．2 研修の枠組みの共有（丸山） 

 別紙参照。 
 

4．3 事件の紹介（三柴）と取扱い事件の選択 

1）選択目的 

1．1）事例検討の対象 

建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全系
統（ピックアップ数 1） 
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  （1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3 つ 
機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 
ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 

（3）（13）（14）（18）のうち 1 つ 
  化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
  （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3 つ 
 

1．2）テキストでの用語解説、イラスト付け、技術解説付け＋事案や判決に関

するコメント付けの対象 

  
 インタビューの対象 
 ＊基本的に多くとりあげる前提で、しかし不要なものを排除していく方針で。 
 

2）選定基準 

・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 

 
3）今後の具体的作業 
 ・コメント担当者に、事件に関するより詳しい情報を提供 
  コメント担当者は、事前にその情報を確認 
  ＊事件ごとに三柴が付したポイントにつき、コメントと（必要な場合）イラストをご
準備頂く（メモ程度で構いません）。 
 
 ・インタビュアー（三柴、丸山）が、コメント担当者に Zoom でインタビューを実施し、
録音 
事件ごとに三柴が付した以下のポイントにつき、聞き取り 

選ぶ事例の基準 
1：皆でわいわい議論する 議論
するポイントは講師側から事前
に考え提示するもの 
2：安衛法テキストの用語解説に
肉付けするもの 

選ぶ事例の基準 
議論の余地→判決への疑問があるもの 
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  （1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3 つ 
機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 
ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 

（3）（13）（14）（18）のうち 1 つ 
  化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
  （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3 つ 
 

1．2）テキストでの用語解説、イラスト付け、技術解説付け＋事案や判決に関

するコメント付けの対象 

  
 インタビューの対象 
 ＊基本的に多くとりあげる前提で、しかし不要なものを排除していく方針で。 
 

2）選定基準 

・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 

 
3）今後の具体的作業 
 ・コメント担当者に、事件に関するより詳しい情報を提供 
  コメント担当者は、事前にその情報を確認 
  ＊事件ごとに三柴が付したポイントにつき、コメントと（必要な場合）イラストをご
準備頂く（メモ程度で構いません）。 
 
 ・インタビュアー（三柴、丸山）が、コメント担当者に Zoom でインタビューを実施し、
録音 
事件ごとに三柴が付した以下のポイントにつき、聞き取り 

選ぶ事例の基準 
1：皆でわいわい議論する 議論
するポイントは講師側から事前
に考え提示するもの 
2：安衛法テキストの用語解説に
肉付けするもの 

選ぶ事例の基準 
議論の余地→判決への疑問があるもの 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 ①用語解説、技術的な解説 
 ②判決が示した考え方の適否 
  主に技術的観点、産業的観点から。 
  反論のみでなく賛意も。賛成の場合はその意義を。 
 ③その事件の未然防止策 
 ④図解（ラフなイラスト）の授受 
 
・録音をテープ起こしし、コメント担当者が確認 

 

4．4 インタビュイーの確定 

  基本的に、講義での技術系解説者にそのままご担当頂く。 
 

1）建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全系
統（ピックアップ数 1） 
  （1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち選択されたもの 
 →宮澤委員 
 ＊インタビュー2 回分相当 
 

2）機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち選択されたもの 
船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち選択されたもの 

3）その他（ピックアップ数 4） 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 
ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 

（3）（13）（14）（18）のうち選択されたもの 
 
 →前村先生、篠原委員、岩村委員 
 ＊インタビュー2 回分相当 
 
 4）化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
  （9）（12）（16）（19）（25）のうち選択されたもの 
 →北口委員 AND／OR尾崎委員 
 ＊インタビュー1 回分相当 

－3491－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 

4．5 インタビュー日程の決定 

 早早川川ささんんかからら、 
 インタビュイー、三柴、丸山 
 の三者のスケジュールを調整。 
  
 先ずは、2時間／回で、4～5事例ずつを基準とし、合計 5 回を目安とする。 
 テキストを早めに完成させる必要があるため、 
 1111 月月かからら 1122月月ににかかけけてて実実施施する。 
 

5 今後の予定の確認 

 
2023年 
①7月 26日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
②9月 27日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
③12 月 6日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  
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4．5 インタビュー日程の決定 

 早早川川ささんんかからら、 
 インタビュイー、三柴、丸山 
 の三者のスケジュールを調整。 
  
 先ずは、2時間／回で、4～5事例ずつを基準とし、合計 5 回を目安とする。 
 テキストを早めに完成させる必要があるため、 
 1111 月月かからら 1122 月月ににかかけけてて実実施施する。 
 

5 今後の予定の確認 

 
2023年 
①7月 26日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
②9月 27日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
③12 月 6日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 24日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 3 回開催要項 
 

2023年 12 月 6 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等（現在、ご休業中） 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
研究協力者 菅野 博之  華為技術日本株式会社 
 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 
研究協力者 菅野 博之  華為技術日本株式会社 
 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
小前 和男   社会保険労務士法人あかつき 
中田 美奈子  社会保険労務士法人あかつき 
有井 大介   社会保険労務士法人あかつき 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

2 本日のタスク 

 ・研修日程・講師・要領の確認 
 ・事件の紹介と選定 
 

3 研修日程・講師・要領の確認 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全

系統（ピックアップ数 1） 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（6）（④で扱う）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3つ 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
 船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
 その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 

 ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
 運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 
 （3）（13）（14）（18）のうち 1つ 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全

系統（ピックアップ数 1） 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（6）（④で扱う）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3つ 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
 船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
 その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 

 ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
 運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 
 （3）（13）（14）（18）のうち 1つ 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 技術系：北口委員 AND 尾崎委員 
 化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
 （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3つ 

 
 

4 研修書記の確認 

 丸山弁護士 
 

5 事件の紹介（三柴）と取扱い事件の選択 

1）選択目的 

・研修での事例検討 
 

2）選択基準 

・判決の結論や論理に議論の余地がある 
・判決の考え方、示唆が実務にとって参考になり、関係者に周知する価値がある 
・災害原因、用語などが技術的に難解で、解説や図解が必要 
 

6 本日の検討対象事例 

12～26 
 
建設安全系統（ピックアップ数 7）・船内安全系統（ピックアップ数 1）・潜水安全系

統（ピックアップ数 1） 
  （1）（6）（11）（17）（20）（22）（23）（25）（26）のうち 3 つ 

機械安全系統（ピックアップ数 5） 
（4）（5）（6）（15）（24）のうち 2 つ 
船内・船上安全系統（ピックアップ数 2） 
（2）（21）のうち 1 つ 
その他 
原子力・放射線安全系統（ピックアップ数 2） 
ガス安全（酸欠）（ピックアップ数 1） 
運輸安全（重量物関係）（ピックアップ数 1） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（3）（13）（14）（18）のうち 1 つ 
  化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
  （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3 つ 
 

7 今後の具体的作業 

 ・コメント担当者には、3段階の情報を提供（済） 
 ①三柴がコンパクトにまとめたもの（テキスト「生きた産業安全法」） 
 ②分担執筆者が整理したもの 
 ③判決原文 
 
 ・コメント担当者は、事前にその情報を確認 
 
 ・研修当日には、インタビュー結果を反映したテキスト（上記①の簡易製本）が完成し、
コメンテーターや受講者に配布されている予定。 
 

8 今後の予定の確認 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
→2月 7 日（水曜日）に前倒しして、効果測定指標を検討 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

  

－3504－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（3）（13）（14）（18）のうち 1 つ 
  化学物質安全系統（ピックアップ数 5） 
  （9）（12）（16）（19）（25）のうち 3 つ 
 

7 今後の具体的作業 

 ・コメント担当者には、3段階の情報を提供（済） 
 ①三柴がコンパクトにまとめたもの（テキスト「生きた産業安全法」） 
 ②分担執筆者が整理したもの 
 ③判決原文 
 
 ・コメント担当者は、事前にその情報を確認 
 
 ・研修当日には、インタビュー結果を反映したテキスト（上記①の簡易製本）が完成し、
コメンテーターや受講者に配布されている予定。 
 

8 今後の予定の確認 

 
2024年 
④3月 13日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
→2月 7 日（水曜日）に前倒しして、効果測定指標を検討 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 4 回開催要項 
 

2024年 2 月 7日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 

1 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等（現在、ご休業中） 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 
 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  株式会社三菱UFJ銀行 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

尾崎 智   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 
 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  株式会社三菱UFJ銀行 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官（ただし留学中なので一定範囲での関与） 
研究協力者 笹井 健司 監督官 
 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
小前 和男   社会保険労務士法人あかつき 
中田 美奈子  社会保険労務士法人あかつき 
有井 大介   社会保険労務士法人あかつき 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 

2 本日のタスク 

 ・安全衛生法学研修効果測定指標の検討 
 

3 研修日程・講師・要領の確認 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
判決に文句がないか、どうすれば防げたかの 2点を中心に 事例検討 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 
（16）（19）（25） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
判決に文句がないか、どうすれば防げたかの 2点を中心に 事例検討 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 
（16）（19）（25） 

 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

4 研修書記の確認 

 丸山弁護士 
 

5 今後の具体的作業の共有 

 ・コメント担当者には、3段階の情報を提供（済） 
 ①三柴がコンパクトにまとめたもの（テキスト「生きた産業安全法」） 
 ②分担執筆者が整理したもの 
 ③判決原文 
 の 3 種（既に）を丸山さんからコメンテーターのうち弁護士（ML に入っていない方）
に（改めて）配信 
 ・コメント担当者は、事前にその情報を確認して、当日に望んで頂く。 
 基本的な確認対象は①②のみで結構です。 
 
 ＊研修当日には、上記①の簡易製本が完成し、コメンテーターや受講者に配布されてい
る予定。 
 

6 効果測定指標の検討 

 別紙参照。 
産業保健法学研修→目に見えないものを扱う（メンタルヘルスとか）、本人に対応して働
きかける力、組織に働きかける力とか 
 

7 今後の予定の確認 

2024 年 
⑤5月 15日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

 
  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 5 回開催要項 
 

2024年 5 月 15 日 
19：30～21：00（最長 21：30） 

於）Zoom 
 

1 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等（現在、ご休業中） 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 

－3511－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
小前 和男   社会保険労務士法人あかつき 
中田 美奈子  社会保険労務士法人あかつき 
大澤 日奈子  社会保険労務士法人あかつき 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

2 本日のタスク 

 ・安全衛生法学研修の計画及び進め方案の共有と調整 
主な説明担当：丸山泰子氏 

 

3 研修日程・講師・要領の確認 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（16）（19）（25） 

 
 

4 研修書記の確認 

 丸山弁護士 
 

5 今後の具体的作業の共有 

 ・コメント担当者には、3段階の情報を提供（済だが適宜改めて） 
 ①三柴がコンパクトにまとめたもの（テキスト「生きた産業安全法」） 
 ②分担執筆者が整理したもの 
 ③判決原文 
 
 の 3 種（既に）を丸山さんからコメンテーターのうち弁護士（ML に入っていない方）
に（改めて）配信 
 ・コメント担当者は、事前にその情報を確認して、当日に望んで頂く。 
 基本的な確認対象は①②のみで結構です。 
 
 ＊研修当日には、上記①の簡易製本が完成し、コメンテーターや受講者に配布されてい
る予定。 
 

6 効果測定指標の検討 

 別紙参照。 
 

7 今後の予定の確認 

 
2024年 
⑥8月 21日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

 
  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 6 回開催要項 
 

2024年 8 月 21 日 
19：30～20：30 

於）Zoom 
 

1 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等（現在、ご休業中） 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  SCSK 株式会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  某社人事労務部員 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
小前 和男   社会保険労務士法人あかつき 
中田 美奈子  社会保険労務士法人あかつき 
大澤 日奈子  社会保険労務士法人あかつき 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

2 本日のタスク 

 ・安全衛生法学研修の進捗状況と課題の共有 
主な説明担当：丸山泰子氏 

 

3 研修日程・講師・要領の確認 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
  法律系：三柴 

 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

（16）（19）（25） 

 
 

4 研修書記の確認 

 丸山弁護士 
 

5 作業の確認 

 ・コメント担当者には、3段階の情報を提供（済だが適宜改めて） 
 ①三柴がコンパクトにまとめたもの（テキスト「生きた産業安全法」） 
 ②分担執筆者が整理したもの 
 ③判決原文 
 
 の 3 種（既に）を丸山さんからコメンテーター（特に ML に入っていない方）に（改め
て）配信 
 ・コメント担当者は、事前にその情報を確認して、当日に望んで頂く。 
 基本的な確認対象は①②のみで結構です。 
 
 ＊研修当日には、上記①の簡易製本が完成し、コメンテーターや受講者に配布されてい
る予定。 
 

6 今後の予定の確認 

 ＊講座修了後、早川さん、丸山さんから、受講者への質問票への回答を促し、結果を西
本先生に共有して頂き、西本先生において整理分析して頂く。 
 ＊確か、講座終了直後、しばらく経過後の調査を予定していたと思うので、双方につい
て同じ作業をお願い致します。 
 
 
2024年 
⑦11 月 20 日（水曜日） 19:30-21:00（最長 21:30） 

 
【安全衛生法学研修の日程】 
2024年 
①5月 18日（土曜日） 13:00-18:30  
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

 
  

－3522－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30  
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30  
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30  
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30  

 
  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚生労働行政推進調査事業費補助金（政策科学総合研究事業） 

安全衛生法学研修効果測定委員会 
（略称：政策科研・安衛法教育委員会） 

 

第 7 回（最終回）開催要項 
 

2024年 11 月 20日 
19：30～20：30 

於）Zoom 
 

1 委員の紹介 

（調査の実施運営） 

以下、＊は研究費補助制度上の位置づけ 
分担研究者（研究統括）（＊）    三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 
 調査のデザイン、運営等の統括 
研究協力者（分担報告書等執筆担当） 西本 実苗 神戸女子大学心理学部・講師 
 統計学的視点からの調査のデザイン、実施の指導、調査結果の分析、報告書の作成等 
研究協力者             高橋 朋子 近畿大学教職教育部・准教授 
 教育工学的視点からの調査のデザイン等 

 

（技術系専門団体） 

【安全工学会】 
研究協力者 鳥居塚 崇  安全工学会常任理事（学術委員長） 
             日本大学生産工学部教授 
 
【日本安全衛生コンサルタント会】 
研究協力者 宮澤 政裕  労働安全衛生コンサルタント 

前建設労務安全研究会事務局長 
 
【日本化学工業協会】 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  エネルギー関連会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  三菱UFJ銀行 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 研究協力者 北口 源啓  旭化成株式会社環境安全部労働安全グループ長  
石井 浩   日本化学工業協会環境安全部・RC推進部管掌常務理事 

 

（人事関係） 

人事労務的観点からの調査の企画運営への関与、助言 
研究協力者 岩井 龍人  公益財団法人佐々木研究所 
研究協力者 岩村 和典  ニッポン高度紙工業株式会社 
研究協力者 海野 賀央  エネルギー関連会社 
研究協力者 亀田 幸一郎 株式会社クボタ健康経営推進部長 
研究協力者 国分 茂行  三菱UFJ銀行 
研究協力者 境 浩史   株式会社島津製作所 
研究協力者 深田 浩嗣  阪急阪神マーケティングソリューションズ株式会社 

研究協力者 菅野
す が の

 博之  華為技術日本株式会社 

 
＊適宜参加（アドバイザリー） 
研究協力者 熊谷 明男 元日立ソリューションズ人事総務部長 
 

（弁護士） 

研究協力者       小島 健一 鳥飼綜合法律事務所・弁護士 
研究協力者（書記担当） 丸山 慧師 MM経営法律事務所・弁護士 
 

（学会の研修委員会との連携） 

研究協力者 井上 洋一 愛三西尾法律事務所・弁護士（学会研修委員会委員長） 
 学会での研修実施経験からの助言、研究成果の学会研修への展開 
研究協力者 渋谷 純輝 合同会社ワンピック・産業医（学会研修委員会主幹） 
 同上 

 

（（元）監督官） 

研究協力者 篠原 耕一 元監督官、京都労務トラスト代表 
研究協力者 森山 誠也 監督官 
研究協力者 笹井 健司 元監督官、社会保険労務士 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 

（オブザーバー） 

＊謝金・交通費発生せず。 
研究協力者 泉 陽子 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構・教授 

  予算面、学会事務運営（一部は統計調査）の視点からの調査研究に関与される予定。 
分担研究者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所・教授 
 要所でのご協力。 
安達 栄    元厚生労働省安全課長 
阿部 研二   元中央労働災害防止協会常務理事 
林  かおり  中央労働災害防止協会健康快適推進部長 
小前 和男   社会保険労務士法人あかつき 
中田 美奈子  社会保険労務士法人あかつき 
大澤 日奈子  社会保険労務士法人あかつき 
原  俊之   青森中央学院大学法学部・教授 
水谷 明夫   産業医・Office Le Chien LLC. 
淀川 亮    弁護士・弁護士法人英知法律事務所 

 
 ＊事務 早川 智栄（さとえ）、丸山 泰子 保健師 

 丸山氏は、研修の運営実務担当（産業保健法学研修の運営実務担当者）。カリキュラ
ムの編成等にも参画 
 
 

2 本日のタスク 

・安全衛生法学研修の結果の暫定報告 
主な説明担当：西本実苗氏 

 ・安全衛生法学研修を振り返っての運営上の課題 
主な説明担当：丸山泰子氏 

 

3 研修日程・講師・要領の確認 

 
2024 年 
 ①5 月 18 日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
  講師 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

  法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 

  取扱事件は、リストアップされたもの全て。法律系は要点のみ伝達し、技術系は
特にコメントすべきものを選択するか、全てについて簡潔にコメントして頂く。 
 
②6月 1 日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 講師 
 法律系：三柴 
 技術系（コメント）：篠原委員、岩村委員 
 取扱事件については同上。 
 
③7月 20日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：西脇巧弁護士 
 技術系：宮澤委員 
 建設安全系統・船内安全系統・潜水安全系統 
 ＊事件番号（以下同じ） 
（1）（17）（20）（22） 
 
④8月 31日（土曜日） 13:00-18:30 オンライン開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：岡田俊宏弁護士 
 技術系：福田委員、篠原委員、岩村委員 
 機械安全系統 
（4）（6）（15） 
 船内・船上安全系統 
（21） 
 その他 
原子力・放射線安全系統 

（3）（14） 
 
⑤9月 28日（土曜日） 13:00-18:30 東京開催 
 事例報告：笹井委員 
 コメンテーター 
 法律系：小島委員 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 技術系：北口委員、尾崎委員 
 化学物質安全系統 
（16）（19）（25） 

 
 

4 今後の予定の確認 

 ＊フォローアップ調査につき、早川さん、丸山さんから、受講者への質問票への回答を
促し、結果を西本先生に共有して頂き、西本先生において整理分析して頂く。 
 
 
 
 
 
 
 

－3527－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

資料 3 厚労科研（安全衛生法学）進捗報告（第 5 回委員会資料・丸山泰子委員作成） 
および厚労科研（安全衛生法学）中間報告（第 6回委員会資料・丸山泰子委員作成） 
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

資料 3 厚労科研（安全衛生法学）進捗報告（第 5 回委員会資料・丸山泰子委員作成） 
および厚労科研（安全衛生法学）中間報告（第 6回委員会資料・丸山泰子委員作成） 

 

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚労科研 進捗報告資料 
2024/5/15 

＊参加者：この報告書内では、研究被験者を参加者と表記します 
 
１、参加者募集 

① 公募先（依頼先） 
・日本産業保健法学会 会員向けメーリングリスト、SNS 
・日本安全工学会様（鳥居塚先生） 
・日本労働安全衛生コンサルタント会様（宮澤先生） 

・日本化学工業協会様（北口先生、尾崎先生） 

・中央労働災害防止協会様（林先生） 

 ほか、以前、研修に興味があるとご連絡いただいていた方へ個別にご案内。 

 

② 応募人数（職種内訳）：79名 

 
 

③ 選考基準 
・一定の企業に偏らぬよう、1 社 2 名以内とする 
・安全衛生担当者はなるべく残す 
・多職種連携の観点から、産業保健職、社労士・人事労務担当者が各 1 名ずつグル
ープに入れるようにする 
・ダイバーシティの観点から、年齢、性別、経験値などを多種取り入れる 

  

安全衛生推進担当者 29
産業保健職（産業医含む） 25
社会保険労務士 11
人事労務担当 7
労働安全衛生コンサルタント 3
その他 2
環境および労働安全衛生 1
認定オキュペイショナルハイジ 1
臨床工学技士 1
総計 79
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

④ 参加者確定（人数と内訳） 
・当初の予定人数は 35 名だったが、予想外の申込があったため、50 名まで枠を広
げる（オンランでのグループワークの限界値） 
・昨年の途中離脱者を考慮し、55 名でスタート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤ 確定後の流れと進捗 
・e-learningの登録、事前アンケートの案内を実施 
・一斉、個別のリマインドを実施 
 

２、参加者準備状況 
  ①テキスト：4 月末に最終改定後、印刷へ 
    当初事前配布予定であったが、当日配布となる。 
    代替えとして、三柴先生提供の講義スライドを事前配布予定（Web 上での閲覧） 
  ②e-learning サイトへの会員登録及び受講前アンケートの回答状況 
   会員登録：51名（5/13 時点） 
   受講前アンケート：49 名（5/13 時点） 
   講座受講開始：32名（うち 12 名が全 9 講座完了） 
 
３、その他 
  ・今回は会員外の参加が多いため、e-learning システムの利用資料を添付し案内 
  ・懇親会については、第 1 回は会場内で立食形式の短時間で実施予定 

業態（日本標準産業分類） その他 安全 産業保健 社労士 人事 総計

F電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
（バイオ燃料） 1 1
D建設 2 1 1 4
E製造01飲料 1 1
E製造16化学工業 11 1 12
E製造17石油 1 1
E製造19ゴム製品製造 1 1 2
E製造21窯業・土石製品製造業 1 1
E製造27業務用機械器具製造 1 1 2
E製造28電子部品デバイス 1 1
E製造29電気機械器具製造業 1 1
E製造31運送用機械器具製造 2 1 3
H運輸業 1 1
I卸売業，小売業 1 1 2
L学術研究，専門・技術サービス業 1 1 2
O教育・学習支援 1 1
P医療福祉 1 1 2
Ｒサービス業 1 1
S公務 1 1 2
T個人事業主 2 11 13
電機 1 1
総総計計 4 24 10 12 5 55
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 
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   会員登録：51名（5/13 時点） 
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   講座受講開始：32名（うち 12 名が全 9 講座完了） 
 
３、その他 
  ・今回は会員外の参加が多いため、e-learning システムの利用資料を添付し案内 
  ・懇親会については、第 1 回は会場内で立食形式の短時間で実施予定 
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F電気・ガス・熱供給・水道業 1 1
（バイオ燃料） 1 1
D建設 2 1 1 4
E製造01飲料 1 1
E製造16化学工業 11 1 12
E製造17石油 1 1
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分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

厚労科研 中間報告 
～安全衛生法学～ 

2024/8/21（2024/8/22改定） 
＊参加者：この報告書内では、研究被験者を参加者と表記します 
 
＜研究デザイン＞ 
１、研究目的：西本先生作成より引用 
①安全衛生関係者の問題解決能力（予防＋事後解決）の向上を目指して実施される産業
保健法学研修（厚労科研・日本産業保健法学会）の効果測定を行い、安全衛生関係者
（安全衛生担当者、産業保健関係者、人事、法律の専門家等）に対する有効な法教育
手法の開発につながる知見を得ること。 
②①の目的を達成するために必要な、研修効果測定調査の調査デザインおよび調査項目
を検討し作成すること。 

２、研究成果（効果測定）：西本先生、高橋先生 
３、研究期間（研修期間） 

・4月～9 月 計 5回 
・対面 2回、オンライン 3 回 
・現時点で 3回目まで実施済み 

４、研究参加者（被験者）：55 名スタート 
・公募と各種団体経由で約 35 名募集 
・応募者：79 名と多数のため、55 名まで枠を広げる（グループワークのできる最大
数） 
＜応募者：職種別＞ 

 
＜選考背景＞ 
・一定の企業に偏らぬよう、1 社 2 名以内とする 
・安全衛生担当者はなるべく残す 
・多職種連携の観点から、産業保健職、社労士・人事労務担当者が各 1 名ずつグルー
プに入れるようにする 
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・ダイバーシティの観点から、年齢、性別、経験値などを多種取り入れる 
 

＜研究（研修）実施報告＞：中間 第 3 回目まで終了 
参加者の推移 
55 名で開始予定だったが、当日までに 2 名脱落の連絡あり、53 名でスタート 
 
 開始時 第 1回 

（5/18） 
第 2回 
（6/1） 

第 3回
（7/20） 

第４回
（8/31） 

第 5回 
（9/28） 

研研究究参参加加者者
総総数数 

5533  5533  5533  5522  5511    

追加参加者 0 0 0 0 0  
脱落者 2 0 0 1 1  

研修参加者  45 44 42   
研修欠席者  8 9 12   
 
・脱落者（開始前）：転勤 1名、業務の都合 1 名 
・脱落者（開始後）：業務の都合 1名、体調不良 2名 
 ＊欠席が続いている人が 3名いるため、今後、自然脱落も発生する可能性あり 
 

５、研究方法（研修枠組み） 
１）e-ラーニング：欠席者や未受講者にはアナウンス 
２）研修会の参加 
３）研修会参加後の事後レポート提出 
４）効果検証： 

①事後レポートを元に研修実施効果の検証：西本先生 
②観察研修：高橋先生 
③参加記録：丸山弁護士 

 
６、実施結果（総論） 
 ＜第 1回＞対面：講義 

・講義形式で開催。初回から質問も多く積極的な参加 
  ・長時間の座学のため、休憩の回数を多く盛り込んだ 
  ・3 回目からグループワークとなるため、座席指定とし、多職種で隣同士に座っても

らう 
   （何名か任意の席に座っている人がいたため、座席がなく急遽追加した） 
  ・会場内、近隣に昼食を摂るスペースがないため、苦情が出た 
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・ダイバーシティの観点から、年齢、性別、経験値などを多種取り入れる 
 

＜研究（研修）実施報告＞：中間 第 3 回目まで終了 
参加者の推移 
55 名で開始予定だったが、当日までに 2 名脱落の連絡あり、53 名でスタート 
 
 開始時 第 1回 

（5/18） 
第 2回 
（6/1） 

第 3回
（7/20） 

第４回
（8/31） 

第 5回 
（9/28） 

研研究究参参加加者者
総総数数 

5533  5533  5533  5522  5511    

追加参加者 0 0 0 0 0  
脱落者 2 0 0 1 1  

研修参加者  45 44 42   
研修欠席者  8 9 12   
 
・脱落者（開始前）：転勤 1名、業務の都合 1 名 
・脱落者（開始後）：業務の都合 1名、体調不良 2名 
 ＊欠席が続いている人が 3名いるため、今後、自然脱落も発生する可能性あり 
 

５、研究方法（研修枠組み） 
１）e-ラーニング：欠席者や未受講者にはアナウンス 
２）研修会の参加 
３）研修会参加後の事後レポート提出 
４）効果検証： 

①事後レポートを元に研修実施効果の検証：西本先生 
②観察研修：高橋先生 
③参加記録：丸山弁護士 

 
６、実施結果（総論） 
 ＜第 1回＞対面：講義 

・講義形式で開催。初回から質問も多く積極的な参加 
  ・長時間の座学のため、休憩の回数を多く盛り込んだ 
  ・3 回目からグループワークとなるため、座席指定とし、多職種で隣同士に座っても

らう 
   （何名か任意の席に座っている人がいたため、座席がなく急遽追加した） 
  ・会場内、近隣に昼食を摂るスペースがないため、苦情が出た 
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   （事前アナウンスはしていたが、繰り返し伝える必要あり） 
  
 ＜2 回目＞オンライン：講義 
・オンラインでの受講：オンデマンド配信とオンライン受講の違いがわからず欠席者発
生 

 （個別対応実施） 
・オンラインでの講義が長時間になることへのご意見を頂いていたが、積極的に参加さ
れていた 

  
 ＜3 回目＞オンライン：事例検討研修 

① 1 事例毎に事例報告、質疑応答の時間を用意：報告者 笹井先生 
② ワークシートはグーグルドライブ内で共有し、参加者が同時に書き込めるよう

に 
    Ａ４横 1 枚で収まるようにシートの仕様を変更（Word）し、画面で映せるよう

に 
③ 人事委員もグループワークに参加 

   ④オリエンテーションに、ディスカッションについてのアナウンスを行う 
    （心理的安全性の担保） 
 
 ・昨年、Google ドライブに、アクセスできない参加者が多数発生したため、今年度は複

数回リマインドしアクセス確認を実施（但し、Google の仕様変更で当日アクセスでき
ない事態が発生） 

 ・事例検討は、当初の予定を変更し 3 事例で実施。集中力と活発な議論のためには、3
事例が限度 

・社用 PC（個人 PC を所有していない）での参加者が勤務先の規定で Google へのアク
セスができず、スマートフォンでの参加者が発生した 

    （事前に、グループに参加した人事委員へサポートを依頼） 
 
７、第４・５回に向けて 

１）オンライン開催 
・グループ分けを事前に配布し、Google ドライブへのアクセス確認を事前にしてい
ただく（書き込み確認） 
・再度、オンライン（オンデマンドではない）ことを再度リマインドする 

 
  ２）対面開催 

・事例検討は書ける紙（ホワイトボード模造紙）と付箋を使用予定 
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 （学会研修にて利用しているもの） 
・昼食場所の準備：土曜日は大学の学食が休みかつ、会場近くで昼食を摂れない 
 （第 1 回目の際に、昼食場所がないことをアナウンスしていたが、当日昼食問題
が生じた） 

    ＊事例検討の人数は、オンライン同様の 5 名MAX でよいか？ 
 

 
８、その他 

１）被験者（研修参加者） 
・想定以上の参加希望者が集まった。 
各関連団体の先生方のお力添えのおかげ 
また、2023 年からの化学物質の法改正はじめ、安全衛生の関心の高さがうかが

える 
・安全衛生担当者という枠を設けて募集。多くが、化学系の企業であった 
 （こちらも、法改正が影響しているのか） 

    ・安全衛生担当者は会社指示での参加者が多く、欠席が少なく、欠席の場合も無
断結成が少ない 

 
２）欠席者の対応 

・事前に欠席者のアナウンスが欲しいと要望あり 
 →無断欠席、遅刻者も多く、事前に参加者にアナウンスすることが難しい 
ブレイクアウトルームでの事例検討は集まったメンバーで初めてよいことをア
ナウンスする（欠席者のグループについては、個別にルームに訪問して伝える） 
 

３）その他 
・研修時に質疑応答の時間を用意しても質問が出ず、事後レポートでの質問が多
い（司会の井上先生に、次回の研修時に対応してもらっている） 
・質問内容の一部は、追加資料を要求するものも多く、調べ方のアナウンスなど
で対応 

 
文責・報告者：事務局 丸山 
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各関連団体の先生方のお力添えのおかげ 
また、2023 年からの化学物質の法改正はじめ、安全衛生の関心の高さがうかが

える 
・安全衛生担当者という枠を設けて募集。多くが、化学系の企業であった 
 （こちらも、法改正が影響しているのか） 

    ・安全衛生担当者は会社指示での参加者が多く、欠席が少なく、欠席の場合も無
断結成が少ない 

 
２）欠席者の対応 

・事前に欠席者のアナウンスが欲しいと要望あり 
 →無断欠席、遅刻者も多く、事前に参加者にアナウンスすることが難しい 
ブレイクアウトルームでの事例検討は集まったメンバーで初めてよいことをア
ナウンスする（欠席者のグループについては、個別にルームに訪問して伝える） 
 

３）その他 
・研修時に質疑応答の時間を用意しても質問が出ず、事後レポートでの質問が多
い（司会の井上先生に、次回の研修時に対応してもらっている） 
・質問内容の一部は、追加資料を要求するものも多く、調べ方のアナウンスなど
で対応 

 
文責・報告者：事務局 丸山 
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資料 4 研修効果測定調査調査票（紙ベースのイメージであり、実際に e-learning サイト
に掲載された場合と外観は異なる）
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【受講前】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 2024 

この調査は、実践的な安全衛生法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行
うことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、本学会で資格を取得される場合も、この調査への回答内容は、今後受講して

いただく講座の成績評価には一切関係いたしませんので、ありのままを率直にお答え
ください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．あなたご自身について、お尋ねします。 
01．職種 

1：産業医・医師 
2：保健師・看護師 
3：心理職 
4：安全管理者 
5：衛生管理者 
6：人事労務 
7：安全コンサルタント 
8：衛生コンサルタント 
9：インダストリアル・ハイジニスト 
10：弁護士 
11：社労士 
12：その他の職種 

02．12：その他、を選んだ方は具体的にご記入ください。 
 
04．職階 

1：マネージャークラス 
2：担当者クラス 
3：個人事業者 

04．年代 
1：20 代以下 
2：30 代 
3：40 代 
4：50 代 
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【受講前】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 2024 
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5：60 代以上 
05．所属（勤務先） 

1：企業 
2：教育機関 
3：行政機関 
4：医療機関・福祉施設 
5：経営者（独立系産業医などの事務所を含む） 
6：その他 

06．６：その他、を選んだ方は具体的にご記入ください。 
07．所属先（経営企業・事務所）の規模 

1：1～49 人 
2：50～499 人 
3：500～999 人 
4：1000人～ 

08．（嘱託産業医や社会保険労務士の方など）主な顧問先の規模 
1：1～49 人 
2：50～499 人 
3：500～999 人 
4：1000人～ 

09．安全衛生（とそれに関連する分野）に関わるようになったきっかけ（経緯）について、
（プライバシーに問題ない範囲で）簡単にお書きください。 
 
 
2．ご自身が安全衛生分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。 
それぞれの項目について、ご自身があてはまると思われる選択肢を 1 つ選んでください。

なお、各項目について現在は行っていない、あるいは経験のない場合は、そのようなこと
が必要になった場合を想定してお答えください。これは自職種にはあてはまらない（業務
の範囲外である）と思われる場合のみ「あてはまらない」を選択してください。 
 

そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災
等に関する情報を得ている。 

      

所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、
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組織内でルール化されている。 
労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

      

下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
を提供している。 

      

組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづく
り（修正も含む）を促進、発案、
協議できる。 

      

組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場
を問わず労災防止等に影響する
者）を効果的に説得し、対策の実
施を働きかけられる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛
生の方針を理解している。 

      

組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）につ
いても、多面的な情報収集に努め
ている。 

      

所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上
で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

      

所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり
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組織内でルール化されている。 
労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

      

下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
を提供している。 

      

組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづく
り（修正も含む）を促進、発案、
協議できる。 

      

組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場
を問わず労災防止等に影響する
者）を効果的に説得し、対策の実
施を働きかけられる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛
生の方針を理解している。 

      

組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）につ
いても、多面的な情報収集に努め
ている。 

      

所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上
で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

      

所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり
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易く説得的に対策を働きかけられ
る。 
労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

      

組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整
に自信をもって取り組める。 

      

労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができ
る。 

      

組織の働きやすさ（心身の健康）
の向上に関する自分の業務の改善
案を示せる。 

      

組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠
心などを満足させられるか）の向
上に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

      

安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

      

巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じら
れる。 

      

安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことがで
きる。 

      

業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考に
することができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、本音で
相談できる先を知っている。 

      

労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行う
か、適切な教育担当者を選任でき
る。 

      

以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくり
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に貢献できる。 
 
3．最後に、本研修についてお尋ねします。 
本研修に参加しようと思われた動機・きっかけについて教えてください。 
 
 
本研修により得られると期待しているものについて教えてください。 
 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。  
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に貢献できる。 
 
3．最後に、本研修についてお尋ねします。 
本研修に参加しようと思われた動機・きっかけについて教えてください。 
 
 
本研修により得られると期待しているものについて教えてください。 
 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。  

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

今回の講座のふりかえりミニレポート 

提出されたミニレポートの内容は、個人を特定できる情報を除いた上で、受講者間（研修
開発プロジェクト参加者間）で共有できるようにいたします。 
①今回の講座で扱ったことを箇条書きでまとめてください。 
・三柴先生の講義で何を学習したか，印象に残った問いと内容 

 
②今回の講座で扱ったことについて、印象に残ったこと、勉強になったと思うことについ
て記してください。 
・研修の前と後での知識や自身の考え方などの変化，気づきや新たな発見，講義やワー
クショップを通して獲得したこと 
・研修での気づきを自身の職場でどのように生かすか，あなた自身の今後の目標や課題 
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【受講後】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 2024 

この調査は、実践的な安全衛生法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行
うことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、本学会で資格を取得される場合も、この調査への回答内容は、今後受講して

いただく講座の成績評価には一切関係いたしませんので、ありのままを率直にお答え
ください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．ご自身が安全衛生分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。  
それぞれの項目について、ご自身があてはまると思われる選択肢を 1 つ選んでください。

なお、各項目について現在は行っていない、あるいは経験のない場合は、そのようなこと
が必要になった場合を想定してお答えください。これは自職種にはあてはまらない（業務
の範囲外である）と思われる場合のみ「あてはまらない」を選択してください。 
 

そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災
等に関する情報を得ている。 

      

所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、
組織内でルール化されている。 

      

労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

      

下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
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【受講後】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関するアンケート調査 2024 

この調査は、実践的な安全衛生法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行
うことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、本学会で資格を取得される場合も、この調査への回答内容は、今後受講して

いただく講座の成績評価には一切関係いたしませんので、ありのままを率直にお答え
ください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．ご自身が安全衛生分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。  
それぞれの項目について、ご自身があてはまると思われる選択肢を 1 つ選んでください。

なお、各項目について現在は行っていない、あるいは経験のない場合は、そのようなこと
が必要になった場合を想定してお答えください。これは自職種にはあてはまらない（業務
の範囲外である）と思われる場合のみ「あてはまらない」を選択してください。 
 

そうで
ある 

まあ 
そうで
ある 

どちら
ともい
えない 

あまり
そうで
はない 

そうで
はない 

あて 
はまら 
ない 

所属／支援先の組織で、業務を行
う上で必要な範囲で、生じた労災
等に関する情報を得ている。 

      

所属組織で生じた労災等に関する
情報を（回答者が）得る権限が、
組織内でルール化されている。 

      

労災等の現状と再発防止策につい
て、適切な関係者間で実質的な話
し合いができる機会を（回答者
が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する調
査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全衛
生上必要な指示や指導を行ってい
る。 

      

下請や社外工等が安全衛生を履行
できるような条件（納期や費用）
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を提供している。 
組織の構造を理解した上で、安全
衛生に関するルールや仕組みづく
り（修正も含む）を促進、発案、
協議できる。 

      

組織の労災事情を踏まえ、法制度
や判例等を踏まえて関係者（立場
を問わず労災防止等に影響する
者）を効果的に説得し、対策の実
施を働きかけられる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え方
を知り、その組織の文化や安全衛
生の方針を理解している。 

      

組織のソフト面（人事制度・就業
規定、人間関係なども含む）につ
いても、多面的な情報収集に努め
ている。 

      

所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応じ
て、法制度や判例等を踏まえた上
で分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

      

所属先／支援先に雇用された一般
職員の理解や意欲に応じて、法制
度や判例等を踏まえた上で分かり
易く説得的に対策を働きかけられ
る。 

      

労災防止等のため、適切な人物に
適切な質問をすることができる。 

      

組織内で安全衛生対策に関する関
係者の意見が分かれた場合の調整
に自信をもって取り組める。 

      

労災防止等に関する自分の業務に
ついて改善案を示すことができ
る。 

      

組織の働きやすさ（心身の健康）
の向上に関する自分の業務の改善
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案を示せる。 
組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠
心などを満足させられるか）の向
上に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

      

安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

      

巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じら
れる。 

      

安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことがで
きる。 

      

業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考に
することができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、本音で
相談できる先を知っている。 

      

労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行う
か、適切な教育担当者を選任でき
る。 

      

以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくり
に貢献できる。 

      

 
2．次に本研修について、お尋ねします。 
本研修の開始前に「本研修の修了後に得られると期待しているもの」についてお尋ねしま
した。研修修了後の現在、その期待は達成されたでしょうか。100 点満点で点数をつけて
みてください。 
（       ）点 
 
研修修了後の現在、当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるい
は期待以上に達成できたと思うことについて教えてください。 
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案を示せる。 
組織の職務満足感（健康状態にと
らわれず、使命感、達成感、忠誠
心などを満足させられるか）の向
上に関する自分の業務を見直し改
善案を示すことができる。 

      

安全衛生上のリスクをあらかじめ
把握した上で適切に評価できる。 

      

巡視等でリスクを発見した際に関
係者に直ちに必要な措置を講じら
れる。 

      

安全衛生上のリスクについて関係
者間で共有し、話し合うことがで
きる。 

      

業務上疑問が生じたとき、安全衛
生に関する法令等を調べ、参考に
することができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、本音で
相談できる先を知っている。 

      

労災防止等に役立つ、法情報を踏
まえた安全衛生教育を自ら行う
か、適切な教育担当者を選任でき
る。 

      

以上の取り組みを通じ、労使双方
が安全衛生を重視する組織づくり
に貢献できる。 

      

 
2．次に本研修について、お尋ねします。 
本研修の開始前に「本研修の修了後に得られると期待しているもの」についてお尋ねしま
した。研修修了後の現在、その期待は達成されたでしょうか。100 点満点で点数をつけて
みてください。 
（       ）点 
 
研修修了後の現在、当初研修後に得られると期待していたもののうち、期待通り・あるい
は期待以上に達成できたと思うことについて教えてください。 
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反対に、当初期待していたもののうち、期待通りでなかった・期待が外れたと思うことに
ついて教えてください。 
 
 
本研修全体をふりかえり、自分の業務に活用できると思われることについて記してくださ
い。 
 
 
本研修全体をふりかえり、印象に残ったこと、（業務にすぐに活用できるかどうか分から
ないが）勉強になったと思うことについて記してください。 
 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。  

－3545－



分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

【フォローアップ調査】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関する 
アンケート調査 2024 

この調査は、実践的な安全衛生法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行
うことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、本学会で資格を取得される場合も、この調査への回答内容は、今後受講して

いただく講座の成績評価には一切関係いたしませんので、ありのままを率直にお答え
ください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．ご自身が安全衛生分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。 
それぞれの項目について、本研修で学ばれた内容を研修後の現在、業務上で活かせてい

ると思われますか。ご自身があてはまると思われる選択肢を 1 つ選んでください。ただし、
これは自職種にはあてはまらない（業務の範囲外である）と思われる場合のみ「あてはま
らない」を選択してください。 
 

活かせ
ている 

まあ 
活かせ
ている 

どちら
ともい
えない 

あまり
活かせ
ていな
い 

活かせ
ていな
い 

あて 
はまら 
ない 

所属／支援先の組織で、業務を
行う上で必要な範囲で、生じた
労災等に関する情報を得てい
る。 

      

所属組織で生じた労災等に関す
る情報を（回答者が）得る権限
が、組織内でルール化されてい
る。 

      

労災等の現状と再発防止策につ
いて、適切な関係者間で実質的
な話し合いができる機会を（回
答者が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する
調査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全
衛生上必要な指示や指導を行っ
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【フォローアップ調査】厚労科研・日本産業保健法学会研修に関する 
アンケート調査 2024 

この調査は、実践的な安全衛生法学研修の開発のため、研修の実施、効果評価を行
うことを目的として実施します。 
回答いただいた個人情報は調査研究のためのみに利用することとし、分析結果の発

表にあたって個人が特定されることはありません。 
なお、本学会で資格を取得される場合も、この調査への回答内容は、今後受講して

いただく講座の成績評価には一切関係いたしませんので、ありのままを率直にお答え
ください。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

 
1．ご自身が安全衛生分野で担当されている業務に関して、お尋ねします。 
それぞれの項目について、本研修で学ばれた内容を研修後の現在、業務上で活かせてい

ると思われますか。ご自身があてはまると思われる選択肢を 1 つ選んでください。ただし、
これは自職種にはあてはまらない（業務の範囲外である）と思われる場合のみ「あてはま
らない」を選択してください。 
 

活かせ
ている 

まあ 
活かせ
ている 

どちら
ともい
えない 

あまり
活かせ
ていな
い 

活かせ
ていな
い 

あて 
はまら 
ない 

所属／支援先の組織で、業務を
行う上で必要な範囲で、生じた
労災等に関する情報を得てい
る。 

      

所属組織で生じた労災等に関す
る情報を（回答者が）得る権限
が、組織内でルール化されてい
る。 

      

労災等の現状と再発防止策につ
いて、適切な関係者間で実質的
な話し合いができる機会を（回
答者が）もっている。 

      

労災等に関する物や人に対する
調査が可能な立場にある。 

      

下請や社外工等に対しても安全
衛生上必要な指示や指導を行っ
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ている。 
下請や社外工等が安全衛生を履
行できるような条件（納期や費
用）を提供している。 

      

組織の構造を理解した上で、安
全衛生に関するルールや仕組み
づくり（修正も含む）を促進、
発案、協議できる。 

      

組織の労災事情を踏まえ、法制
度や判例等を踏まえて関係者
（立場を問わず労災防止等に影
響する者）を効果的に説得し、
対策の実施を働きかけられる。 

      

組織のトップ（経営層）の考え
方を知り、その組織の文化や安
全衛生の方針を理解している。 

      

組織のソフト面（人事制度・就
業規定、人間関係なども含む）
についても、多面的な情報収集
に努めている。 

      

所属先／支援先のトップ（経営
層）・実権者の理解や意欲に応
じて、法制度や判例等を踏まえ
た上で分かり易く説得的に対策
を働きかけられる。 

      

所属先／支援先に雇用された一
般職員の理解や意欲に応じて、
法制度や判例等を踏まえた上で
分かり易く説得的に対策を働き
かけられる。 

      

労災防止等のため、適切な人物
に適切な質問をすることができ
る。 

      

組織内で安全衛生対策に関する
関係者の意見が分かれた場合の
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調整に自信をもって取り組め
る。 
労災防止等に関する自分の業務
について改善案を示すことがで
きる。 

      

組織の働きやすさ（心身の健
康）の向上に関する自分の業務
の改善案を示せる。 

      

組織の職務満足感（健康状態に
とらわれず、使命感、達成感、
忠誠心などを満足させられる
か）の向上に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことがで
きる。 

      

安全衛生上のリスクをあらかじ
め把握した上で適切に評価でき
る。 

      

巡視等でリスクを発見した際に
関係者に直ちに必要な措置を講
じられる。 

      

安全衛生上のリスクについて関
係者間で共有し、話し合うこと
ができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、安全
衛生に関する法令等を調べ、参
考にすることができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、本音
で相談できる先を知っている。 

      

労災防止等に役立つ、法情報を
踏まえた安全衛生教育を自ら行
うか、適切な教育担当者を選任
できる。 

      

以上の取り組みを通じ、労使双
方が安全衛生を重視する組織づ
くりに貢献できる。 
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調整に自信をもって取り組め
る。 
労災防止等に関する自分の業務
について改善案を示すことがで
きる。 

      

組織の働きやすさ（心身の健
康）の向上に関する自分の業務
の改善案を示せる。 

      

組織の職務満足感（健康状態に
とらわれず、使命感、達成感、
忠誠心などを満足させられる
か）の向上に関する自分の業務
を見直し改善案を示すことがで
きる。 

      

安全衛生上のリスクをあらかじ
め把握した上で適切に評価でき
る。 

      

巡視等でリスクを発見した際に
関係者に直ちに必要な措置を講
じられる。 

      

安全衛生上のリスクについて関
係者間で共有し、話し合うこと
ができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、安全
衛生に関する法令等を調べ、参
考にすることができる。 

      

業務上疑問が生じたとき、本音
で相談できる先を知っている。 

      

労災防止等に役立つ、法情報を
踏まえた安全衛生教育を自ら行
うか、適切な教育担当者を選任
できる。 

      

以上の取り組みを通じ、労使双
方が安全衛生を重視する組織づ
くりに貢献できる。 

      

分担研究報告書（西本 実苗・他 25 名） 

 
2．本研修で学んだことにより、その後ご自身のお仕事のやり方やアプローチに変化があ
ったと思いますか。 

思う・まあ思う・どちらともいえない・あまり思わない・思わない 
 

3．思う／まあ思う、とお答えの場合、具体的にどのような変化があったか教えてくださ
い。 

 
 
４．本研修を受講してよかったと思いますか。 

思う・まあ思う・どちらともいえない・あまり思わない・思わない 
 

質問は以上です。ご回答いただきまして、どうもありがとうございました。 
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